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この履修ガイドは2026年度入学生に適用されます。
卒業するまでの必要な事項が記載されているので、
熟読のうえ、大切に保管すること。
また、修正・変更については本学のｅラーニング
【教務課からのお知らせ（学生向け）】にて行います。
URL：https://eee2.rakuno.ac.jp/course/view.php?id=4753

大学の教育研究上の目的

キリスト教の精神によって人間教育を行い、酪農の科学と実際並びに高度の学術を教育・研究し、もって
神を愛し、人を愛し、土を愛する三愛の精神に徹する有為な社会人及び指導者を養成することを目的 
とする。

1．�農食環境学群は、酪農学園創立の基本精神に基づき、生物資源の循環・再生、食料の生産・加工
及び流通・消費並びに食と健康、さらに農業を含めた環境に関する専門分野において、それらが
有機的に関連するよう体系づけられた学群であり、農学とその関連科学の教育・研究によりフード�
システムの持続的発展と自然環境の保全並びに農食文化の進展に貢献することを目的とする。

1 循環農学類は、農業を基礎科学的かつ実践的に探究し、社会における農業の意義を正しく理解し、安全な食料
の持続的供給を可能とする資源循環型農業を実現するための幅広い知識と技術を修得した人材を養成する。

2 食と健康学類は、本学の基本理念である実学教育を通して、食の生産、加工・製造、流通ならびに健康に関す
る幅広い知識と技術を修得するとともに、食と健康に関する総合的な判断力を培い、社会に貢献できる人材を
養成する。

3 環境共生学類は、環境に関する基礎科学の学びと実践的な学びを通して、現象を客観的に解析する技術や知識
を修得するとともに、問題解決に向けた総合的な判断力を培い、自然と人が調和・共生する社会の形成に貢献
できる人材を養成する。

4 農環境情報学類は、地域社会、特に農業分野における労働力不足や環境への配慮といった課題解決のため、農
学・環境学・情報科学といった分野を融合した学びにより、データサイエンス・DX（デジタルトランスフォー
メーション）を活用し、資源の効率的な管理と利用を促進できる人材を養成する。

2．�獣医学群は、酪農学園創立の基本精神に基づき、獣医学、獣医保健看護学とその関連科学の総合
的な教育・研究により、生命・自然を尊ぶ豊かな人間性を育み、人類と動物の福祉及び動物・人・
環境の調和と共存に具体的に貢献するための学群であり、専門知識・技術及び総合的な判断力を
有する人材を養成し、国際的視野に立って動物と人の健康保持と食料の安定供給及び環境保全に
寄与することを目的とする。

1 獣医学類は、獣医学及びその関連分野における高度な知識と技術を修得し、実践的な産業動物、伴侶動物、 
公衆衛生関連獣医師を育成し、わが国の獣医療や食の安全及び動物の福祉ならびに生命科学における先端的 
研究を推進できる人材を養成する。

2 獣医保健看護学類は、獣医学に関する基礎知識と動物看護学に関する専門知識を修得させ、動物栄養、動物 
行動及び動物理学療法に関する高度な教育を行い、幅広い獣医保健看護領域の業務を担える人材を養成する。



はじめに

　 「履修ガイド」は、入学から卒業までの学修を進めていくうえで指針となる

事項を集約したものです。履修方法や諸手続きの詳細について記載されていま

す。この「履修ガイド」は卒業まで機会があるごとに参照し、十分に活用して

ください。

　大学では、履修登録・単位計算はすべて自分の責任で行わなければなりませ

ん。また、「学事暦」に定めるスケジュールに沿って学修を進めることになり

ますので、常に日程を把握しておく必要があり、自己管理が求められます。

　履修登録や授業、成績に関することで不明な点がある場合には、自己流の解

釈や周りの会話に流されて失敗することのないよう、アドバイザーの先生や教

務課の窓口に相談し、疑問の解明に努めてください。

　なお、「履修ガイド」は入学時にだけ配付します。卒業するまで紛失しない

ようにしてください。紛失者に対する再配付は一切いたしません。ただし、

内容の一部が変更される場合は、ガイダンスの説明や別刷りの配付、Web や

UNIPAでお知らせします。
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Ⅰ 教育基本方針

１．教育基本方針（３つのポリシー）
　本学では、教育活動の充実を目的として、３つのポリシー（ディプロマ ・ポリシー、カリキュラム ・ポリシー、アドミッション ・
ポリシー）を策定しています。

大学の教育基本方針
　建学の精神である「三愛精神」は、キリスト教の教えのもとに「神を愛し、人を愛し、土を愛する」ことに徹した人間教育主
義であり、多様な隣人への寛容な精神と、人類存続の礎である大地を尊ぶ精神の涵養を説く。その目的は建学の精神を受け継ぎ、
「健土健民」の教えを実践し、「生命を紡ぐ大学」として大地が生み出す命を未来へと繋ぎ、全人類の福祉向上に貢献する担い手
の養成である。
　建学の精神に基づく教育は9０年を超える歴史を有し、農業振興に大きく貢献してきた。これを受け継ぐ新しい教育は、「農 ・食 ・
環境 ・生命」を基軸に自然との調和の取れた循環農業の維持 ・発展を図り、人と動物の生命の存続と福祉に貢献し、かつ世界的
活動に参加する人材を育てることである。主体的に世界の変化に対応し、課題を見極め、課題解決に対し幅広く、柔軟かつ総合
的な判断力を持った担い手を育てる。すなわち農業にかかわる複合的問題を解決する能力を持ち、多角度から物事を観察する能
力や総合的思考力、的確な判断力、かつ豊かな人間性を持った人材を輩出することである。

■ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）�������������������������

　建学の精神である「三愛精神」「健土健民」のもと、「農 ・食 ・環境 ・生命」の各分野における豊富な知識や高い実践能力を備え、
視野の広い専門家として地域と世界の継続的な発展に貢献できる学生に「学士」の学位を授与します。

■カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）������������������������

　本学の教育課程では、「農 ・食 ・環境 ・生命」に関する知識並びに実践力を段階的に身につけることができるよう、基盤教育科
目から専門基礎教育科目へ、そして専門教育科目 ・専修教育科目へと体系的な学修を取り進めていきます。

■アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）�������������������������

　農業を基幹産業とする自然豊かな北海道の大地で学ぶことを望み、「農 ・食 ・環境 ・生命」に関する専門的知識と技能を習得し、
地域と世界の持続的な発展に貢献する意欲にあふれ、主体性を持ち多様な人々と協働して学修する人を求めています。

農食環境学群
農食環境学群は、酪農学園創立の基本精神に基づき、生物資源の循環 ・再生、食料の生産 ・加工及び流通 ・消費並びに食と健康、
さらに農業を含めた環境に関する専門分野において、それらが有機的に関連するよう体系づけられた学群であり、農学とその関
連科学の教育 ・研究によりフードシステムの持続的発展と自然環境の保全並びに農食文化の進展に貢献することを目的とする。

循環農学類
◎ディプロマ・ポリシー
　循環農学類では、「農 ・食 ・環境 ・生命」の繋がりを理解し、
以下の能力を身につけた学生に「学士（農学）」の学位を授与
する。

１．‌�建学の精神である「三愛精神」「健土健民」を基に、人文 ・
社会 ・自然科学の知識と倫理観を養い、多様な価値観を尊
重し、持続可能な社会の実現に貢献できる。

２．‌�持続可能な社会の構築に貢献する土壌 ・植物 ・動物の知識
と関連技術を身につけ、それらの関係性を理解できる。

３．‌�農業やその関連分野の現場に立脚して課題の抽出と解決策
の立案ができ、他者と積極的に議論できる。

４．‌�農業科学の知識を基に、自らの考えを論理的に整理し、他
者に分かりやすく正確に説明ができる。

５．‌�地域 ・農業の発展のために、主体性をもって多様な人々と
協働し、自ら先頭に立って粘り強く課題解決に取り組むこ
とができる。

◎カリキュラム・ポリシー
　本学類の教育課程は、循環型社会で活躍できる豊かな人間性
と専門性を兼ね備えた人材の育成を目的に、動物と植物の生産
に関する知識と実践力を段階的に身につけることができるよ

う、年次を追って体系的に学修するカリキュラムとなっている。

１．�本学の教育理念の理解を深める目的から酪農学園導入教育
ならびに学群専門導入科目を置く。

２．‌�大学での学びを円滑に進めるための基礎学力と社会人とし
ての基礎力を身につける科目群として基盤教育科目（人文
社会科学教育、自然科学教育、外国語教育、情報教育など）
を置く。

３．�「農 ・食 ・環境」を広く学ぶ科目群として学群専門教育科
目を置く。

４．‌�専門性を高めるための科目群として学類専門教育（動物科
学領域科目、植物生産学領域科目など）を置く。

５．‌�分野を超えた探究心に対応するために全学共通教育科目を
置く。

◎アドミッション・ポリシー
・ 大学での学修に必要な基礎学力を有する人
・向上心と好奇心に満ち、高い倫理観を有する人
・持続可能な社会づくりに関心のある人
・循環型社会を築く各種専門技術 ・知識の修得に意欲のある人
・多様な価値観を認めつつ、主体的に行動できる人
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食と健康学類
◎ディプロマ・ポリシー
　食と健康学類では、「農 ・食 ・環境 ・生命」の繋がりを理解し、
以下の能力を身につけた学生に「学士（食品学）」の学位を授
与する。

１．‌�建学の精神である「三愛精神」「健土健民」を基に、人文 ・
社会 ・自然科学の知識と倫理観を養い、多様な価値観を尊
重し、持続可能な社会の実現に貢献できる。

２．‌�食資源としての動物 ・植物 ・微生物の特性を科学的に理解
できる。

３．‌�食品科学や栄養に関する広い知識と技術を基に、食品や健
康に関わる諸問題の解決に取り組むことができる。

４．‌�食の安全 ・安心に対する高い倫理観を基に、異なる分野の
専門家と協働することができる。

５．‌�生命への尊厳や自らの職業に対する高い倫理観を備え、使
命感と責任感を持って行動できる。

◎カリキュラム・ポリシー
　本学類の教育課程は、社会で活躍できる豊かな人間性と専門
性を兼ね備えた人材の育成を目的に、食資源、食品加工、食品
流通、人の健康に関する知識と実践力を段階的に身につけるこ
とができるよう、年次を追って体系的に学修するカリキュラム
となっている。

１．�本学の教育理念の理解を深める目的から酪農学園導入教育
ならびに学群専門導入科目を置く。

２．‌�大学での学びを円滑に進めるための基礎学力と社会人とし
ての基礎力を身につける科目群として基盤教育科目（人文
社会科学教育、自然科学教育、外国語教育、情報教育など）
を置く。

３．�専門的思考の養成に必要な基礎的科目群として学群専門教
育科目等を置く。

４．‌�専門性を高めるための科目群として学類専門教育（食品科
学領域科目、管理栄養士コース専門科目など）を置く。

５．‌�分野を超えた探究心に対応するために全学共通教育科目を
置く。

◎アドミッション・ポリシー
・ 食品関連分野に興味を持つ人
・ �食資源ならびに食品の開発、および食品流通の技術開発、食
品科学の研究を行う専門家として、食を通して地域社会に貢
献する意欲を持つ人
・多様な人々と協働して主体的に学修する人

食と健康学類管理栄養士コース

◎ディプロマ・ポリシー
　食と健康学類では、「農 ・食 ・環境 ・生命」の繋がりを理解し、
以下の能力を身につけた学生に「学士（食品学）」の学位を授
与する。

1．�建学の精神である「三愛精神」「健土健民」を基に、人文 ・
社会 ・自然科学の知識と倫理観を養い、多様な価値観を尊
重し、持続可能な社会の実現に貢献できる。

2．�食資源としての動物 ・植物 ・微生物の特性を科学的に理解
できる。

3．�食品科学や栄養に関する広い知識と技術を基に、食品や健
康に関わる諸問題の解決に取り組むことができる。

4．�食の安全 ・安心に対する高い倫理観を基に、異なる分野の
専門家と協働することができる。

5．�生命への尊厳や自らの職業に対する高い倫理観を備え、使
命感と責任感を持って行動できる。

◎カリキュラム・ポリシー
　本学類の教育課程は、社会で活躍できる豊かな人間性と専門
性を兼ね備えた人材の育成を目的に、食資源、食品加工、食品
流通、人の健康に関する知識と実践力を段階的に身につけるこ
とができるよう、年次を追って体系的に学修するカリキュラム
となっている。

1．�本学の教育理念の理解を深める目的から酪農学園導入教育
ならびに学群専門導入科目を置く。

2．�大学での学びを円滑に進めるための基礎学力と社会人とし
ての基礎力を身につける科目群として基盤教育科目（人文
社会科学教育、自然科学教育、外国語教育、情報教育など）
を置く。

3．�専門的思考の養成に必要な基礎的科目群として学群専門教
育科目等を置く。

4．�専門性を高めるための科目群として学類専門教育（食品科
学領域科目、管理栄養士コース専門科目など）を置く。

5．�分野を超えた探究心に対応するために全学共通教育科目を
置く。

◎アドミッション・ポリシー
・ 人の心とからだの健康を支える栄養学分野に興味を持つ人
・ �人々の健康増進、疾病の治療 ・予防および生活の質を向上さ
せる栄養指導を行う専門家として、人間社会に貢献したいと
いう意欲を持つ人
・多様な人々と協働して主体的に学修する人
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環境共生学類
◎ディプロマ・ポリシー
　環境共生学類では、「農 ・食 ・環境 ・生命」の繋がりを理解し、
以下の能力を身につけた学生に「学士（環境学）」の学位を授
与する。

1．�建学の精神である「三愛精神」「健土健民」を基に、人文 ・
社会 ・自然科学の知識と倫理観を養い、多様な価値観を尊
重し、持続可能な社会の実現に貢献できる。

2．�野生動物や地球環境に関する様々な現象や問題についての
専門知識を有する。

3．�人と自然が共生する持続可能な社会を実現するための技術
と実践力を有する。

4．�環境問題の課題解決に向けた自らの目標を定め、主体的に
取り組むことができる。

5．�グローカルな視点を有し、多様性のある文化や社会の実現
に取り組むことができる。

6．�環境問題に対する自らの考えや判断の根拠を説明するため
のプレゼンテーション及びコミュニケーション能力を有す
る。

◎カリキュラム・ポリシー
　本学類の教育課程は、環境との共生および環境問題の解決に
資する豊かな人間性と専門性を兼ね備えた人材の育成を目的
に、野生動物、地球環境に関する知識と実践力を段階的に身に
つけることができるよう、年次を追って体系的に学修するカリ
キュラムとなっている。

1．�本学の教育理念の理解を深める目的から酪農学園導入教育
ならびに学群専門導入科目を置く。

2．�大学での学びを円滑に進めるための基礎学力と社会人とし
ての基礎力を身につける科目群として基盤教育科目（人文
社会科学教育、自然科学教育、外国語教育、情報教育など）
を置く。

3．�「農 ・食 ・環境」を広く学ぶ科目群として学群専門教育科
目を置く。

4．�専門性を高めるための科目群として学類専門教育（野生動
物学領域科目、地球環境学領域科目など）を置く。

5．�分野を超えた探究心に対応するために全学共通教育科目を
置く。

◎アドミッション・ポリシー
・ 地球上の生命を育む地球環境システム全般に関心を抱く人
・ �発展を続ける人間社会と地球を構成する自然界の生命および
それを育む環境との調和と共生を実現するための学びである
環境学の専門家として、持続可能な社会の発展に貢献しよう
という意欲を持つ人
・ �他者とのコミュニケーションの基礎となる高い言語的能力や
論理的思考力を有する人
・多様な人々と協働して主体的に学修する人

農環境情報学類
◎ディプロマ・ポリシー
　農環境情報学類では、「農 ・食 ・環境 ・生命」の繋がりを理
解し、以下の能力を身につけた学生に「学士（農学）」の学位
を授与する。

1．�建学の精神である「三愛精神」「健土健民」を基に、人文 ・
社会 ・自然科学の知識と倫理観を養い、多様な価値観を尊
重し、持続可能な社会の実現に貢献できる。

2．�農環境や地域社会を取り巻く現状への深い理解及び十分な
知識を有する。

3．�地域社会、特に農業分野における経済や社会システムを農
学的視点と農学の専門知識 ・技術によって調査 ・分析、情
報解析できる。

4．�農業や環境を含む地域社会の振興に必要な計画を立案でき
る。

5．�農業や環境を含む地域課題に対する自らの考えや判断の根
拠を説明するためのプレゼンテーション及びコミュニケー
ション能力を有する。

6．�発見した課題の解決に向けて、他者と協働し、主体的に取
り組むことができる。

◎カリキュラム・ポリシー
　本学類の教育課程は、地域社会で活躍できる豊かな人間性と
専門性を兼ね備えた人材の育成を目的に、農業や環境を含む社
会問題の解決に情報の力を活用できるよう、年次を追って体系
的に学修するカリキュラムとなっている。

1．�本学の教育理念の理解を深める目的から酪農学園導入教育
ならびに学群専門導入科目を置く。

2．�大学での学びを円滑に進めるための基礎学力と社会人とし
ての基礎力を身につける科目群として基盤教育科目（人文
社会科学教育、自然科学教育、外国語教育、情報教育など）
を置く。

3．�「農 ・食 ・環境」を広く学ぶ科目群として学群専門教育科
目を置く。

4．�専門性を高めるための科目群として学類専門教育（アグリ
デザイン領域科目、地域データサイエンス領域科目など）
を置く。

5．�分野を超えた探究心に対応するために全学共通教育科目を
置く。

◎アドミッション・ポリシー
・ �農業 ・環境および地域社会を取り巻く現状に関心を持ってい
る人
・ �表現 ・コミュニケーションの基礎となる言語的能力や論理的
思考力 ・情報解析の基礎となる数理的能力に関わる基礎学力
を有している人
・ �幅広い教養と専門的知識、自身の思考や判断の根拠を説明 ・
伝達するための論理的思考力とコミュニケーション能力の修
得に意欲を持つ人
・ �多様な人々と協働して、主体的に持続可能な地域社会の実現
に貢献したいと考えている人
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獣医学群
◎ディプロマ・ポリシー
　獣医学群（以下、「本学群」という）では、建学の精神のもとで、
獣医学と獣医保健看護学及びその関連科学分野の教育をとおし
て生命を尊ぶ豊かな人間性を育み、国際的な視野に立って人と
動物の健康保持、環境保全ならびに食料の安定供給に寄与して

「One Health」に貢献できる学生に「学士」の学位を授与します。

１ ．‌�「獣医学」「獣医保健看護学」において、様々な専門領域に
渡る高度な知識 ・ 技能と問題解決に必要な思考力および
チーム獣医療を担う高い実践能力を身につけています。

２ ．‌�様々な専門領域にまたがる知識や技能を実地に活用するこ
とができます。

３ ．‌�コミュニケーション能力を有し、自分の考えや判断を正し
く伝えることができます。

４ ．‌�「獣医学」「獣医保健看護学」において、人と動物、そして
環境との関係における総合的な健全性、すなわち「One 
Health」を常に意識しています。

【学力の 3要素との関連】
　 ・ 個別の知識 ・ 技能　　　　： 1 , 2
　 ・ 思考力 ・ 判断力 ・ 表現力等： 1 , 2 , 3
　 ・ 学びに向かう力、人間性等： 4

◎カリキュラム・ポリシー
　本学群の教育課程は、幅広い知識や高い実践能力を身につけ、
社会で即戦力となる人材となるために、「獣医学」「獣医保健看
護学」に関する知識並びに学内外での実習科目における経験を
段階的に身につけることができるよう基盤教育科目、専門基礎
教育科目から専門教育科目へと体系的に学修するプログラムと
なっています。専修教育科目では、研究や討論を実践的に積み
上げる学生参加型の講義 ・ 実習が展開されます。

１ ．幅広い教養と社会人基礎力を育成する科目群
　 ・ ‌�基盤教育科目全般（酪農学園導入教育、人文社会科学教育、

自然科学教育、外国語教育等）
２ ．‌�専門的志向を確認する基礎的な科目群と基礎学力を養成す

る科目群
　 ・ 専門基礎教育科目全般（学群共通）
３ ．専門的領域を深めるための学際的科目群
　 ・ ‌�専門教育科目、専修教育科目全般（分野科目、学類独自科

目等）

◎アドミッション・ポリシー
　社会に対する幅広い視野を持ち、地域さらには世界における
人と動物との調和に対し深い関心を示し、日々進歩する最新知
識を吸収できる基礎学力を有し、常に自ら積極的に学ぶ意欲を
持ち、人間社会に貢献したいという意欲にあふれた人を求めて
います。

獣医学類
◎ディプロマ・ポリシー
　獣医学類（以下、「本学類」という）では、 １ ～ ２ 年次にお
いて「基盤教育」と「専門基礎教育」および「専門教育」で、
動物の体の構造や機能、動物に関する倫理や福祉、また、実践
的な英語や統計学を学び、 ３ ～ ４ 年次では、伴侶 ・ 産業動物の
臨床や食の安全等を学習します。 ４ 年次からは「専修教育」に
て研究室に所属して専門的研究を行い、 ５ 年次には少人数での
参加型実習を行い、最終学年において、研究発表並びに最終的
には獣医師国家試験受験に臨みます。
　本学類では、以下の能力を身につけた学生に学士（獣医学）
の学位を授与します。

１ ．‌�人と動物の福祉及び自然環境との調和と持続的な利用に貢
献することのできる獣医師として社会で活躍するための、
生命を尊ぶ豊かな人間性を育みます。

２ ．‌�獣医学に関する高度な専門知識 ・ 技術及び総合的な判断力
を習得することができます。

３ ．‌�国際的なコミュニケーション能力を身につけ、国際的視野
に立ち、主体的学びを通じて、SDGsで掲げられた人と動
物の健康保持、環境保全ならびに食料の安定供給に寄与す
る質の高い実践能力を身につけることができます。

４ ．‌�獣医学のみならず、医学、農学、生物学などの他、動物愛
護 ・ 福祉など、様々な専門領域にまたがる知識や技能を実
地に活用することができます。

【学力の 3要素との関連】
　 ・ 個別の知識 ・ 技能　　　　： 2 , 3 , 4
　 ・ 思考力 ・ 判断力 ・ 表現力等： 1 , 2 , 4
　 ・ 学びに向かう力、人間性等： 1 , 3

◎アドミッション・ポリシー
　動物と人との調和に関する様々な事柄に興味を持ち、獣医療
を通した動物と人の健康保持、食料の安全確保と安定供給、お
よび環境保全や感染症制御などの公衆衛生の専門家または研究
者として人間社会に貢献したいという意欲にあふれ、主体性と
広い視野を持ち多様な人々と協働して学修する人を求めていま
す。

◎カリキュラム・ポリシー
　本学類では、獣医師として必要な専門科目の講義や実習を １
年次から段階的に学習することにより、幅広い知識や技術を効
率よく学ぶことができます。 ４ 年次には全国の獣医大学共通の
獣医学共用試験を受験し、 ５ 年次には実際の患者動物を対象と
した参加型臨床実習を行います。 ６ 年次には研究発表を行うと
ともに、獣医師国家試験合格に向けた ６ 年間の学習内容の総ま
とめを行います。本学類の学士課程は大学基準協会の獣医学教
育に関する基準に適合したものであり、また、カリキュラムは
欧州獣医学教育国際認証（EAEVE）に適うカリキュラムとなっ
ています。

１ ．‌�１ 年次は、基盤教育として生物学、化学、英語などの科目
を学習し、専門科目をスムーズに学んでいくための知識を
習得します。専門科目では正常な動物の体の構造や機能に
ついて広く学習し、動物に関する倫理や福祉についても学
びます。

２ ．‌�２ 年次では、基盤教育で実践的な英語や統計学などの科目
を学習します。専門科目では様々な病原体やそれによる感
染症を広く学習し、病気に対する生体の反応についても学
びます。

３ ．‌�３ ～ ４ 年次では、伴侶動物と産業動物の臨床について幅広
く学習します。野生動物のほか動物園 ・ 水族館やエキゾチッ
クペットのような飼育動物についても学びます。また、獣
医師として不可欠な、食の安全や人と動物の両方の健康に
関する科目についても学習します。 ４ 年次からは研究室に
所属して専門的研究も行います。

４ ．‌�５ 年次では、 ４ ～ ５ 名の少人数グループでの参加型実習と
して、伴侶動物と産業動物の臨床現場における実際の患者
動物を対象とした参加型臨床実習や食肉衛生検査実習を行
います。所属する研究室での専門的研究も継続します。

５ ．‌�ゼミでの研究成果をまとめて研究発表を行います。 ６ 年間
で学んだことを振り返って、獣医師国家試験受験や創造的
で挑戦的な人生設計構築に備えます。
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獣医保健看護学類
◎ディプロマ・ポリシー
　獣医保健看護学類（以下、「本学類」という）では、 １～ ２
年次において「基盤教育」と「専門基礎教育」で基礎学力およ
び獣医学における基礎知識を学び、 ３年次から始まる「専門教
育」では、動物看護師として必要な専門知識と技術を学内外の
実習等で身につけます。学類の到達目標に向けて学びを深め、
最終学年において、研究発表並びに愛玩動物看護師国家試験に
臨みます。
　本学類では、以下の能力を身につけた学生に「学士（獣医保
健看護学）」の学位を授与します。

１．‌�動物看護師として、高度な知識とチーム獣医療を担う高い
実践能力を身につけています。

２．‌‌�動物看護師として、高いコミュニケーション能力を有し、
自分の考えや判断を正しく伝えることができます。

３．‌�動物看護師として、ヒトと動物そして環境との関係におけ
る総合的な健全性『One Health』に常に深い関心を持っ
ています。

４．‌�動物看護師として、伴侶動物のみならず産業動物や野生動
物、展示動物の生命を尊重することができます。

５．‌�動物看護師として、動物の福祉向上に努めることができます。
６．‌�動物看護師として、幅広い専門知識と技術を積極的に学習
し、それを取り入れ、活かす努力を惜しまず取り組みます。

【学力の 3要素との関連】
　 ・個別の知識 ・技能　　　　： 1 , 6
　 ・ 思考力 ・判断力 ・表現力等： 1 , 2 , 6
　 ・ 学びに向かう力、人間性等： 3 , 4 , 5

◎カリキュラム・ポリシー
　本学類は、ディプロマ ・ポリシーに示す知識、技術、思考な
どの能力を身につけるため、基盤教育、専門基礎教育、専門教
育および専修教育からなるカリキュラムを編成しています。愛
玩動物看護師国家資格取得のための専門科目を設けると共に、
動物看護師として、高度な知識と高い実践能力を身につけるこ
とを目標とし、社会で即戦力となる人材を育成できるカリキュ
ラムを展開します。

１．‌�基盤教育は、動物看護師としての思想や基盤学力を身につ
け、さらに、国際化に向けて、実践的な英語能力を身につ
けます。

２．‌�専門基礎教育は、学群共通専門基礎科目として、獣医学類
と共に獣医学の高い基礎知識を学び、チーム獣医療を担う
高い実践能力を身につけるための基盤を形成します。

３．‌�専門教育は、動物看護師として必要な専門的な知識と技術
を身につけ、学内外での実習を通し実践することでそれら
をさらに深め、チーム獣医療を担う高い実践能力を身につ
けます。

４．‌�専修教育は、将来を考え、大学独自教育として動物看護師
がその役目を担っていくべき専門性の高い分野のアドバン
スドプログラムを自ら選択し、さらなる専門性の高い知識
と技術を身につけます。

◎アドミッション・ポリシー
　動物と人との関係に関する様々な事柄に興味を持ち、動物の
福祉と健康向上、および動物と環境との調和を図る動物看護師
として、人間社会に貢献したいという意欲にあふれ、主体性を
持ち多様な人々と協働して学修する人を求めています。
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１．履修と単位制度

⑴　履修とは
　履修とは、学類が定めている授業科目を一定のルールに従い学び修めることです。
　皆さんは、所属する学類の授業科目を自ら選択し、授業を受講し、試験の合格によって単位を修得するこ
とで、卒業に必要な要件（単位数）を満たしていくことになります。
　高校と違い「学生自らが卒業までの目標を定め、自主的に学ぶ」ことが基本になります。各自が科目を選
択し、時間割を組み立て、自分の責任のもとに学修することになりますので、卒業まで自主的 ・自発的な意
思を持ち続けることがとても大切です。

⑵　単位制度
　本学では、学群 ・学類等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程‌
（カリキュラム）が編成されます。教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目および自由科目に分け、
これを共通教育基盤教育、専門基礎教育、専門教育、専修教育、教職課程教育、畜産関連科目、自由科目に
分類のうえ、各年次に配当されます。授業は講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかの方法で行わ
れ、これら授業科目の履修は文部科学大臣が定める「大学設置基準」に定められた単位制に基づいて行われ
ます。

⑶　単位の計算
　単位とは、学修時間を表すもので、すべての授業科目に単位数が設定されます。「 １単位」の授業科目は、
４５時間の学修を必要とする教育内容をもって構成するものと定められており、当該授業の方法に応じ、授業
による教育効果、授業時間外での必要な学修等（課題学修及び予習 ・復習 ・その他の自学自修など）を考慮
し、学則で次の基準を設定しています。
　　①講義および演習については、１５時間または３０時間の授業をもって １単位とする。
　　②実験、実習および体育実技については、３０時間または４５時間の授業をもって １単位とする。
　本学ではその授業方法や授業効果を基準に、原則として次のように各科目の単位数を定めています。
＊毎週 ２時間１５週の授業をもって、 ２単位とするもの。
　‌�講義および演習科目の一部が該当します。週 ２時間の授業に対して授業時間外に ４時間の学修が必要とな
ります。

＊毎週 ２時間１５週の授業をもって、 １単位とするもの。
　‌�体育実技、演習、実習および講義科目の一部が該当します。週 ２時間の授業に対して授業時間外に １時間
の学修が必要となります。

＊毎週 ３時間１５週の授業をもって、 １単位とするもの。
　実験および実習科目がこれに該当します。

⑷　単位の修得
　皆さんが卒業または進級するためには、各学類で定められた単位を修得しなければなりません。単位は一
部の規程で定められた認定科目を除き、履修登録をしなければその修得は認められません。履修登録した科
目の単位の修得は、規定の授業出席日数を満たし、各学期末に行われる試験に合格することにより、はじめ
て認められます。出席日数が不足したり、途中で受講を放棄したりするような場合は、その科目の単位修得
は認められません。

Ⅱ 履修の手引き
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⑴　「UNIPA（ユニパ）」とは
　「UNIPA」は皆さんが大学生活を送る上で必要な情報に、インターネットを通じてアクセスする窓口の役
割を果たす統合システムです。このシステムによりシラバス照会、出欠状況確認、成績照会など必要な情報
を取得できるほかに履修登録や授業Q&Aなど各種申請や授業に関する問い合わせができます。
　また、休講や補講、試験やレポートなど授業に関する情報をリアルタイムで受け取ることができます。皆
さんにとって大切な情報を配信していますので、定期的に確認するように心がけてください。

⑵　「UNIPA」へのアクセス
　インターネット接続が可能なパソコンやスマートフォンから、学内 ・学外を問わずどこからでも「UNIPA」
にアクセスできます。
①学外からのアクセス
　検索で「酪農　ユニパ」と入力すると上位に表示されます。Webブラウザのアドレス欄に次の
URLを入力してもアクセスできます。　　　https://unipa.rakuno.ac.jp

②学内からのアクセス
　学内にあるパソコンを利用し、学内HP【RINES】の学生用サイトから、「UNIPA」のアイコンを
クリックし、アクセスできます。
☆使用可能なパソコンがある場所　　　 ・図書館 ７階オープンPCフロア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ A 1 －301、A 1 －304、A 2 －203のPC教室

⑶　アカウント
　「UNIPA」は、ログイン画面からアカウント（ユーザーID、パスワード）を入力し、ログイン認証を受け
ることにより利用できます。
　アカウントは、入学時に個々人に配付されますが、「UNIPA」のログインばかりではなく、オープンPC
フロアやPC教室のパソコンを利用する際にネットワークログインをするために必要になります。また大学
から付与されるメールアドレスはGoogle社が提供するGmailになっています。スマートフォンのGmailアプ
リやWeb上のGmailページで受信できます。受信の際に必要になるパスワードも兼ねていますので他人に盗
用されないようにご注意ください。
　大学から付与されるメールアドレス：s［学籍番号］@stu.rakuno.ac.jp
　パスワードを忘れてしまった場合は、中央館 7階オープンPCフロアのカウンターまで申し出てください
（必ず学生証を持参してください）。

⑷　大学からの通知 ・連絡
　大学からの通知や連絡は、「UNIPA」および掲示板を利用して伝達されます。「UNIPA」や掲示板でお知
らせした事項は皆さんに周知したものとして取り扱いますので、各自確認を怠らないようにしてください。
特に授業 ・試験 ・成績など学業上の重要な情報についてはよく確認してください。大学からの情報を知らな
かったために不利益を被ることのないよう、日頃から「UNIPA」や掲示板を見る習慣を身につけてください。

⑸　メールアドレスの登録
　「UNIPA」の情報は、メールアドレスを登録することでパソコンやスマートフォンのメールで受信するこ
とができます。お手元のスマートフォンで大学のメールアドレスを受信できるように設定してください。ま
た、「UNIPA」トップ画面右上の【setting】から任意のメールアドレスで受信できるように設定することも
できます。
　当日の急な休講や緊急の呼び出しに関する連絡をする場合がありますので、「UNIPA」から配信されたメー
ルは必ず確認してください。

⑹　現住所等の変更申請
　大学からの通知や連絡については、「UNIPA」や掲示板以外に書類を送付することがあります。また緊急
の場合は皆さんの携帯電話に直接電話することもあります。誤った連絡先が登録されていると、大切な書類
を受け取ることができなかったり、緊急の連絡を受けることができず不利益を被る可能性がありますので、
常に最新で正確な連絡先を「UNIPA」に登録しておいてください。
　住所と連絡先は「UNIPA」の【学籍情報照会】から登録情報を確認してください。在学中に変更があっ
た場合は、「UNIPA」の【学籍情報変更申請】から新しい連絡先を申請してください。
　なお、保証人の氏名や住所等の変更については、「UNIPA」からの変更申請はできません。「入学誓書に
関する変更届」をeラーニング【教務課からのお知らせ（学生向け）】の【申請書 ・証明書関係】からダウン
ロードするか教務課窓口で受け取り、記入 ・押印の上提出してください。

　UNIPAの操作に関するマニュアルはWeb上で公開しています。
　詳細は履修ガイド28頁「10．授業に関わる各種システムのアクセス ・ログイン方法とマニュアル」を参照
してください。

2．UNIPA（UNIVERSAL PASSPORT）
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3．履修登録
　単位を修得するために、年度の始めにその年度に履修しようとする授業科目を、決められた期間にあらか
じめ申請 ・登録する手続きを履修登録といいます。
　履修登録を行わないと、授業を受けることは勿論、その科目の試験等を受けることもできなくなり、単位
も認定されません。
　履修登録は、UNIPAを利用して行います。指定する期間内に確実に履修登録を行ってください。

� ［Webでの履修登録画面］

⑴　履修科目の決定から履修登録までの手順
　□年度始めにUNIPAで配信される連絡事項 ・時間割を確認する。➡

　□履修可能な授業のシラバス（講義概要）をUNIPAで確認する。➡

　□授業時間割表から履修する科目（授業）を選択し、自分の前学期 ・後学期の時間割を試作する。➡

　□指定の履修登録期間内にUNIPAから行う。
　　　履修登録期間内であれば、何度でも変更が可能です。➡

履 修 登 録 の 確 定
　□‌�前学期終了後、後学期科目の追加や取消がある場合は、後学期履修登録変更期間に変更登録を行ってく

ださい。
　　�　UNIPAで前学期の成績 ・単位修得状況を確認し、進級や卒業に支障がないか十分確認のうえで行っ
てください。

― 8 ―



⑵　登録に必要な資料 ・情報
　年度始めに配信されるUNIPAの情報をよく読み、履修計画や履修登録に誤りのないようにしてください。
わからないことがある場合は教務課窓口で直接相談してください。なかでも履修登録時に特に必要となる資
料 ・情報は以下のとおりです。

履修ガイド
履修登録の流れ、各学群の履修規程、授業科目履修年次配当表、各種資格取
得などの情報を記載しています。入学時にのみ配付

4 4 4 4 4 4 4 4

されます、紛失しても再
配付しません。

年次配当表
（履修ガイド内）

卒業するために必要な科目及び単位数が記載されています。必ず見方を理解
したうえで履修計画を立ててください。

シラバス
本年度に開講される科目の授業内容や年間授業計画などを説明しています。
履修計画を立てる際には、必ずUNIPAの「シラバス照会」を参照し、熟読
してください。

授業時間割表 各学類の授業科目の開講を曜日・時限ごとに示すスケジュール表です。

UNIPAマニュアル
利用方法（履修登録方法など）について詳しく記載されています。時間割を
試作した後、UNIPAで履修登録を行う際には必ず参照してください。

⑶　登録上の留意事項
＊履修登録は、その年度に履修する全ての科目を年度始めに登録してください。
＊�他学類の科目等、UNIPAからの履修登録ができない科目があります。UNIPAから履修登録できない科
目の履修登録については別途お知らせします。また、他学類の科目を履修する時は一定の条件がありま
す。希望科目が決まり次第、まず、教務課窓口で相談してください。

＊�指定された期間までに登録を完了しなかったり、間違った登録をすると、授業を受けることも、その科
目の試験を受けることもできなくなり、単位は認定されません。登録手続きには十分注意してください。

＊�教職課程や各種資格取得を考えている人は、本ガイドで関連のページを熟読し、履修計画を立ててくだ
さい。

＊履修登録をしていない授業科目を聴講することはできません。

⑷　履修できる科目 ・できない科目
　 １．年次配当
　授業科目は、年次配当で定められた年次に履修しなければなりません。ただし、科目によって施設 ・
設備の関係で受講者数を制限することがありますので、履修登録時には必ず履修規程やその科目の担当
教員、あるいは教務課の指示に従ってください。
・同一時限に ２科目以上を履修することはできません。
・ ‌同一年度に同一名称科目を重複し履修することはできません。
　‌�ただし卒業年次の後学期に限り当該年度の前学期に未修得となった授業科目が後学期にも開講される
場合は、後学期履修登録変更時において、再度履修登録することができます。
・ ‌�やむを得ずその年次に履修することができなかった場合は、下級年次（自分の年次より下の年次）で
開講されている科目に限り履修することができます。
・すでに単位を修得した授業科目は履修することはできません。
・上級年次に配当された授業科目を履修することはできません。
　ただし、農食環境学群では、留年になった場合、次年次配当の選択科目（実験 ・実習を除く）のみが
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履修できます。食と健康学類管理栄養士コースで留年になった場合は、次年次配当の選択科目および必
修科目（実験 ・実習を除く）を履修することができます。この場合、半期の履修科目の上限は、前年度
までの未修得科目数を含む10単位までとします。獣医学群では留年になった場合、次年次配当の科目（実
習を除く）の履修を特に指定された場合には、その科目を履修することができます。この場合、半期の
履修科目の上限は、前年度までの未修得科目を含む10単位までとします。
　詳しくは履修規程第 8条を確認してください。

　 ２．再 履 修
　不合格となった科目については、その科目が卒業に必要な科目の場合は次年度以降に再び履修（再履
修）して単位を修得しなければなりません。特に、不合格となった必修科目は次年度に他の科目に優先
して履修しなければなりません。なお、再履修する場合で再履修者のためのクラスが設けられていると
きは、そのクラスで受講しなければなりません。

　 ３．履修制限
　各年次において、履修できる単位数の上限は以下のとおりです。

農食環境学群

１ 年次 年間48単位、 １学期26単位

２～ 4年次 年間46単位、 １学期24単位
※前年度のGPAが 3.1 以上の者は、年間50単位、 １学期26単位

獣 医 学 群 全学年 年間48単位、 １学期26単位

　ただし、学外農場実習、博物館実習ならびに教職課程教育科目および単位互換協定に基づき履修する
他大学の科目については、履修制限から除外します。
・履修者数が１０名未満の選択科目は、当該年度の開講を取り止め、隔年開講とする場合があります。
・ ‌�学類ごとに様々な履修制限や履修条件がありますので、詳細は「授業科目履修年次配当表」の備考を
参照してください。
・ ‌�その他の科目でも、講義計画等により履修者を制限する場合がありますので、ガイダンスの際に確認
してください。

◎卒業年次の学生は、年度始めの履修登録時に以下の点を必ず確認してください。
①卒業に必要な単位数を満たしていますか。
②単位未修得の必修科目はありませんか。
③各資格の取得を希望する場合は、必要要件科目が揃っていますか。
※成績 ・履修に関して不明な点、質問等があれば教務課に問い合わせてください。

⑸　履修登録の変更
　履修登録変更期間は後学期授業開始前（ ９月中旬頃）に設定しています。登録科目の変更 ・取り消しは
この期間に必ず行ってください。この期間以外は認めません。
　また、前学期の成績結果を確認の上、卒業および進級要件に単位が満たなかった場合は、必ずこの期間
に履修登録の追加をしてください。ただし、単位数は履修制限単位を超えての追加登録はできません。
　なお、授業期間開始後に履修取消のみ申請できる期間が設けられる場合があります。履修取消できる科
目には制限がありますので、詳細は教務課からの案内に従ってください。
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⑹　既修得単位の認定
　本学への入学以前に、他の大学 ・短期大学等で修得した単位等を認定することがあります。認定希望者
は定められた期日までに、申請書類を教務課まで提出してください。
　詳細は「酪農学園大学入学前の既修得単位の単位認定に関する規程（118頁参照）を確認してください。
※‌�教職課程履修希望者は、認定科目を教職課程の単位として使用できない場合があるので、あらかじめ教
務課に確認してください。
※‌�資格取得の要件となっている科目の単位認定を希望する場合は、事前に要件を確認した上で申請してく
ださい。

⑺　大学以外の教育施設等における単位認定（農食環境学群対象）
　入学前に取得した英語の学修（TOEICやTOEFL等）については、規程で定めるところにより本学にお
ける授業科目の履修とみなし、単位を修得することができます。
　学修単位の認定を希望する学生は、指定された期日までに申請書類を教務課に提出してください。
　詳細は「酪農学園大学大学以外の教育施設等における学修の取扱いに関する規程」（117頁参照）を確認
してください。
　詳しくは教務課にお問い合わせください。

⑻　他学類科目の履修
　本学では、他学類の授業科目を履修し、単位を修得することができます。学類によっては、修得した単位
を卒業必要単位数に算入することができます。詳細は「酪農学園大学他学類授業科目履修規程」（115頁参照）
を確認してください。
　 １．対象となる授業科目
　対象科目は、各学類の専門教育の演習、実験、実習科目を除いた講義科目とします。ただし、食と健
康学類の管理栄養士コースの科目は履修できません。

　 ２．履修登録期間
　他学類授業科目の履修登録期間は、通常の授業科目の履修登録期間と同じです。UNIPAでは登録で
きませんので、教務課にご相談ください。なお、履修登録後は変更できませんので慎重に行ってくださ
い。

　 ３．履修人数の制限
　それぞれの授業科目における他学類からの受講者数の制限については、別途UNIPAにてお知らせし
ます。あらかじめ人数制限が明示されていない授業科目であっても、教室の収容人数等の都合により、
やむを得ず人数制限を実施する場合がありますので、その場合は担当教員や教務課の指示に従ってくだ
さい。
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⑼　札幌圏大学 ・短期大学間単位互換協定（Green Campus）
　札幌圏の大学 ・短期大学間の交流と協力を促進し、幅広い学修機会の提供と一層の教育内容の充実を図
るために、道内私立大学 ・短期大学間の協定としては最大規模となる単位互換協定が２００２年 ４ 月より実施
されています。発足時は本学を含めた ４大学 ・ ２ 短期大学でスタートしましたが、現在は１１大学 ・ ２ 短期
大学（酪農学園大学、札幌学院大学、北星学園大学、北翔大学、北翔大学短期大学部、札幌大学、札幌国
際大学、札幌国際大学短期大学部、東海大学、藤女子大学、北海道科学大学、北海道情報大学、北海道文
教大学）間で実施され、本学では農食環境学群開講科目が対象となっています。実際の手続等詳細につい
ては、UNIPAによって連絡されます。（ ４月 ・ ９ 月）
対　　　象：「特別科目等履修生」として、各大学 ・短大とも ２年次以上の学生が選択履修。
科 目 内 容：主として専門科目を予定（科目数約７００科目）。
履修単位数：履修できる単位数は年間１０単位まで、所属大学の履修単位として認定できる。
施 設 利 用：各大学 ・短大とも図書館の利用が可能。
学　　　費：相互に徴収しない。ただし、実験 ・実習 ・演習費は徴収する場合がある。
派遣の制限：①申込時点で進級判定が「進級見込」であること。
　　　　　　②礼拝の時間（火曜日１０：４０～１２：１０）と同時間にある他大学の講義は履修できません。

⑽　野生動物管理教育研究大学単位互換協定（農食環境学群対象）　　　　　　　　
　本制度は、野生動物管理教育研究大学間の相互の交流と教育課程の充実および野生動物管理を担うこと
ができる専門人材の育成を図ることを目的として2024年 4 月より実施されており、当協定における東京農
工大学 ・岐阜大学 ・山形大学の開講科目をオンライン受講することができます。修得した単位は自由科目
として認定され、卒業に必要な単位に算入することができます。手続き等の詳細は、UNIPAにて周知し
ます。
　対　　　象：農食環境学群の 2年生以上
　協 定 大 学：東京農工大学 ・岐阜大学 ・山形大学
　学　　　費：単位互換履修生の検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
　　　　　　　但し、教材等で別にかかる費用については徴収する場合がある。

　本制度を履修する場合は、他大学のWEBシステムの操作方法を十分に理解したうえで受講する
必要があります。また、履修にあたっては、最後まで責任をもって取り組む姿勢が求められますの
で、履修 ・修得の意思があるかを十分に検討したうえで、履修登録を行ってください。

⑾　資格取得に関する履修
①�教育職員免許状の取得を希望する学生は、卒業必要単位数のほかに教職課程の単位を修得しなければな
りません。別途教職課程登録が必要となります（29頁参照）。

②�食と健康学類管理栄養士コース生は、卒業必要単位数のほかに栄養士免許取得と管理栄養士国家試験受
験資格取得に必要な単位を修得しなければなりません。

③�その他資格取得に関わるものとして、食品衛生管理者および食品衛生監視員、フードスペシャリスト、
飼料製造管理者、シカ捕獲認証資格等がありますが、それぞれ資格に関する履修条件や手続等が必要と
なります（47頁～66頁参照）。
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4．授　　業

⑴　授業期間
　 １年間の授業を行う期間は、定期試験その他学校行事を含め３５週にわたることを原則としています。学
期は、前学期と後学期の ２学期に分かれており、授業科目は前学期あるいは後学期で終了する半期科目と
１年間にわたる通年科目に分けられ、おおむね半期科目が１５週、通年科目が３０週あります。

⑵　授業時間
　授業時間は １時限４５分で、原則として １日１０時限で構成され、１１～１２時限は主に補講に用いられます。
１回の講義は通常 ２時限（９０分）、実験 ・実習は ３時限（135分）で実施されます。

時　　限 時　　　間 時　　限 時　　　間 時　　限 時　　　間

第 １ 時 限 ９：００～ ９ ：４５ 第 ５ 時 限 １３：００～１３：４５ 第 ９ 時 限 １６：２０～１７：０５

第 ２ 時 限 ９：４５～１０：３０ 第 ６ 時 限 １３：４５～１４：３０ 第 １０ 時 限 １７：０５～１７：５０

第 ３ 時 限 １０：４０～１１：２５ 第 ７ 時 限 １４：４０～１５：２５ 第 １１ 時 限 １８：００～１８：４５

第 ４ 時 限 １１：２５～１２：１０ 第 ８ 時 限 １５：２５～１６：１０ 第 １２ 時 限 １８：４５～１９：３０

⑶　授業科目

　授業科目、単位数ならびに開講年次は、各学群履修規程別表Ⅰ「授業科目履修年次配当表」のとおりで
す。また、年度始めごとに授業時間割表が公開されますので、授業科目が開講されている曜日 ・時限 ・教
室 ・担当教員を確認し、各自の履修計画にそって自分の時間割表の作成や履修登録をするようにしてくだ
さい。

⑷　出 席 数
　授業への出席は、単位修得のための基本であり、出席数が足りないと試験を受けても単位を修得できな
い場合があります。講義については授業時間総数の ３分の ２未満の出席の授業科目、実験 ・実習 ・演習お
よび体育実技については授業時間総数の ５分の ４未満の出席の授業科目は、受験資格を失い、単位が認定
されません。授業の出席状況は、日頃から各自で管理し、十分把握しておきましょう。
　教務課では、春と秋に履修している科目の出席状況を調査し、単位修得や進級 ・卒業が心配される学生
には注意を喚起するとともに、状況によっては保証人に出席状況等をお知らせする場合があります。

⑸　欠 席 届
　病気 ・怪我、交通機関の遅延 ・事故等やむを得ない事由で授業を欠席するときは、教務課窓口に備え付
けの欠席届、またはeラーニング【教務課からのお知らせ（学生向け）】の【申請 ・証明書関係】からダウ
ンロードし、必要事項を記入の上、科目担当教員に提出してください。欠席届は、欠席する授業科目 １科
目につき １枚必要です。
　会社訪問や採用試験等の就職活動のために授業を欠席する場合は、キャリア支援課で「就職活動による
欠席届」の交付を受けて提出してください。また、入院のために欠席届の提出ができない場合は、教務課
へ電話またはメールで連絡をしてください。状況によっては、教務課より欠席の理由を各科目担当教員に
連絡します。
　これらの欠席は、あくまで欠席としてカウントされますが、無断欠席とは異なる社会通念上やむを得な
い事情のある欠席として管理されます。
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　■欠席届の提出手順
　　①教務課またはeラーニングより欠席届を取得する（ 1科目につき 1枚）
　　　　↓
　　②欠席した授業の科目担当教員に欠席届を提出する

　■就職活動による欠席届
　　①キャリアナビに活動報告書を登録する
　　　　↓
　　②欠席日と欠席科目数をキャリア支援課で確認後、欠席届を交付
　　※‌�就職活動後 １週間以内に届出を行う。遠隔地の場合、活動に係る移動は前後 １日分のみとし、滞在日

分は交付しない。
　　　　↓
　　③欠席した授業の科目担当教員に欠席届を提出する

⑹　公認欠席
　学外で行われる教育課程（ゼミ調査、各種実習等）および課外活動（運動部、文化部等大学を代表して
出場する場合）、その他（忌引き、学校保健安全法第１９条に基づく出席停止）で授業を欠席するときには、
公認欠席として認められる場合があります。公認欠席として認められた場合は、欠席した授業時間は授業
時間総数に含めません。なお、公認欠席は １つの授業科目につき、全授業回数の ３分の １までと定められ
ています。また、期限までに申請がない場合、事後の申請は認められません。ただし、やむを得ず期限内
に申請できない場合は、事前または申請期限内に電話等で連絡があった場合に限り認められることがあり
ます。欠席の間も授業は行われていますので各自の責任において補習してください。

　　①‌�教育課程の公認欠席（獣医学群を除く）は、原則として次の場合に限り認められ、手続きは教務課窓
口で行います。なお、学事暦で定める定期試験期間内の適用は認められていません。

公認欠席に該当する理由 認定日数 申請期限
・‌�ゼミ調査（専門ゼミナールⅠ・Ⅱ、卒業研
究Ⅰ・Ⅱ、研究発表）

年間 ７授業日以内
（本事由による公認欠席は １
授業科目につき ２回までとす
る）

調査の初日（移動日がある場
合は移動日）の ７日前まで

学外農場実習 年間１４日以内 実習の初日（移動日がある場
合は移動日）の ７日前まで

・キャリア実習
・‌�海外自然環境実習（環境共生学類及び農環
境情報学類）
・アグリデザイン実習（農環境情報学類）
・‌�給食管理実習Ⅱ、臨床栄養学実習Ⅲ、臨床
栄養学実習Ⅳ、公衆栄養学実習Ⅱ（食と健
康学類管理栄養士コース）

各年間 ７授業日以内
（本事由による公認欠席は １
授業科目につき ２回までとす
る）

実習の初日（移動日がある場
合は移動日）の ７日前まで

教職に関す
る実習

①　教育実習
　（事前打合せを含む）

年間１４日以内
（遠隔地は前後各 １日を加え
る。また実習校の都合で延長
した場合の日数も加える）

実習の初日（移動日がある場
合は移動日）の ７日前まで

②　介護等体験
　（特別支援学校）

年間 ２日以内
（遠隔地は前後各 １日を加える）

実習の初日（移動日がある場
合は移動日）の ７日前まで

③　介護等体験
　（社会福祉施設）

年間 ５日以内
（遠隔地は前後各 １日を加える）

実習の初日（移動日がある場
合は移動日）の ７日前まで

※獣医学群には適用されません。
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②‌�課外活動で授業を欠席する場合は、次の場合に限り公認欠席（前 ・後学期各 １回同一の大会に限り、
６授業日以内、同一曜日の重複は認めない）が認められます。手続きは、学生支援課窓口で行います。
ただし、正課の授業が優先されますので、申請内容が変更される場合や、理由によっては許可されな
い場合があります。なお、学事暦で定める定期試験期間内の適用は認められていません。

公認欠席に該当する理由 認定日数 申請期限
・�運動部等で対学校試合等、大学を代表し
て出場する場合
・‌�文化部等で大学を代表して出席する場合
・学生会役員で会合に出席する場合

各学期 １回、 ６授業日以内
※‌�同一曜日の重複は認めな
い。
※‌�準備、後片付け、見学会、
調査等は、認めない。

大会等の初日（移動日があ
る場合は移動日）の ７日前
まで

③�忌引きや学校保健安全法第１９条に基づく出席停止に該当する場合は、次の場合に限り公認欠席が認め
られます。手続きは教務課窓口で行います。

公認欠席に該当する理由 認定日数 申請期限
忌引き（ ２親等以内の親族） 年間 ７授業日以内

（本事由による公認欠席は
１授業科目につき １回まで
とする）

葬儀終了後 ７日以内

学校保健安全法第１９条に基づく出席停止 学校保健安全法施行規則第
１９条に定める出席停止の期
間

登校許可が出た日から ５日
以内

公認欠席の届け出の手順

①教育課程（教務課）※農食環境学群に限る
　ａ．ゼミ調査

ゼミ担当教員が調査の初日（移動日がある場合は移動日から）の ７日前までに公認欠席学生名簿‌
「（正）公認欠席願」を教務課に提出

　　　　　　↓
学生サポートセンター長押印済み「公認欠席願（教育課程）」をゼミ担当教員を通じ各学生に配
付

　　　　　　↓
学生本人が「公認欠席願（教育課程）」に必要事項を記入し、原則１４日以内に欠席した科目担当
教員に提出

　ｂ．学外実習等
教務課において、実習期間等を確認した上で、学生サポートセンター長押印済み「公認欠席願（教
育課程）」の交付を教務課窓口で受ける

　　　　　　↓
学生本人が「公認欠席願（教育課程）」に必要事項を記入し、原則１４日以内に欠席する科目担当
教員に提出
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②課外活動（学生支援課）
団体代表者が大会参加届と「（外）公認欠席願」を大会等の初日（移動日がある場合は移動日から）
の ７日前までに学生支援課に提出

　　　　　　↓
学生サポートセンター長押印済み「公認欠席願（課外活動）」を学生支援課より団体代表者に配
付（提出からおおむね 1週間で配付）

　　　　　　↓
団体代表者は各学生に配付し、原則１４日以内に学生本人が「公認欠席願（課外活動）」に提出日
を記入し、欠席する科目担当教員に提出
＊学生支援課窓口での手続きはすべて団体代表者が取りまとめて行います。

③その他（教務課）
　ａ．忌引き（ ２親等以内の親族）

学生本人が、葬儀終了後 １週間以内に「公認欠席願（忌引き）」と会葬礼状の写し、葬儀の実施
内容が分かる葬儀施行証明書または保証人の証明を教務課に提出

　　　　　　↓
学生サポートセンター長押印済み「公認欠席願（教育課程）」の交付を教務課窓口で受ける

　　　　　　↓
学生本人が「公認欠席願（教育課程）」に必要事項を記入し、原則１４日以内に欠席した科目担当
教員に提出

　ｂ．学校保健安全法第１９条に基づく出席停止
学生本人が、登校許可が出た日から ５日以内に以下のいずれかの証明書類を医務室に提出し、学
校医の証明を受ける

　
　＜証明書類＞
　 ・医師の診断書（療養期間の記載があるもの）
　 ・法定感染症病状証明書（本学指定様式）
　 ・新型コロナウイルス感染症罹患申請書（本学指定様式）
　 ・インフルエンザ罹患申請書（本学指定様式）　　　　等

　　　　　　↓
「公認欠席願（出席停止）」に必要事項を記入し、医務室で交付された証明書類と共に教務課に
提出

　　　　　　↓
学生サポートセンター長押印済み「公認欠席願（教育課程）」の交付を教務課窓口で受ける

　　　　　　↓
学生本人が「公認欠席願（教育課程）」に必要事項を記入し、原則１４日以内に欠席した科目担当
教員に提出

※‌�「法定感染症病状証明書」「新型コロ
ナウイルス感染症罹患申請書」「イ
ンフルエンザ罹患申請書」は eラー
ニング「教務課からのお知らせ」か
らダウンロードできます。
提出書類で病名が判断できない場合
は、追加書類を提出いただく場合が
あります。
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⑺　休　　講
　学校行事または担当教員のやむを得ない理由により、授業を休講にすることがあります。休講の通知は
UNIPAより配信します。また、急遽休講になった場合は、直接教室にて連絡します。
　なお、授業が始まって２０分以上経過しても担当教員が教室に来ない場合は、教務課へ連絡して指示を受
けてください。

⑻　補　　講
　休講またはやむを得ない事情により授業時間数が不足した場合は、科目担当教員の判断でこれを補うた
めの補講を行います。補講は学事暦で定められる予備日に実施されるほか、平日の１１～１２時限目や土曜日
にも実施される場合がありますので、UNIPAおよびeラーニングの情報等を注意深く見るようにしてくだ
さい。

⑼　集中授業
　授業科目の中には、あらかじめ定められた期間に連続して授業を行う科目がいくつかあります。これら
の科目は事前に実施日程を周知しますので、UNIPAおよび掲示板等で確認してください。
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5．試験および成績
　授業科目の履修状況を評価し、単位を認定するために試験を行います。試験を受けなければ単位の認定を
受けることはできません。ここでは、試験の種類、方法、受験資格、試験に関する注意、試験の結果はどの
ようにして知らせるかなどについて説明します。

⑴　試験の種類
１ ．定期試験
　定期試験は、学事暦に設定される試験期間に行う場合と、平常授業中に行う場合があります。教務課で
事前に各科目担当教員に対して調査を行い、試験期間に行う科目については「定期試験サイト」へ掲示す
るとともにUNIPAで発表します。なお、平常授業中に試験を行う科目については、科目担当教員の指示
に従ってください。

２ ．平常試験
　平常試験は、定期試験以外に科目担当教員が必要に応じて授業中に行う試験です。授業中、または掲示 ・
UNIPAによって連絡されますので、聞き漏らしや見落としのないよう注意してください。

３ ．追 試 験
　受験資格のある者が、定期試験当日にやむを得ない事由（病気 ・怪我、就職試験、 2親等以内の親族の
不幸、災害、火災の事故等）のため、受験できなかった場合に実施します。追試験を受験しようとする場
合は、欠席の事由を証明する書類等を速やかに（ ７日以内）教務課に提出し、追試験受験の許可を受けな
ければなりません。追試験は原則として、定期試験後１０日以内に実施されます。受験手続きを怠った場合
は、受験することはできませんし、単位の認定もされませんので注意してください。

　　追試験を認める欠席事由と添付提出書類は次のとおり。
①忌引き（ ２親等以内の親族）の場合（会葬礼状の写しまたは保証人の証明添付）
②‌�病気 ・怪我による場合（医師の診断書、法定感染症病状証明書、治療費領収書を添付）
　※‌�受診日または入院療養等に要した期間が試験日を含む証明書であること。ただし、治療費領収書の
場合は受診日のみ有効とします。

③交通機関の事故による場合（遅延証明書または運休証明書を添付）
④就職試験による場合（試験の日時を証明する書類添付）
⑤その他災害等やむを得ない事由による場合（証明する書類添付）

　なお、本人の不注意による試験の欠席、証明書類がない場合、または自家用車で通学する学生が事故や
渋滞等で試験を欠席したような場合は、追試験の対象とはなりません。なるべく公共交通機関を利用して
ください。
※‌�追試験と再試験は異なります。再試験は、定期試験の結果不合格となった者に対して行う試験で、科目
担当教員の判断で実施の有無および対象学生を決めますので、必ず実施されるとは限りません。

⑵　試験方法
　試験は、筆答試験の他にレポート、論文等があります。筆答試験は通常６０分で行われますが、科目によっ
ては６０分を超える時間で行うこともあります。また、実験 ・実習 ・実技等の科目にあっては成績考査をもっ
て試験成績とみなすこともあります。

⑶　試験の時間割
　試験期間に行う科目については、試験時間割を試験開始１０日以前に掲示及びUNIPAにて案内します。
試験に関する時間割は、平常授業時間割の曜日 ・時間帯 ・教室と異なる場合がありますので、発表された
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試験時間割は特に注意して確認してください。また、試験時間割に変更が生じた場合は、発表済みの試験
時間割等に変更 ・修正を行いますので、受験前に必ず再確認してください。

⑷　受験資格
　受験資格は次のとおりとし、受験資格のない者は試験を受けることができません。
①当該授業科目を履修登録していること。
②講義科目については、授業時間総数の ３ 分の ２以上出席していること。
③‌�実験科目、実習科目、演習科目および体育実技については、授業時間総数の ５ 分の ４以上出席してい
ること。

④追試験については教務課発行の追試験票の交付を受けていること。
⑤‌�学生証を所持していること（試験当日、学生証を忘れたときは、ただちに学生支援課で指定身分証明
書（有料１００円 ・ 当日のみ有効）の交付を受けて受験してください。なお、試験期間中に １回しか発
行されませんので、試験前日から学生証を準備し、忘れないよう心掛けることが大切です）。
⑥‌�当該学期の学納金を納付していること。
⑦�獣医学群における受講免除者については、特別指導を受けていること。

⑸　試験に関する注意
①受験中は、学生証の表面を上にして机上の見やすい位置に置いてください。
②持ち込み許可のないノートやテキスト類および携帯電話等は、カバン等にしまってください。
③試験開始後２０分を経過した後は、試験場に入場できません。
④試験開始後２５分間は退場できません。
⑤学類（コース）、学年、クラス、学籍番号、氏名の記入のない答案用紙は無効となります。
⑥試験場では、試験監督者の指示に従わなければなりません。
⑦試験において不正行為をした者は、ただちに受験停止のうえ、厳重な処分をします。
※遠隔試験を実施する場合、注意事項は別途お知らせします。

⑹　レポート ・論文等の提出
　レポート ・論文等の提出による試験の場合は、指定期間に指定された場所へ提出してください。指定場
所が教務課の場合は、教務課前のレポートボックスへ投函してください。指定期間以外の提出は受理しま
せん。提出期間を過ぎても未提出の場合は、試験欠席と同じ扱いとなります。レポート提出の際は必ず、
①指定された様式で作成し、②表紙をつけ（表紙には授業科目 ・担当教員 ・テーマ ・学類（コース） ・学
年 ・クラス ・学籍番号 ・氏名を明記）、提出するようにしてください。

⑺　成績評価とGPA制度
１ ．成績評価
　授業科目の成績評価基準は、各科目のシラバスに記載されています。試験の成績は６０点以上を合格とし、
その成績はＳ、Ａ、Ｂ、Ｃ、ＤおよびＰ、Ｆの ７種の評語で表示します。また、受験資格がないものは×、
編入学や入学前の既修得単位等の振替認定科目は「認」で表示します。
　成績評語基準は次のとおり。
　　合　格　‌�Ｓ（１００～９０点）、Ａ（８９～８０点）、Ｂ（７９～７０点）、Ｃ（６９～６０点）、Ｐ（「建学原論」、「健土

健民 ・農食環境学入門実習」、「健土健民 ・獣医学入門実習」、「基礎演習」、「学外農場実習」
の合格）

　　不合格　‌�Ｄ（５９点以下および試験欠席）、Ｆ（「建学原論」、「健土健民 ・農食環境学入門実習」、「健土
健民 ・獣医学入門実習」、「基礎演習」、「学外農場実習」の不合格）、×（受験不可）
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２ ．GPA制度
　本学では、履修した全科目の成績の平均を数値で表したGPA（Grade　Point　Average／グレード ・
ポイント ・アベレージの略）を算出し、自らの学業成績を的確に把握して計画的な履修に役立ててもらう
よう指導しています。このGPAは、合格した科目だけでなく、不合格や受験不可の科目も成績算出対象
となるのが大きな特徴のひとつです。したがって、自分自身の履修（履修登録を含む）に対して、より真
剣に取り組むことが求められます。
　＊GPAの主な内容
　GPAは学生が履修した全科目の成績の平均を数値で表したもので、学期ごとのGPAと入学時から通
算の累積GPAの ２つのGPAが算出されます。
本学が導入するGPAの算出式は下記に示すとおりです。
①‌�試験得点に応じて ５段階（４．０、３．０、２．０、１．０、０ ）の数値（グレード ・ポイント）を設定します。なお、
受講を途中でやめた科目や不合格となった科目はグレード ・ポイントが ０点となります。
②‌�各履修科目のグレード ・ポイントに、科目の単位数をかけた値を全履修科目分合算し、その値を全履
修科目の単位数の合計で割ったものがGPAとなります。

　　・ＧＰＡの算出式

ＧＰＡ＝
　（履修科目（※）グレード ・ポイント×単位数）の総和　

　　　　　　　　　　　履修科目（※）単位数の総和

　　※‌�不合格科目を含む。ただし、「建学原論」、「健土健民 ・農食環境学入門実習」、「健土健民 ・獣医学
入門実習」、「基礎演習」、「学外農場実習」および教職課程教育科目は対象外。

　　・成績評価基準とグレード・ポイント

評　　価 得　点 グレード・ポイント

合　格

Ｓ １００～９０ ４．０
Ａ ８９～８０ ３．０
Ｂ ７９～７０ ２．０
Ｃ ６９～６０ １．０
Ｐ ― 対象外

認　定 認 認定 対象外

不合格
Ｄ

５９～０ ０
試験欠席 ０

× 受験不可 ０
Ｆ ― 対象外

３ ．ＧＰＡによる指導等
①‌�２ 学期連続してGPAが１．０未満の者については、学生担当教員（アドバイザーまたは研究室指導教員）
と連携のもと、学類長より指導 ・助言を行います。
②‌�３ 学期連続してGPAが１．０未満の者については、学生担当教員（アドバイザーまたは研究室指導教員）
と協議したうえで、学群長より退学勧告を行います。
③‌�前項の規定により退学した者が、科目等履修生として履修した科目を算入して累積GPAが１．０以上に
改善し、再入学を願い出た場合には、教授会の議を経て、退学時の学年学期の次学期に再入学を許可
することができます。
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⑻　成績発表
①‌�成績は、成績閲覧開始後に、UNIPAから確認することができます。成績閲覧開始時期は下記のとお
りです。
前学期： ９月上旬
後学期： ２月下旬～ ３月上旬
②‌�通年科目で前学期末に中間試験があった場合は、その成績は後学期に発表される成績に加味されます
ので、後学期の成績と一緒に評価が発表されます。
③‌�成績は、当期修得した科目分だけではなく、 １年次から修得したすべての科目の評価及び単位数が記
載されています。各自の修得経過 ・状況をよく確認の上、次期の履修登録の参考にしてください。

⑼　成績に対する質問
　当該学期の成績評価について、次の場合に限り、問い合わせを行うことができます。
・成績の誤記入等、明らかに担当教員の誤りであると思われる場合
・シラバス等で明示される成績評価方法から明らかに疑義があると思われる場合
　‌�問い合わせについては、成績開示開始後「成績に関する問い合わせ票」に必要事項を記入し、教務課へ
提出してください。問い合わせ方法や期日については、別途お知らせする教務課からの指示に従ってく
ださい。問い合わせへの回答は、原則として教務課を通して伝えます。
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6．進　　級

⑴　農食環境学群の各学類進級要件
　 1～ 3年次各終了年次に、上級年次への進級認定を行います。
　食と健康学類（管理栄養士コースを除く。）は、 ２年次終了時に、 3年次への進級認定を行います。
　各年次終了時に履修規程で定められた単位数を修得していない者は留年となり、再度同学年で進級に必
要な単位数を修得しなければなりません。また、休学により、各年次前学期 ・後学期の修学期間を満たし
ていない場合にも留年となります。
　同学年で ２回留年となった者には、当該年度末日をもって退学を勧告することがあります。ただし、休
学による留年は対象としません。

循環農学類

１年次終了時 20単位以上修得

（注）
卒業必要単位数に算入される
科目での修得が必要です。卒
業必要単位数は67頁以降に掲
載している履修規程の各学類
（コース）の別表Ⅰ、別表Ⅱで
確認してください。

２年次終了時 55単位以上修得

３年次終了時 90単位以上修得

食と健康学類
（管理栄養士コースを除く。） ２年次終了時 55単位以上修得

環境共生学類

１年次終了時 20単位以上修得

２年次終了時 55単位以上修得

３年次終了時 90単位以上修得

農環境情報学類

１年次終了時 20単位以上修得

２年次終了時 55単位以上修得

３年次終了時 90単位以上修得

食と健康学類
管理栄養士コース

１年次終了時 １年次に開講する全ての必修科目数
（合計25科目）のうち、22科目以上修得

２年次終了時 ２年次までに開講する全ての必修科目数
（合計46科目）のうち、44科目以上修得

３年次終了時 ３年次までに開講する全ての必修科目数
（合計66科目）のうち、64科目以上修得

適正修得単位数に基づく修学指導について
（対象：食と健康学類（管理栄養士コースを除く。）のみ）

　留年せずに卒業するためには、各年次終了時までに、卒業必要単位数に算入される科目から下記の「適
正修得単位数」を修得することが望まれます。
　食と健康学類（管理栄養士コースを除く。）では、 1年次および 3年次終了時の進級判定は行いません。
ただし、修得単位数が「適正修得単位数」に満たない学生に対し、学修状況を保証人（保護者等）へ報告
するとともに、担当教員（アドバイザーまたは研究室指導教員）による面談等を実施し、指導 ・助言を行
います。

食と健康学類（管理栄養士コースを除く。）

１年次終了時 36単位以上修得

２年次終了時 72単位以上修得

３年次終了時 112単位以上修得

― 22 ―



⑵　獣医学群の各学類進級要件
　獣医学群においては各学年終了時に、上級年次への進級認定を行います。
　各学年終了時に履修規程で定められた単位を修得していない者は留年となり、再度同学年で進級に必要
な単位を修得しなければなりません。また、休学により、各年次前学期 ・後学期の修学期間を満たしてい
ない場合にも留年となります。
　同学年で ２回留年となった者には、当該年度末日をもって退学を勧告します。ただし、休学による留年
は対象としません。

（ １年次進級要件）
獣医学類

科目区分 進　　級　　要　　件
基 盤 教 育 必修科目、選択科目を合わせて14単位以上修得
専門基礎教育

１年次に開講する全ての必修科目（合計19単位）のうち、15単位以上修得
専 門 教 育
獣医保健看護学類

科目区分 進　　級　　要　　件
基 盤 教 育 必修科目、選択科目を合わせて14単位以上修得
専門基礎教育

１年次に開講する全ての必修科目（合計17単位）のうち、13単位以上修得
専 門 教 育

（ ２年次進級要件）
獣医学類

科目区分 進　　級　　要　　件
基 盤 教 育 必修科目を含め、卒業要件24単位以上修得
専門基礎教育

２年次までに開講する全ての必修科目（合計51単位）のうち、43単位以上修得専 門 教 育
畜 産 関 連
獣医保健看護学類

科目区分 進　　級　　要　　件
基 盤 教 育 必修科目を含め、卒業要件24単位以上修得
専門基礎教育

２年次までに開講する全ての必修科目（合計47単位）のうち、39単位以上修得専 門 教 育
専 修 教 育

（ ３年次進級要件）
獣医学類

科目区分 進　　級　　要　　件
専門基礎教育

３年次までに開講する全ての必修科目（合計91単位）のうち、81単位以上修得専 門 教 育
畜 産 関 連
獣医保健看護学類

科目区分 進　　級　　要　　件
専門基礎教育

３年次までに開講する全ての必修科目（合計82単位）のうち、73単位以上修得専 門 教 育
専 修 教 育
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（ ４年次進級要件）
獣医学類

科目区分 進　　級　　要　　件

専門基礎教育 ４年次までに開講する全ての必修科目（合計134単位）のうち、128単位以上修得。
ただし、未修得科目（ 6単位）は、 4年次に開講する講義科目（「野生動物学」、「人
獣共通感染症学」、「獣医疫学」、「獣医衛生学」、「ハードヘルス学」、「産業動物臨
床学B」、「産業動物臨床学C」、「臨床繁殖学B」、「伴侶動物内科学各論B」、「伴侶
動物内科学各論C」、「馬臨床医学」、「伴侶動物外科学各論B」、「獣医臨床腫瘍学」、
「獣医畜産法規」、「畜産物利用学」）に限る。

専 門 教 育

専 修 教 育

畜 産 関 連

（ ５年次進級要件）
獣医学類

科目区分 進　　級　　要　　件
専門基礎教育

5年次までに開講する全ての必修科目（合計158単位）のうち、150単位以上修得
専 門 教 育
専 修 教 育
畜 産 関 連
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7．卒業および学位
　 ４年次終了時（獣医学類は ６年次終了時）に卒業認定を行います。この時に学則に定める修業年限以上在
学し、学則ならびに履修規程に定める授業科目および単位を修得し、卒業を認められた者には次の学士の学
位が授与されます。卒業要件の単位については、履修規程の別表Ⅰ、別表Ⅱの記載事項を十分に確認してく
ださい。別表は各学類、コースにより異なります。履修規程は67頁以降に掲載しています。

学　　　群 学　　　　　　類 学　位　又　は　称　号

農 食 環 境 学 群

循 環 農 学 類 学　 士  （農 学）
食 と 健 康 学 類 学　 士  （食 品 学）
環 境 共 生 学 類 学　 士  （環 境 学）
農 環 境 情 報 学 類 学　 士  （農 学）

獣 医 学 群
獣 医 学 類 学　 士  （獣 医 学）
獣 医 保 健 看 護 学 類 学　 士  （獣 医 保 健 看 護 学）

8．修業年限

⑴　修業年限と在学年限
　大学に入学し、教育課程を修了するために必要な最小限の在学すべき年数を修業年限といいます。また、
学生が修業年限を超えて在学できる年数を在学年限といい、学則第１４条により修業年限の ２倍を超えて在
学することはできず、この在学年限を超えた者は学則第３６条により除籍となります。
　なお、在学年限には休学期間は算入しません。
①農食環境学群の学生
　修業年限は ４年です。在学年限は休学期間を除いて ８年以内です。
②獣医学群の学生
　獣医学類の修業年限は ６年です。在学年限は休学期間を除いて１２年以内です。
　獣医保健看護学類の修業年限は ４年です。在学年限は休学期間を除いて ８年以内です。
　‌�獣医学群においては、同一学年の在学年数を ３年以内とし、 ３年を超えて同一学年に在学することがで
きません。

⑵　休学期間
　一度の休学期間は原則として １年以内とし、通算して ４年を超えることはできません。この休学期間を
超えた場合は学則第３６条により除籍となります。

⑶　休学 ・退学時期と単位認定
　休学 ・退学の期日が、学期の中途になる場合は、当該学期中の履修科目の単位認定は行われません。
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9．教務確認事項

⑴　教務課の取扱業務
①教務課取扱業務
◇カリキュラム、シラバス、履修に関すること
◇授業、試験、成績に関すること
◇進級 ・卒業、学籍管理に関すること
◇教職課程、その他資格取得に関すること
◇研究生、科目等履修生の受入に関すること
◇教室管理に関すること
◇各種証明書の発行他

②教務課窓口取扱時間
平日（月～金曜日） ８：３０～１７：００
土曜日、日 ・祝祭日は原則窓口業務は行いません。

③本学への問い合わせ
　学生の電話による照会や、保護者や友人等からの学生呼び出しについては一切応じることができま
せん。また、友人 ・知人からの学生の連絡先の問い合わせについても、個人情報保護の観点から一切
お答えできません。

⑵　証明書交付申込み
　証明書（成績証明書、在学証明書等）の発行申請方法は 2通りあります。
【教務課窓口での申請】
①教務課前にある証紙自動販売機（平日16：45まで）で証明書料金の証紙を購入
②「証明書交付申込書（Ａ）」（緑色）に証紙を貼付し教務課窓口に提出
③学生証提示の上、証明書の交付を受ける（証明書の種類によって発行に日数を要します。）

【証明書発行サービスでの申請（Web申請）】
遠隔地からも証明書発行申請ができます。利用方法等の詳細については、酪農学園大学ＨＰ「各種証明
書」（https://www.rakuno.ac.jp/life/support/certificate.html）にて、確認してください。
※�証明書の種類によっては発行に日数を要します。また、卒業見込証明書は、 4年次進級後、 ４月下
旬以降、教務課において履修登録が確実に行われ卒業見込となっているか確認してからの発行とな
ります。

⑶　学生への連絡と掲示
　学生への通知 ・連絡は、直接口頭でお知らせする以外はUNIPAより行います。休講、補講、教室変更、
時間変更、または手続書類不備の呼出し等の緊急を要することなどをお知らせしますので、必ずUNIPA
の情報を確認する習慣をつけてください。一度それらによってお伝えした事項については周知されたもの
として取り扱いますので、UNIPAの情報を確認しないことで不利益を被ることがないよう、十分注意し
てください。
　なお、補助的に、中央館の「渡り廊下掲示板」を活用する場合があります。
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⑷　学生または保証人の住所等変更の届出
　学生本人や保証人の住所、電話番号等に変更が生じた場合は、速やかに以下の要領で変更手続きを行っ
てください。⑶のとおり、学生への通知 ・連絡は、直接口頭でお知らせする以外はUNIPAで行いますが、
修学指導上で緊急を要する場合は学生本人に直接連絡をとる場合もありますので、連絡がつかず不利益を
被ることがないよう届け出は確実に行ってください。
・ ‌�学生本人の現住所や電話番号等を変更する場合は、速やかにUNIPAの「学籍情報変更申請」より変更
申請を行ってください。
・ ‌�学生本人の改姓や改名、保証人の現住所や電話番号等の変更、または保証人を変更する場合は、「入学
誓書に関する変更届」を速やかに教務課窓口へ提出してください。

⑸　学生個人情報
①個人情報の保護と利用
　２００５年 ４ 月 １ 日より「個人情報保護法」が完全施行され、本学では学生個人情報保護に関する学内
規程を制定し、個人情報の収集 ・管理 ・利用 ・開示 ・提供について技術的、組織的な対策を講じると
ともに、教職員に対する全学的な教育 ・啓蒙活動を通じて個人情報の適正な利用に努めています。皆
さんの個人情報については、厳重に保護し、漏洩等が無いようにしっかり管理し、皆さんの教育学習
機会を妨げることなく、円滑で有意義な大学生活を過ごせるように教育研究および学生支援に必要な
業務を遂行するために利用することになります。なお、利用目的を変更した場合は、変更された利用
目的について本人に通知または公表します。

②学業成績等の保証人への提供
　本学では、保証人と連携した個別修学指導を教育運営上有益な取り組みと考えており、学期末の成
績が確定した段階でUNIPAの保証人サイトにて公開し、修学状況に関する問い合わせや相談等に応
じています。しかしながら、個人情報の保護に関する法律に従い、学生本人が同意しない場合には学
業成績、修学状況等に関する情報を保証人にお伝えすることはできません。

③UNIPAにおける表記
　⑶のとおり、学生への通知 ・連絡は、直接口頭でお知らせする以外はUNIPAによって行われます。
個人を特定して呼び出す場合、試験結果や再試験の連絡およびレポート提出連絡については、基本的
に学籍番号のみの表示にて行います。

⑹　オフィスアワー
　オフィスアワーとは、授業や履修相談および学生生活等に関する学生からの質問や相談等に応じるため
の時間として、教員が示す特定の時間帯のことです。その時間帯であれば、基本的に予約なしで研究室を
訪問することができます。実施期間は通常の授業実施日となり、年末年始、夏休み、春休み、定期試験期
間等は実施されません。
　教員は、出張、会議、学内での役職業務、学外での実習や研究活動で不在となることも多くありますの
で、確実に面談するためにも教員への事前連絡（メール、電話）により予約することをお勧めします。
　なお、非常勤講師が担当する授業科目に対して質問がある場合は、授業の前後または非常勤講師室（学
生サービスセンター ２階）において相談をすることができます。

手順
①　UNIPAの「学内サイト」より「オフィスアワー」を確認する
②　相談を希望する教員の実施時間を確認し、特記事項（事前連絡など）があればその指示に従う
③　指定された時間帯に訪問する
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10．授業に関わる各種システムのアクセス・ログイン方法とマニュアル
⑴　UNIPA
【アクセス ・ログイン方法】
　インターネット接続できるパソコンやスマートフォンから、学内 ・学外を問わずどこからでも「UNIPA」にアクセス
できます。
①学外からのアクセス
　検索で「酪農　ユニパ」と入力すると上位に表示されます。Webブラウザのアドレス欄に下記URLを入力してもア
クセスできます。　　　https://unipa.rakuno.ac.jp
②学内からのアクセス
　学内にあるパソコンを利用し、学内HP【RINES】の学生用サイトから、「UNIPA」のアイコンをクリックし、アク
セスできます。
☆使用可能なパソコンがある場所　　　 ・図書館 ７階オープンPCフロア
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・Ａ 1－301、Ａ 1－304、Ａ 2－203のPC教室
ログイン方法
UNIPAログインページを開き、大学のアカウント（RINESアカウント）でログインします。
ユーザID	 ：s［学籍番号］
パスワード：ご自身で指定したパスワード

【マニュアル】
　UNIPAにログイン後、メインメニュー 学内サイト＞マニュアル＞UNIPAマニュアルより確認できます。また、本ペー
ジ下部のQRコードからも直接マニュアルのページにアクセスすることができます。

⑵　eラーニング
　Web上で授業資料を閲覧、授業等の動画を視聴、小テストを受験、課題を提出すること等ができます。遠隔授業では主
にeラーニングが使用されます。

【アクセス ・ログイン方法】
①eラーニングのログインページを開きます。
・Webブラウザで検索
　Webブラウザを開いて「酪農大e」と検索し、検索結果上位にある「酪農大eラーニング」を開く。
・ UNIPAからアクセス
　UNIPAにログインし、メインメニュー 学内サイト 内のリンクからアクセス

②大学のアカウント（RINESアカウント）でログインします。
ユーザ名：s［学籍番号］、パスワード：ご自身で指定したパスワード

【マニュアル】
　eラーニングにログイン後、ページ上部「マニュアル」ボタンを押すと、マニュアルが掲載されているページが開きます。

　

　本ページ下部のQRコードからも直接マニュアルのページにアクセスすることができます。

⑶　飛ぶノート
　Web上でレポートや試験が返却されたり、教職員から授業に関する通知が届いたりします。
【アクセス ・ログイン方法】
　eラーニングにログインし、トップページの左側にある飛ぶノートのアイコンを押します。
【マニュアル】
　eラーニングにログイン後、ページ上部「マニュアル」ボタンを押すと、マニュアルが掲載されているページが開きます。
また、以下のQRコードからも直接マニュアルのページにアクセスすることができます。

　 各種システムに関わるマニュアルページ
https://eee.rakuno.ac.jp/tejun/enkaku/

スマートフォン ・タブレットでの利用時の注意
　「Googleアプリ」などの検索アプリとして提供されているものはWebブラウザとしての利用に適しておりません。学
内のWebシステムを利用する際はChromeなどWebブラウザのアプリをお使いください。

　
検索アプリ（Googleアプリ等） Webブラウザ（Chrome、Safari、Firefox）

※利用する機能によりブラウザを限定する場合があります
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１．教職課程

⑴　教職課程とは
　学校の先生として教壇に立つためには、教育職員免許法に定める教育職員免許状を取得して、学校教育
法に定める学校（小学校 ・中学校 ・高等学校等）の教育職員（教諭等）にならなければなりません。
　本学の農食環境学群（管理栄養士コースを除く）では、教育職員免許状取得に必要な科目を履修できる
ように教職課程を開設しています。教育職員免許状取得のためには、卒業に必要な単位数を修得するとと
もに、教職課程の単位を修得する必要があります。
　教員は専門職であり、他の仕事にはない独自の任務があり、教職課程は教員としての基礎的能力の養成を目
指すものです。そのための教育内容・指導等はとても厳しいものとなりますので、教職課程の履修を希望する学
生は、なぜ教職課程を履修したいのかを深く考えてから履修してください（詳細は別途ガイダンスで説明します）。

⑵　本学で取得できる教育職員免許状
　本学で取得できる教育職員免許状の種類および教科は次のとおりです。

学　　　　群 学　　　　類 免許状の種類 免　許　教　科

農食環境学群

循 環 農 学 類
中学校教諭一種免許状 理　　科
高等学校教諭一種免許状 理　　科
高等学校教諭一種免許状 農　　業

食と健康学類

中学校教諭一種免許状 理　　科
高等学校教諭一種免許状 理　　科
中学校教諭一種免許状 社　　会
高等学校教諭一種免許状 公　　民
高等学校教諭一種免許状 農　　業

環境共生学類 中学校教諭一種免許状 理　　科
高等学校教諭一種免許状 理　　科

農環境情報学類
中学校教諭一種免許状 社　　会
高等学校教諭一種免許状 公　　民
高等学校教諭一種免許状 農　　業

⑶　教育職員免許状取得までの ４年間の流れ

　本学の教職課程の科目の中には、 １年次前学期に開講されている科目もありますので、よく注意して履
修登録を行なってください。※下記の予定は変更となる場合もありますので注意してください。

学年 教職課程のスケジュール

１年次
・履修登録（ ４月）
・教職課程登録ガイダンス（ ７月）
・教職課程登録受付（ ７月）

２年次 ・教職課程科目履修登録（ ４月）
・教育実習内諾交渉資格の審査（ ３月）

３年次

・教職課程科目履修登録（ ４月）
・教育実習内諾交渉ガイダンス（ ４月）
・介護等体験ガイダンス（ ４月）
・介護等体験（中学一種免許状取得希望者）
・教育実習履修資格の審査（ ３月）

４年次

・教職課程科目履修登録（ ４月）
・教育実習ガイダンス（ ４月）
・教育実習（ ５～１１月）
・教員免許状一括申請ガイダンス（１２月中旬）
・教員免許状授与式（ ３月卒業式同日）

Ⅲ 資格等
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⑷　教職課程登録申込みについて
①教職課程登録ガイダンス
　‌�教職課程登録に関するガイダンスは、 ７月に実施する予定です。詳しい日程等は、UNIPAや掲示板等
でお知らせします。

②教職課程料：３０，０００円（申込み時のみ）
　一度納付された教職課程料は一切返付できません。

⑸　教育職員免許状取得に必要な科目
　教育職員免許状を取得するために必要な科目は、「教育職員免許法施行規則第６６条の ６に定める科目」、
「教育の基礎的理解に関する科目等」、「教科及び教科の指導法に関する科目」、「大学が独自に設定する科目」
に大別することができます。
　本学ではこれらの ４つの分野の科目を開講し、教育職員免許状を取得するために必要な単位を修得する
ことになります。

１ ．「教育職員免許法施行規則第６６条の ６に定める科目」
　上記条文の内容に基づき、本学の各学類において修得すべき科目は以下の通りです。 １年次より開講さ
れている科目もありますので、教職課程の履修を考えている学生は必ず履修するようにしてください。
　なお、表中の「必修 ・選択の別」は、免許状を取得するに際しての必修 ・選択の区分で、カリキュラム
上の必修 ・選択区分ではありません。

学　　類
免許法施行規則
第６６条の ６に定
める科目区分

単位数
左記に対応する本学開講の授業科目

備　考
授業科目 必修・選択 単位数 開講年次

（農食環境学群）

循 環 農 学 類

食と健康学類

環境共生学類

農環境情報学類

日本国憲法 ２ 日本国憲法 必修 ２ １ 年前期

２ 科目より
１科目選択
必修

体　　　育 ２
体育実技Ⅰ 必修 １ １ 年前期
体育実技Ⅱ 選択 １ １ 年後期
運動の科学 選択 ２ １ 年後期

外国語コミュニケーション ２ 英語Ⅰ 必修 ２ １ 年前期
英語Ⅱ 必修 ２ １ 年後期

数理、データ活用及び人工知能に
関する科目又は情報機器の操作 ２ 情報処理基礎演習 必修 １ １ 年前期

情報処理演習 必修 １ ２ 年前期
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２ ．「教育の基礎的理解に関する科目等」
　以下に記載されている科目は、卒業要件如何に関係なく、教職課程を履修する場合は必修科目となりま
すので、必ず履修してください。これらを修得していないと、免許状を取得することができなくなります
ので、十分に注意してください。

免許法施行規則に定める科目区分等 左記に対応する本学開講の授業科目

科　目 各科目に含める必要事項 単位数 授　業　科　目 必修・選択 単位数 開講年次

教
育
の
基
礎
的
理
解
に
関
す
る
科
目

教育の理念並びに教育に関
する歴史及び思想

１０

教 育 原 理 必修 ２ １ 年後期

教職の意義及び教員の役割・
職務内容（チーム学校運営へ
の対応を含む。）

教 職 入 門 必修 ２ １ 年前期

教育に関する社会的、制度的又は
経営的事項（学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。）

教 育 社 会 学 必修 ２ ３ 年後期

幼児、児童及び生徒の心身
の発達及び学習の過程 教 育 心 理 学 必修 ２ １ 年後期

特別の支援を必要とする幼児、
児童及び生徒に対する理解 特 別 支 援 教 育 論 必修 ２ ２ 年前期

教育課程の意義及び編成の方法
（カリキュラム・マネジメントを含む。） 教 育 課 程 論 必修 ２ ２ 年後期

道
徳
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
等
の
指
導
法
及
び

生
徒
指
導
、
教
育
相
談
等
に
関
す
る
科
目

道徳の理論及び指導法

中１０
高 ８

道 徳 教 育 指 導 論 中学のみ
必修 ２ ３ 年後期

総合的な学習（探究）の時間
の指導法 総合的な学習の時間の指導法 必修 ２ ３ 年後期

特別活動の指導法 特 別 活 動 論 必修 ２ ３ 年前期

教育の方法及び技術
教 育 方 法 ・ Ｉ Ｃ Ｔ 活 用 論 必修 ２ ２ 年前期

情報通信技術を活用した教
育の理論及び方法

生徒指導の理論及び方法
生 徒 ・ 進 路 指 導 論 必修 ２ ２ 年前期

進路指導及びキャリア教育
の理論及び方法

教育相談（カウンセリングに関する基
礎的な知識を含む。）の理論及び方法 教 育 相 談 論 必修 ２ ２ 年後期

教
育
実
践
に

関
す
る
科
目

教育実習（※１）
中 ７
高 ５

教 育 実 習（ 中 ・ 高 １ 免 ）
教 育 実 習（ 高 １ 免 ）
（ 事 前 ・ 事 後 指 導 含 む ）

必修 中 ５
高 ３ ４ 年前期

教職実践演習 教職実践演習（中・高１免） 必修 ２ ４ 年後期

（※ １）中一種免取得者、中高一種免取得者は ５単位必修。高一種免取得者は ３単位必修。
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３ ．「教科及び教科の指導法に関する科目」
　この科目は、教科内容の背景となる専門的な知識及び技能を修得するために設けられている科目と位置
づけられていますので、学類の免許教科によっても修得しなければならない科目が異なります。これは、
免許法第 ４条別表第 １および第 ５条別表第 １に明示されているものです。教科および教科の指導法に関す
る科目は、後のページで学類の免許教科ごとに表にしてあります（開講年次については、変更となる場合
があります）。

【学類、免許教科別の表の見方について】
①‌�各学類のカリキュラム上の必修科目の開設状況により、教科に関する科目の最低修得単位数は学類に
よって異なっています。

②教科が同じであっても、専門科目が異なりますので、他学類での受講はできません。
③○印の科目は、卒業必要単位数には含まれませんので注意してください。

◆各学類における免許種別の最低修得単位数一覧
中学校教諭一種免許状

学　類　名 免許教科 教科及び教科の
指導法に関する科目

教育の基礎的理解に‌
関する科目等

大学が独自に‌
設定する科目 合　計

免許法施行規則に定める単位数 28 27 4 59
循環農学類 理科 28 31 0 59

食と健康学類
理科 28 31 0 59
社会 28 31 0 59

環境共生学類 理科 28 31 0 59
農環境情報学類 社会 28 31 0 59

高等学校教諭一種免許状

学　類　名 免許教科 教科及び教科の
指導法に関する科目

教育の基礎的理解に
関する科目等

大学が独自に
設定する科目 合　計

免許法施行規則に定める単位数 24 23 12 59

循環農学類
理科 32 27 0 59
農業 32 27 0 59

食と健康学類
理科 32 27 0 59
公民 32 27 0 59
農業 32 27 0 59

環境共生学類 理科 32 27 0 59

農環境情報学類
公民 32 27 0 59
農業 32 27 0 59
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「教科及び教科の指導法に関する科目」の学類・教科別の表

循環農学類：中学一種・高校一種免許状「理科」
免許法施行規則に定める
科 目 区 分 等 左記に対応する本学開講の授業科目

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 必修科目 単位数 開講年次 選択科目 単位数 開講年次

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

物 理 学 物 理 学 2 １ 年前期

化 学

化 学 2 １ 年後期 食 品 化 学 2 3 年後期

物 質 化 学 A 2 ２ 年前期

物 質 化 学 B 2 ２ 年前期

生 物 学

生 物 学 2 １ 年前期 生 化 学 Ⅰ 2 ２ 年前期

微 生 物 学 2 ２ 年後期

動 物 遺 伝 学 2 ２ 年前期

植 物 生 理 学 2 ２ 年後期

生 化 学 Ⅱ 2 ２ 年後期

動 物 生 態 学 2 3 年後期

植 物 生 態 学 2 ２ 年前期

応 用 昆 虫 学 2 ２ 年前期

植物遺伝育種学 2 ３ 年前期

地 学 地 学 2 １ 年後期 気 象 学 の 基 礎 2 ３ 年前期

物理学実験・化学実験・
生物学実験・地学実験

物 理 学 実 験 1 ２ 年前期

化 学 実 験 1 1 年後期

生 物 学 実 験 1 １ 年前期

地 学 実 験 1 ２ 年後期

各教科の指導法（情報機器
及び教材の活用を含む。）

○理 科 教 育 法 Ⅰ 2 ３ 年前期

○理 科 教 育 法 Ⅱ 2 ３ 年後期

○理 科 教 育 法 Ⅲ（※） 2 ４ 年前期

○理 科 教 育 法 Ⅳ（※） 2 ４ 年後期

最低修得単位数
中学一種　必修　２４単位 中学一種　選択　 ４単位以上

高校一種　必修　２０単位 高校一種　選択　１２単位以上

（※）中学のみ必修

※開講授業科目が変更になる場合があります。
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循環農学類：高校一種免許状「農業」
免許法施行規則に定める
科 目 区 分 等 左記に対応する本学開講の授業科目

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 必修科目 単位数 開講年次 選択科目 単位数 開講年次

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

農 業 の 関 係 科 目

健土健民・農食環境学入門実習 1 １ 年前期 農業機械・施設学 2 2 年後期
植 物 生 産 学 入 門 2 １ 年後期 草地・飼料作物学 2 2 年後期
畜 産 学 総 論 2 １ 年後期 植 物 病 理 学 2 3 年前期
土 壌 学 2 ２ 年前期 農 業 政 策 学 Ⅰ 2 2 年後期
乳 肉 科 学 2 2 年後期 学 外 農 場 実 習 4 2 年前期
農 業 経 営 学 2 ３ 年前期 農 畜 産 物 市 場 論 2 3 年前期

農 業 協 同 組 合 論 2 3 年前期
食 品 衛 生 学 2 3 年後期
公 衆 衛 生 学 2 3 年後期
動 物 の 育 種 2 2 年後期
家 畜 繁 殖 学 2 2 年後期
動物の行動と管理 2 2 年後期
動 物 の 栄 養 学 2 2 年前期
動 物 の 衛 生 2 3 年前期
畜 産 物 利 用 学 Ａ 2 3 年前期
畜 産 物 利 用 学 Ｂ 2 3 年前期
乳 用 家 畜 学 2 3 年後期
酪 農・畜 産 経 営 論 2 3 年後期
家畜栄養・生産学実習 1 3 年前期
肉 用 家 畜 学 2 3 年後期
動物科学入門実験・実習 1 2 年後期
作 物 生 産 学 Ⅰ 2 2 年前期
作 物 生 産 学 Ⅱ 2 3 年前期
作物園芸学実習Ⅰ 1 3 年前期
作物園芸学実習Ⅱ 1 3 年後期
園 芸 生 産 学 Ⅰ 2 2 年後期
園 芸 生 産 学 Ⅱ 2 3 年後期
作 物 栄 養 学 2 2 年前期
アグリビジネス論 2 3 年後期
営 農 シ ス テ ム 論 2 3 年後期
受 精 卵 移 植 論 2 4 年前期
農場から食卓までの体験実習 1 1 年後期
農 と 食 の 関 係 学 2 1 年前期

職 業 指 導
○職業指導Ⅰ（農業） 2 ３ 年前期
○職業指導Ⅱ（農業） 2 ３ 年後期

各教科の指導法（情報機器及
び教材の活用を含む）

○農 業 科 教 育 法 Ⅰ 2 ３ 年前期
○農 業 科 教 育 法 Ⅱ 2 ３ 年後期

最低修得単位数 必修　19単位 選択　13単位以上
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「教科及び教科の指導法に関する科目」の学類・教科別の表

食と健康学類：中学一種・高校一種免許状「理科」
免許法施行規則に定める
科 目 区 分 等 左記に対応する本学開講の授業科目

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 必修科目 単位数 開講年次 選択科目 単位数 開講年次

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

物 理 学 物 理 学 2 １ 年前期 食 感 の 物 理 学 2 3 年前期

化 学

化 学 2 １ 年前期 食品ミクロサイエンス 2 2 年後期

物 質 化 学 A 2 ２ 年前期 食 品 化 学 2 2 年後期

物 質 化 学 B 2 ２ 年前期 フードテクノロジー 2 3 年前期

生 物 学

生 物 学 2 １ 年後期 生 化 学 Ⅰ 2 ２ 年前期

微 生 物 学 2 １ 年後期

動 物 遺 伝 学 2 ２ 年前期

植 物 生 理 学 2 ２ 年後期

生 化 学 Ⅱ 2 ２ 年後期

食 品 栄 養 学 2 3 年前期

食 品 微 生 物 学 2 ２ 年前期

地 学 地 学 2 １ 年後期

物理学実験・化学実験・
生物学実験・地学実験

物 理 学 実 験 1 ２ 年前期 食品科学実験Ⅰ 1 ２ 年前期

化 学 実 験 1 1 年前期 食品科学実験Ⅱ 1 2 年後期

生 物 学 実 験 1 １ 年後期 食品科学実験Ⅲ 1 3 年前期

地 学 実 験 1 ２ 年後期

各教科の指導法（情報機器
及び教材の活用を含む。）

○理 科 教 育 法 Ⅰ 2 ３ 年前期

○理 科 教 育 法 Ⅱ 2 ３ 年後期

○理 科 教 育 法 Ⅲ（※） 2 ４ 年前期

○理 科 教 育 法 Ⅳ（※） 2 ４ 年後期

最低修得単位数
中学一種　必修　２４単位 中学一種　選択　 ４単位以上

高校一種　必修　２０単位 高校一種　選択　１２単位以上

（※）中学のみ必修

※開講授業科目が変更になる場合があります。
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食と健康学類：中学一種免許状「社会」
免許法施行規則に定める
科 目 区 分 等 左記に対応する本学開講の授業科目

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 必修科目 単位数 開講年次 選択科目 単位数 開講年次

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

日 本 史 ・ 外 国 史
日 本 史 2 １ 年前期

世 界 史 2 １ 年後期

地理学（地誌を含む。）
地 理 学 2 １ 年前期

○地 誌 2 ２ 年後期

「法律学、政治学」
日 本 国 憲 法 2 １ 年前期 国 際 法 2 ３ 年前期

法 学 2 １ 年後期

「社会学、経済学」

経 済 学 2 １ 年前期 社 会 学 2 １ 年後期

経済学基礎理論 2 ２ 年前期

マーケティング論 2 ２ 年前期

経 営 学 入 門 2 ２ 年前期

食 品 流 通 論 2 3 年前期

食 品 産 業 論 2 ２ 年後期

簿記・会計学基礎 2 ２ 年後期

国 際 経 済 論 2 3 年後期

食品マーケティング戦略論 2 3 年前期

食 品 開 発 論 2 ２ 年後期

「哲学、倫理学、宗教学」
哲 学 2 １ 年後期 キリスト教と諸宗教 2 ２ 年前期

キリスト教と生命倫理 2 ３ 年後期

各教科の指導法（情報機器
及び教材の活用を含む。）

○社会科教育法Ⅰ（地理歴史） 2 3 年前期

○社会科教育法Ⅱ（地理歴史） 2 3 年後期

○社会科・公民科教育法Ⅰ 2 ３ 年前期

○社会科・公民科教育法Ⅱ 2 ３ 年後期

最低修得単位数 必修　２４単位 選択　 ４単位以上
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食と健康学類：高校一種免許状「公民」
免許法施行規則に定める
科 目 区 分 等 左記に対応する本学開講の授業科目

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 必修科目 単位数 開講年次 選択科目 単位数 開講年次

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

「法律学（国際法を含
む。）、政治学（国際政
治を含む。）」

日 本 国 憲 法 2 １ 年前期

法 学 2 １ 年後期

国 際 法 2 ３ 年前期

「社会学、経済学（国
際経済を含む。）」

経 済 学 2 １ 年前期 社 会 学 2 １ 年後期

国 際 経 済 論 2 3 年後期 経済学基礎理論 2 ２ 年前期

マーケティング論 2 ２ 年前期

経 営 学 入 門 2 ２ 年前期

食 品 流 通 論 2 3 年前期

食 品 産 業 論 2 ２ 年後期

簿記・会計学基礎 2 ２ 年後期

食品マーケティング戦略論 2 3 年前期

食 品 開 発 論 2 ２ 年後期

「哲学、倫理学、宗教学」
哲 学 2 １ 年後期 キリスト教と諸宗教 2 ２ 年前期

キリスト教と生命倫理 2 ３ 年後期

各教科の指導法（情報機器
及び教材の活用を含む。）

○社会科・公民科教育法Ⅰ 2 ３ 年前期

○社会科・公民科教育法Ⅱ 2 ３ 年後期

最低修得単位数 必修　１６単位 選択　１６単位以上
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食と健康学類：高校一種免許状「農業」
免許法施行規則に定める
科 目 区 分 等 左記に対応する本学開講の授業科目

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 必修科目 単位数 開講年次 選択科目 単位数 開講年次

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

農 業 の 関 係 科 目

健土健民・農食環境学入門実習 1 １ 年前期 草地・飼料作物学 2 3 年後期

植 物 生 産 学 入 門 2 １ 年後期 学 外 農 場 実 習 4 2 年前期

畜 産 学 総 論 2 １ 年後期 農 業 政 策 学 Ⅰ 2 3 年後期

土 壌 学 2 ２ 年前期 アグリビジネス論 2 3 年後期

乳 肉 科 学 2 2 年後期 食 品 衛 生 学 2 3 年後期

農 業 経 営 学 2 ３ 年前期 公 衆 衛 生 学 2 3 年後期

農畜産物市場論 2 3 年前期

農業協同組合論 2 2 年前期

畜産物利用学Ａ 2 3 年前期

畜産物利用学Ｂ 2 3 年前期

農産資源利用学 2 3 年後期

食 品 微 生 物 学 2 2 年前期

畜産物利用学実験実習 1 3 年後期

職 業 指 導
○職業指導Ⅰ（農業） 2 ３ 年前期

○職業指導Ⅱ（農業） 2 ３ 年後期

各教科の指導法（情報機器
及び教材の活用を含む）

○農 業 科 教 育 法 Ⅰ 2 ３ 年前期

○農 業 科 教 育 法 Ⅱ 2 ３ 年後期

最低修得単位数 必修　19単位 選択　13単位以上
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「教科及び教科の指導法に関する科目」の学類・教科別の表

環境共生学類：中学一種・高校一種免許状「理科」
免許法施行規則に定める
科 目 区 分 等 左記に対応する本学開講の授業科目

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 必修科目 単位数 開講年次 選択科目 単位数 開講年次

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

物 理 学 物 理 学 2 １ 年前期

化 学

化 学 2 １ 年前期 水 圏 環 境 化 学 2 3 年前期

物 質 化 学 A 2 ２ 年前期

物 質 化 学 B 2 ２ 年前期

生 物 学

生 物 学 2 １ 年後期 生 化 学 Ⅰ 2 ２ 年前期

微 生 物 学 2 2 年後期

生 化 学 Ⅱ 2 ２ 年後期

生 物 分 類 学 2 ２ 年前期

保 全 生 物 学 2 ２ 年前期

生 物 地 球 化 学 2 ２ 年前期

動 物 生 態 学 2 2 年後期

植 物 生 態 学 2 ２ 年前期

野生鳥獣管理学 2 2 年後期

生息地保全管理論 2 3 年前期

森 林 環 境 学 2 3 年後期

地 学

地 学 2 １ 年後期 気 象 学 の 基 礎 2 3 年前期

自然環境保全と地球温暖化 2 2 年後期

気 象 ・ 気 候 学 2 3 年前期

物理学実験・化学実験・
生物学実験・地学実験

物 理 学 実 験 1 ２ 年前期 野生動物保全技術実習Ⅰ 1 3 年前期

化 学 実 験 1 1 年前期 野生動物保全技術実習Ⅱ 1 3 年後期

生 物 学 実 験 1 １ 年後期 野生動物観察同定実習 1 3 年前期

地 学 実 験 1 ２ 年後期

各教科の指導法（情報機器
及び教材の活用を含む。）

○理 科 教 育 法 Ⅰ 2 ３ 年前期
○理 科 教 育 法 Ⅱ 2 ３ 年後期
○理 科 教 育 法 Ⅲ（※） 2 ４ 年前期
○理 科 教 育 法 Ⅳ（※） 2 ４ 年後期

最低修得単位数
中学一種　必修　２４単位 中学一種　選択　 ４単位以上
高校一種　必修　２０単位 高校一種　選択　１２単位以上

（※）中学のみ必修

※開講授業科目が変更になる場合があります。

― 39 ―

資

格

等



※開講授業科目が変更になる場合があります。
「教科及び教科の指導法に関する科目」の学類・教科別の表

農環境情報学類：中学一種免許状「社会」
免許法施行規則に定める
科 目 区 分 等 左記に対応する本学開講の授業科目

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 必修科目 単位数 開講年次 選択科目 単位数 開講年次

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

日 本 史 ・ 外 国 史
日 本 史 2 １ 年前期

世 界 史 2 １ 年後期

地理学（地誌を含む。）
地 理 学 2 １ 年前期
○地 誌 2 ２ 年後期

「法律学、政治学」
日 本 国 憲 法 2 １ 年前期 国 際 法 2 ３ 年前期

法 学 2 １ 年後期 民 法 ・ 商 法 2 ２ 年後期

「社会学、経済学」

経 済 学 2 １ 年前期 社 会 学 2 １ 年後期

国 際 経 済 論 2 3 年後期

マーケティング論 2 ２ 年前期

食 品 産 業 論 2 ２ 年後期

食 品 流 通 論 2 3 年前期

経済学基礎理論 2 ２ 年前期

経 済 原 論 2 １ 年後期

経 営 学 入 門 2 ２ 年前期

ボランティア活動・NPO・NGO論 2 3 年前期

日 本 経 済 論 2 ２ 年前期

行 財 政 学 概 論 2 ２ 年後期

社 会 調 査 法 2 ２ 年後期
簿記・会計学基礎 2 ２ 年後期

「哲学、倫理学、宗教学」
哲 学 2 １ 年後期 キリスト教と諸宗教 2 ２ 年前期

キリスト教と生命倫理 2 ３ 年後期

各教科の指導法（情報機器
及び教材の活用を含む。）

○社会科教育法Ⅰ（地理歴史） 2 3 年前期
○社会科教育法Ⅱ（地理歴史） 2 3 年後期
○社会科・公民科教育法Ⅰ 2 ３ 年前期
○社会科・公民科教育法Ⅱ 2 ３ 年後期

最低修得単位数 必修　２４単位 選択　 ４単位以上
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農環境情報学類：高校一種免許状「公民」
免許法施行規則に定める
科 目 区 分 等 左記に対応する本学開講の授業科目

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 必修科目 単位数 開講年次 選択科目 単位数 開講年次

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

「法律学（国際法を含
む。）、政治学（国際政
治を含む。）」

日 本 国 憲 法 2 １ 年前期 民 法 ・ 商 法 2 ２ 年後期

法 学 2 １ 年後期

国 際 法 2 ３ 年前期

「社会学、経済学（国
際経済を含む。）」

経 済 学 2 １ 年前期 社 会 学 2 １ 年後期

国 際 経 済 論 2 3 年後期 マーケティング論 2 ２ 年前期

食 品 産 業 論 2 ２ 年後期

食 品 流 通 論 2 3 年前期

経済学基礎理論 2 ２ 年前期

経 済 原 論 2 １ 年後期

経 営 学 入 門 2 ２ 年前期

ボランティア活動・NPO・NGO論 2 3 年前期

日 本 経 済 論 2 ２ 年前期

行 財 政 学 概 論 2 ２ 年後期

社 会 調 査 法 2 ２ 年後期

簿記・会計学基礎 2 ２ 年後期

「哲学、倫理学、宗教学」
哲 学 2 １ 年後期 キリスト教と諸宗教 2 ２ 年前期

キリスト教と生命倫理 2 ３ 年後期

各教科の指導法（情報機器
及び教材の活用を含む。）

○社会科・公民科教育法Ⅰ 2 ３ 年前期

○社会科・公民科教育法Ⅱ 2 ３ 年後期

最低修得単位数 必修　１６単位 選択　１６単位以上
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農環境情報学類：高校一種免許状「農業」
免許法施行規則に定める
科 目 区 分 等 左記に対応する本学開講の授業科目

科目
区分

各科目に含めることが
必要な事項 必修科目 単位数 開講年次 選択科目 単位数 開講年次

教
科
及
び
教
科
の
指
導
法
に
関
す
る
科
目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

農 業 の 関 係 科 目

健土健民・農食環境学入門実習 1 １ 年前期 学 外 農 場 実 習 4 2 年前期

畜 産 学 総 論 2 １ 年後期 草地・飼料作物学 2 2 年後期

土 壌 学 2 ２ 年前期 動物の行動と管理 2 3 年後期

作 物 生 産 学 Ⅰ 2 ２ 年前期 肉 用 家 畜 学 2 3 年後期

園 芸 生 産 学 Ⅰ 2 2 年後期 乳 用 家 畜 学 2 3 年後期

乳 肉 科 学 2 2 年後期 作 物 生 産 学 Ⅱ 2 3 年前期

農 業 経 営 学 2 ３ 年前期 資源リサイクルと環境保全 2 1 年後期

再生可能エネルギー入門 2 2 年前期

農業機械・施設学 2 2 年後期

農畜産物市場論 2 2 年前期

農業協同組合論 2 2 年前期

アグリビジネス論 2 3 年後期

酪農・畜産経営論 2 3 年後期

農 村 社 会 学 2 2 年前期

農 業 政 策 学 Ⅰ 2 2 年後期

農 業 市 場 論 2 3 年前期

農 業 政 策 学 Ⅱ 2 3 年前期

地 域 計 画 論 2 3 年後期

営農システム論 2 3 年後期

アグリデザイン実習 1 3 年前期

職 業 指 導
○職業指導Ⅰ（農業） 2 ３ 年前期

○職業指導Ⅱ（農業） 2 ３ 年後期

各教科の指導法（情報機器
及び教材の活用を含む）

○農 業 科 教 育 法 Ⅰ 2 ３ 年前期

○農 業 科 教 育 法 Ⅱ 2 ３ 年後期

最低修得単位数 必修　21単位 選択　11単位以上
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⑴　栄養士
１ ．栄養士とは
　都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
（栄養士法第 1条第 1項）

２．栄養士免許の取得
　厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設において 2年以上栄養士として必要な知識及び技能を習得し
た者に対して、都道府県知事が与える。（栄養士法第 2条第 1項）

３．取得方法
　食と健康学類管理栄養士コースで、栄養士免許取得に必要な科目を履修し、別表のとおり単位を修得す
ること。

⑵　管理栄養士
１ ．管理栄養士とは
　厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指
導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための
栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状
態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な
指導等を行うことを業とする者をいう。（栄養士法第 1条第 2項）

２．管理栄養士免許の取得
　管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。（栄養士法
第 2条第 3項）

３．取得方法
　食と健康学類管理栄養士コースで、管理栄養士国家試験受験資格取得に必要な科目を履修し、別表のと
おり単位を修得し、管理栄養士国家試験に合格すること。

２．栄養士・管理栄養士免許の取得
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栄養士免許取得に必要な科目及び単位数

教育内容

単位数

科目名

単位数

備考講義
又は
演習

実験
又は
実習

講義
又は
演習

実験
又は
実習

専
門
分
野

社会生活と健康 4

4

公衆衛生学 2
社会福祉概論 2

小計 4

人体の構造と機能 8

解剖生理学Ⅰ 2
解剖生理学実験・実習Ⅰ 1
生化学Ⅰ 2
生化学実験・実習Ⅰ 1
運動生理学 2
微生物学 2

小計 8 2

食品と衛生 6

食品学 2
食品加工学 2
食品衛生学 2
食品学実験・実習Ⅰ 1
食品衛生学実験・実習 1

小計 6 2

栄養と健康 8

10

基礎栄養学 2
基礎栄養学実験・実習 1
応用栄養学Ⅰ 2
応用栄養学Ⅱ 2
応用栄養学実習 1
臨床栄養学Ⅰ 2
臨床栄養学実習Ⅰ 1

小計 8 3

栄養の指導 6

栄養教育論Ⅰ 2
栄養教育論Ⅱ 2
栄養教育論実習Ⅰ 1
栄養教育論実習Ⅱ 1
公衆栄養学Ⅰ 2
公衆栄養学実習Ⅰ 1

小計 6 3

給食の運営 4

給食経営管理論Ⅰ 2
給食管理実習Ⅰ 1
給食管理実習Ⅱ 1
調理学 2
調理学実験・実習Ⅰ 1
調理学実験・実習Ⅱ 1

小計 4 4
合　計 36 14 36 14

（学則第27条の 4第 1項関係）
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管理栄養士国家試験受験資格取得に関する科目及び単位数

教育内容

単位数

科目名

単位数

備考講義
又は
演習

実験
又は
実習

講義
又は
演習

実験
又は
実習

専
門
基
礎
分
野

社会・環境と健康 6

10

公衆衛生学 2

社会福祉概論 2

健康管理概論 2

小計 6

人体の構造と
機能及び疾病の
成り立ち

14

医学概論 2

解剖生理学Ⅰ 2

解剖生理学Ⅱ 2

生化学Ⅰ 2

生化学Ⅱ 2

病理学 2

運動生理学 2

解剖生理学実験・実習Ⅰ 1

解剖生理学実験・実習Ⅱ 1

生化学実験・実習Ⅰ 1

生化学実験・実習Ⅱ 1

小計 14 4

食べ物と健康 8

食品学 2

食品加工学 2

食品衛生学 2

微生物学 2

調理学 2

食品学実験・実習Ⅰ 1

食品学実験・実習Ⅱ 1

フードクリエイション実習 1

調理学実験・実習Ⅰ 1

調理学実験・実習Ⅱ 1

食品衛生学実験・実習 1

小計 10 6

専門基礎分野合計 28 10 30 10
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教育内容

単位数

科目名

単位数

備考講義
又は
演習

実験
又は
実習

講義
又は
演習

実験
又は
実習

専
門
分
野

基礎栄養学 2

8

基礎栄養学 2
基礎栄養学実験・実習 1

小計 2 1

応用栄養学 6

応用栄養学Ⅰ 2
応用栄養学Ⅱ 2
応用栄養学Ⅲ 2
応用栄養学実習 1

小計 6 1

栄養教育論 6

栄養教育論Ⅰ 2
栄養教育論Ⅱ 2
栄養カウンセリング論 2
栄養教育論実習Ⅰ 1
栄養教育論実習Ⅱ 1

小計 6 2

臨床栄養学 8

臨床栄養学Ⅰ 2
臨床栄養学Ⅱ 2
臨床栄養管理論 2
高齢者臨床栄養学 2
臨床栄養学実習Ⅰ 1
臨床栄養学実習Ⅱ 1

小計 8 2

公衆栄養学 4

公衆栄養学Ⅰ 2
公衆栄養学Ⅱ 2
公衆栄養学実習Ⅰ 1

小計 4 1

給食経営管理論 4

給食経営管理論Ⅰ 2
給食経営管理論Ⅱ 2
給食管理実習Ⅰ 1

小計 4 1

総合演習 2 －
管理栄養士演習Ⅰ 1
管理栄養士演習Ⅱ 1

小計 2 －

臨地実習 － 4

給食管理実習Ⅱ 1
臨床栄養学実習Ⅲ 1
臨床栄養学実習Ⅳ 1
公衆栄養学実習Ⅱ 1

小計 － 4
専門分野合計 32 12 32 12
合　計 60 22 62 22

（学則第２７条の ４第 ２項関係）
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⑴　資格の概要
　　食品衛生管理者
　食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造または加工の過程において特に衛生上の考
慮を必要とする食品または添加物である全粉乳（その容量が 1 ,400g以下の缶に収められるものに限
る）・加糖粉乳 ・調製粉乳 ・食肉製品（ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう）・
魚肉ハム ・魚肉ソーセージ ・放射線照射食品 ・食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに
限る） ・マーガリン ・ショートニング ・添加物（食品衛生法第13条第 1項の規定により規格が定められ
たものに限る）の製造または加工を行う施設には、その施設ごとに専任の食品衛生管理者を置く必要が
あります（食品衛生法施行令第13条）。食品衛生管理者は、食品衛生法および関連法規に対して違反が
ないよう、製造や加工の衛生管理を行います。

　　食品衛生監視員
　食品衛生監視員は、全国の主要な海 ・空港の検疫所において、輸入食品の安全監視及び指導（輸入食
品監視業務）、輸入食品等に係る微生物検査と理化学検査（検査業務）、検疫感染症の国内への侵入防止
（検疫衛生業務）の業務に従事する公務員です。
　国家公務員…‌�全国にある主な海港、空港の検疫所で、輸入食品の安全監視や指導を行います。（人事

院が実施する食品衛生監視員採用試験に合格することが必要）
　地方公務員…‌�地方自治体の保健所で、食品の検査や食中毒の調査、食品製造業や飲食店の衛生監視、

指導および教育を行います。

　本学循環農学類および食と健康学類は、食品衛生法第48条 6 項第 3号および食品衛生法施行令第 9条
第 1号の規定に基づく食品衛生管理者および食品衛生監視員の養成施設として厚生労働大臣より指定さ
れています。
　条件を満たす者は、これら資格の有資格者となりますが、任用資格とはその職種に任用される資格を
持つとみなされる資格です。所属の施設長から特定の業務に任命される時にその効力を発揮します。

⑵　取得方法
①食と健康学類管理栄養士コースは、卒業と同時に取得できます。
②‌�循環農学類 ・食と健康学類（管理栄養士コースを除く）は、以下の条件を満たした場合に資格取得と
なります。

　 ・ A～D群の各群より 1科目以上履修し22単位以上を修得すること
　 ・ E群から合計18単位以上を修得すること
　 ・ A～E群で合計40単位以上を修得すること

　　※有資格者の手続き
　有資格の卒業生は、食品関連企業に採用されて必要が生じた時、または公務員に採用されて必要が生
じた時に、必要書類を食品関連機関（保健所等）に提出し、食品衛生管理者または食品衛生監視員とし
て勤務することになります。

※‌�編入生が資格の取得を希望する場合は、編入以前に卒業または在籍した大学等で修得した単位は、本
学では資格取得に必要な単位として認定を行っておりませんのでご注意ください。

⑶　その他　「食品衛生責任者」資格との違い
　食品衛生責任者とは、食品衛生責任者資格者養成講習会を修了することで資格を取得することができ、
飲食店や食品製造業など食品の営業施設において、施設の衛生管理を担う責任者のことです。上記の食
品衛生管理者は、食品衛生責任者になることができます。食品衛生責任者を必要とする業種は、以下の
とおりです。

◆飲食店営業、喫茶店営業（自動販売機も含む）
　寿司屋、ラーメン店、スナック、軽食喫茶など
◆食肉販売業、魚介類販売業
　（ただし、包装された食肉、魚介類を仕入れて販売する場合を除く）
◆各種製造業（食肉製品製造業など、食品衛生管理者を設置する業種を除く）
　菓子製造業（パン屋）、惣菜製造業など

３．食品衛生管理者および食品衛生監視員任用資格の取得
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本学指定科目
循環農学類

養成施設指定内規で指定する
科目区分 本学開講科目 単位 開講年次 備　　　　考

Ａ群
（化学関係）

物質化学A 2 2 年前期

A～D群の各群より
１科目以上履修し22
単位を修得

物質化学B 2 2 年前期

化学 2 1 年後期

Ｂ群
（生物化学関係）

生化学Ⅰ 2 2 年前期

生化学Ⅱ 2 2 年後期

食品化学 2 3 年後期

栄養生理学 2 3 年後期

食品分析学 2 3 年前期

Ｃ群
（微生物学関係） 微生物学 2 2 年後期

Ｄ群
（公衆衛生学関係）

公衆衛生学 2 3 年後期

食品衛生学 2 3 年後期

Ｅ群
（その他関連科目）

乳肉科学 2 2 年後期

E群より18単位以上
を修得

畜産物利用学A 2 3 年前期

畜産物利用学B 2 3 年前期

農と食の関係学 2 1 年前期

土壌学 2 2 年前期

動物遺伝学 2 2 年前期

動物の栄養学 2 2 年前期

動物の機能と形態 2 2 年前期

動物の衛生 2 3 年前期

作物栄養学 2 2 年前期

植物生理学 2 2 年後期

植物遺伝育種学 2 3 年前期

合計単位数　　40単位以上
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食と健康学類

養成施設指定内規で指定する
科目区分 本学開講科目 単位 開講年次 備　　　　考

Ａ群 
（化学関係）　

物質化学A 2 2 年前期

A～D群の各群より
１ 科目以上履修し22
単位を修得

物質化学B 2 2 年前期

化学 2 1 年後期

Ｂ群 
（生物化学関係）　

生化学Ⅰ 2 2 年前期

生化学Ⅱ 2 2 年後期

食品科学実験Ⅰ 1 2 年前期

食品化学 2 2 年後期

食品分析学 2 3 年前期

栄養生理学 2 2 年後期

　Ｃ群
（微生物学関係）

微生物学 2 1 年後期

食品微生物学 2 2 年前期

食品科学実験Ⅱ 1 2 年後期

Ｄ群
（公衆衛生学関係）

公衆衛生学 2 3 年後期

食品衛生学 2 3 年後期

Ｅ群 
（その他関連科目）　

動物遺伝学 2 2 年前期

E群より18単位以上
を修得

土壌学 2 2 年前期

植物生理学 2 2 年後期

食品科学実験Ⅲ 1 3 年前期

乳肉科学 2 2 年後期

フードテクノロジー 2 3 年前期

食品栄養学 2 3 年前期

食品ミクロサイエンス 2 2 年後期

食感の物理学 2 3 年前期

畜産物利用学A 2 3 年前期

畜産物利用学B 2 3 年前期

畜産物利用学実験実習 1 3 年後期

合計単位数　　40単位以上
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食と健康学類管理栄養士コース

養成施設指定内規で指定する
科目区分 本学開講科目 単位 開講年次 備　　　　考

Ａ群 
（化学関係）　

化学 2 1 年前期

A～D群の各群より
１ 科目以上履修し22
単位を修得

化学実験 1 1 年前期

Ｂ群 
（生物化学関係）

生化学Ⅰ 2 1 年前期
生化学Ⅱ 2 1 年後期
生化学実験・実習Ⅰ 1 1 年前期
生化学実験・実習Ⅱ 1 1 年後期
解剖生理学Ⅰ 2 1 年前期
解剖生理学Ⅱ 2 1 年後期
解剖生理学実験・実習Ⅰ 1 2 年前期
解剖生理学実験・実習Ⅱ 1 2 年後期

Ｃ群
（微生物学関係）

微生物学 2 2 年前期
食品加工学 2 2 年後期
フードクリエイション実習 1 3 年前期

Ｄ群
（公衆衛生学関係）

公衆衛生学 2 2 年後期
食品衛生学 2 3 年前期
食品衛生学実験・実習 1 3 年後期

Ｅ群 
（その他関連科目）

医学概論 2 1 年前期

E群より18単位以上
を修得

病理学 2 2 年前期
食品学 2 1 年前期
食品学実験・実習Ⅰ 1 1 年後期
食品学実験・実習Ⅱ 1 2 年前期
調理学 2 1 年前期
調理学実験・実習Ⅰ 1 1 年後期
調理学実験・実習Ⅱ 1 2 年前期
基礎栄養学 2 1 年後期
基礎栄養学実験・実習 1 2 年前期
応用栄養学Ⅰ 2 2 年前期
応用栄養学Ⅱ 2 2 年後期
応用栄養学実習 1 3 年前期
臨床栄養学Ⅰ 2 2 年後期
臨床栄養学Ⅱ 2 3 年前期
臨床栄養学実習Ⅰ 1 2 年後期
臨床栄養学実習Ⅱ 1 3 年前期
公衆栄養学Ⅰ 2 2 年後期
公衆栄養学Ⅱ 2 3 年前期

合計単位数　　40単位以上
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4．フードスペシャリスト資格の取得

⑴　資格の概要
１ ．フードスペシャリストとは
　食の本質が「おいしさ」、「楽しさ」、「おもてなし」にあることをしっかり学び、食に関する幅広い知識
と技術を身につけた食の専門家で、食品の開発製造、流通、販売、外食などを担う食品産業をはじめ、食
関係の広範な分野での活躍が期待されています。
　本学食と健康学類は、公益社団法人日本フードスペシャリスト協会に認定された「フードスペシャリス
ト養成機関」であり、資格は ３種類あります。『フードスペシャリスト資格』は、食に関する知識 ・技術
の基本を身につけている方に与える資格、『専門フードスペシャリスト（食品開発）資格』または『専門
フードスペシャリスト（食品流通 ・サービス）資格』は、専門性や実用性をより高めた資格になります。

２．対象学生
　食と健康学類管理栄養士コースの学生で、下記の取得に必要な要件を満たさなければなりません。

３．取得に必要な要件
①卒業要件を満たすこと
②‌�フードスペシャリスト資格取得に必要な科目を別表のとおり修得すること
③フードスペシャリスト資格認定試験に合格すること
④専門フードスペシャリスト資格はフードスペシャリスト資格を取得済みまたは同時受験すること

⑵　取得方法
　認定試験は毎年１２月中旬～下旬に実施されます。合格者の発表は翌 １月下旬です。詳しい日程はUNIPA
や掲示板でお知らせします。

資格取得に必要な専門科目の修得（見込含む）

受験手続き　※１ ※１　受験手数料
・フードスペシャリスト資格：5, 500円
・専門フードスペシャリスト
（食品開発）　　　　　資格：3, 300円
（食品流通・サービス）資格：3, 300円

※２　資格認定証申請料
・フードスペシャリスト資格：5, 500円
・専門フードスペシャリスト
（食品開発）　　　　　資格：3, 300円
（食品流通・サービス）資格：3, 300円

合格

認定試験受験
（専門フードスペシャリストは、フードスペシャリスト

を取得済みまたは同時受験すること）

資格認定証申請手続き　※２

資格認定証交付
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フードスペシャリスト資格に必要な専門科目
食と健康学類管理栄養士コース

規 定 科 目 開　講　科　目 単　位 開講年次

必

修

科

目

フードスペシャリスト論 建学の精神と農食環境学概論 2 １ 年前期

食品の官能評価・鑑別論
食品学実験・実習Ⅰ 1 １ 年後期

食品学実験・実習Ⅱ 1 ２ 年前期

食物学に関する科目

食品学 2 １ 年前期

食品加工学 2 ２ 年後期

フードクリエイション実習 1 ３ 年前期

食品の安全性に関する科目 食品衛生学 2 ３ 年前期

調理学に関する科目

調理学 2 １ 年前期

調理学実験・実習Ⅰ 1 １ 年後期

調理学実験・実習Ⅱ 1 ２ 年前期

栄養と健康に関する科目
基礎栄養学 2 １ 年後期

応用栄養学Ⅰ 2 ２ 年前期

食品流通・消費に関する科目 食品流通論 2 ３ 年前期

フードコーディネート論 フードコーディネート論 2 ３ 年前期

合　　　　　　　　　　計 ２３単位

― 52 ―



5．酪農学園大学食Pro.育成プログラム資格の取得

⑴　資格の概要
食の ６次産業化プロデューサー（通称：食Pro.）制度の概要
　食Pro.は一般社団法人 食農共創プロデューサーズが実施する「食の 6 次産業化」分野の人材の育成、キャ
リア ・ アップを支援する検定制度です。生産（ 1 次産業）、加工（ 2 次産業）、流通 ・ 販売 ・ サービス（ 3
次産業）の一体化や連携によって、地域の農林水産物を活用した加工品の開発、消費者への直接販売、レ
ストラン展開など、食分野で新たなビジネスを創出できる人材を育成 ・ 認定するシステムです。
　本学の育成プログラム修了により、食Pro.レベル 1 ～ 3 までの認定を受けることができます。

対象学生
　レベル １ ：全学類に所属する学生
　レベル ２ ・ ３ ：�レベル 1 の認定を受けた農食環境学群 循環農学類、食と健康学類（管理栄養士コース

を除く）、農環境情報学類に所属する学生

⑵　取得方法
１ ．�指定された期間内に食Pro.育成プログラムに登録し、修了要件を満たした者に食Pro.育成プログラム

修了証を発行する。
２ ．‌�同修了証により 一般社団法人 食農共創プロデューサーズ（食Pro.事務局） にレベル認定申請手続き

行い所定のレベル認定を受ける。

レベルおよび修了要件
　　　レベル １（ １年次対象）

指定科目 開講年次
健土健民・農食環境学入門実習 1 年前期

全学共通科目A（ 6 次産業化と地域活性化） 1 年前期

・�レベル 1 の認定を受けるためには、全学共通科目A（ 6 次産業化と地域活性化）の単位を
出席率100％で修得することが求められます。

・‌�レベル 2 ・ 3 の認定を受けることを希望する学生は、 1 年生でレベル 1 の認定を受ける必
要があります。

※�1 年生でレベル 1 の認定を受けなかった場合、 2 年次以降も科目の履修はできますが、食
Pro.のレベル認定を受けることはできません。

　　　�レベル 2・ 3（ 2～ 4年次対象）　※レベル 1の認定を受けた農食環境学群 循環農学類、
食と健康学類(管理栄養士コースを除く)、農環境情報学類のみ

指定科目 開講年次
経営学入門 2 年前期

簿記・会計学基礎 2 年後期

マーケティング論　※ 1 2 年前期または 4 年前期

アグリデザイン実習　※ 2 3 年前期または 4 年前期
※ 1 　循環農学類の学生は 4 年次、その他の学生は 2 年次に履修する。
※ 2 　�集中授業「食Pro.クラス」での履修とする。農環境情報学類アグリデザイン領域の学
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生については 3年次、その他の学生は 4年次に履修する（他学類科目履修）。希望者
数が定員を上回り履修制限が必要な場合は、マーケティング論を除く 2年次までに修
得した科目の成績（50%） ・志望理由（50%）により選抜をする。

育成プログラム受講に関する諸条件
・ �レベル 2 ・ 3 の登録においては、原則として本学のプログラムでのレベル 1の認定を要件とする。
・ �「アグリデザイン実習」を履修するためには「健土健民 ・農食環境学入門実習」、「全学共通基礎科目
A（ 6次産業化と地域活性化）※出席率100％」、「経営学入門」、「簿記 ・会計学基礎」、「マーケティ
ング論」を修得済でなければならない。ただし、循環農学類の学生はカリキュラムの設定上、マーケ
ティング論をアグリデザイン実習と同時期（ ４年前期）に履修する。

レベル認定までのフロー
レベル 1
◆ 1年次

健土健民・農食環境学入門実習（ 1年前期）、全学共通科目A
（ 6次産業化と地域活性化）（ 1年前期）を修得

レベル １修了

申請手続き

レベル 1認定　認定証交付

レベル ２ ・ ３
◆ ２年次～

経営学入門（ 2年前期）、マーケティング論（循環農学類 4年前期、その他
2年前期）、簿記・会計学基礎（ 2年後期）を修得

　　　　　　　　　　　　　　
◆ 3～ 4年次

アグリデザイン実習を修得（農環境情報学類 3年前期、その他 4年前期）

申請手続き

レベル 2 or レベル 3認定　認定証交付

※アグリデザイン実習後の知識 ・技術によりレベル 2  or レベル 3の認定が決定します。

※審査手数料
　レベル1　5,500円 （3,000円）
　括弧は10名以上の学生を対象とした団体割引

※審査手数料
　レベル2　16,500円 （14,000円）
　レベル3　19,800円
　括弧は10名以上の学生を対象とした団体割引
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6．家畜（牛）人工授精師資格の取得

⑴　資格の概要
１ ．家畜（牛）人工授精師とは
　本学が定める授業科目を履修し、単位を修得後、本学で開催される講習会※を受講し、最終試験に合格
すると「家畜人工授精師免許」の申請に必要な「家畜人工授精師修業試験合格証」が取得できます。免許
証が交付されると、主として家畜人工授精所または農協 ・共済組合等の職員として、家畜の人工授精業務
に従事することができます。
※講習会の受講定員は、循環農学類５５名、獣医保健看護学類 ５名です。

２．対象学生
　循環農学類および獣医保健看護学類の学生で、家畜改良増殖法に基づく所定の授業科目を履修 ・単位修
得した学生が、講習会を受講することができます。講習会の受講対象は ４年生のみです。

３．取得に必要な要件
①　‌�所属学類で開講される家畜人工授精師資格取得に必要な専門教育科目を履修し、別表のとおり単位を
修得すること

②　動物実験教育訓練の講習を受講すること
③　講習会を受講し、合格すること

⑵　取得方法
　講習会は毎年、夏季休業期間に実施されます。詳しい日程や受講者の選考方法については、UNIPAや
ガイダンスでお知らせします。

６月頃：講習会に関するガイダンスを実施
８月頃：講習会実施
３月：家畜人工授精師修業試験合格証を交付

資格取得に必要な指定科目の修得

講習会　受講者選考

講習会　受講

合格

家畜人工授精師修業試験合格証　交付

※講習会では受講料を徴収します。
　詳細は、４年次の６月に実施するガイダンスで
お知らせします（別途、テキストを購入いただ
きます)。
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本学指定科目
　循環農学類

指　定　科　目 本学で指定する科目 単位 開講年次

一
般
科
目

畜産概論 畜産学総論 2 1 年後期
家畜の栄養 動物の栄養学 2 2 年前期
家畜の飼養管理 動物の行動と管理 2 2 年後期
家畜の育種 動物の育種 2 2 年後期
関係法規 （講習会で実施）

専
門
科
目

生殖器解剖 動物の機能と形態 2 2 年前期
繁殖生理
精子生理
種付けの理論

家畜繁殖学
および
家畜繁殖技術論

2

2

2 年後期

3年前期
人工授精 （講習会で実施）

実

習

家畜の飼養管理
健土健民・農食環境学入門実習
および
家畜管理・衛生学実験

1

1

1 年前期

3年前期

家畜の審査
健土健民・農食環境学入門実習
および
家畜栄養・生産学実習

1

1

1 年前期

3年前期
生殖器解剖 家畜育種・繁殖学実験 1 3 年後期
発情鑑定 （講習会で実施）
精液精子検査法 家畜育種・繁殖学実験 1 3 年後期
人工授精 （講習会で実施）

　獣医保健看護学類
指　定　科　目 本学で指定する科目 単位 開講年次

一
般
科
目

畜産概論 畜産学総論 2 2 年前期
家畜の栄養 動物栄養管理学 2 2 年後期
家畜の飼養管理 生産動物飼養管理学 2 4 年前期
家畜の育種 家畜育種学 2 4 年前期
関係法規 （講習会で実施）

専
門
科
目

生殖器解剖
家畜解剖学
および
臨床繁殖学Ａ

2

2

2 年前期

3年後期
繁殖生理
精子生理
種付けの理論

臨床繁殖学Ａ
および
家畜繁殖技術論

2

2

3 年後期

4年前期
人工授精 （講習会で実施）

実

習

家畜の飼養管理
家畜の審査

健土健民・獣医学入門実習
および
家畜管理・栄養学実験

1

1

1 年前期

4年前期
生殖器解剖 家畜育種・繁殖学実験 1 4 年後期
発情鑑定 （講習会で実施）
精液精子検査法 家畜育種・繁殖学実験 1 4 年後期
人工授精 （講習会で実施）

＊指定科目について変更が生じた場合は、随時お知らせします。
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7．家畜体内・体外受精卵移植資格の取得

⑴　資格の概要
１ ．家畜体内 ・体外受精卵移植とは
　本学が定める授業科目を履修し、単位を修得後、本学で開催される講習会※を受講し、最終試験に合格
すると「家畜体内 ・体外受精卵移植業務」の申請に必要な「家畜体内 ・体外受精卵移植修業試験合格証」
が取得できます。免許証が交付されると、主として家畜人工授精所または農協 ・共済組合等の職員として、
家畜の体内 ・体外受精卵移植業務に従事することができます。
※講習会の受講定員は、循環農学類3０名です。

２．対象学生
　循環農学類の学生で、家畜改良増殖法に基づく所定の授業科目を履修 ・単位修得し、家畜人工授精師講
習会を受講して合格した学生が、講習会を受講することができます。講習会の受講対象は ４年生のみです。

３．取得に必要な要件
①　‌�所属学類で開講される家畜体内 ・体外受精卵移植資格取得に必要な専門教育科目を履修し、別表のと
おり単位を修得すること

②　家畜人工授精師講習会を受講し、合格すること
③　家畜体内 ・体外受精卵移植講習会を受講し、合格すること

⑵　取得方法
　講習会は毎年、夏季休業期間に実施されます。詳しい日程や受講者の選考方法については、UNIPAや
ガイダンスでお知らせします。

資格取得に必要な指定科目の修得

講習会　受講者選考

講習会　受講

合格

家畜体内・体外受精卵移植修業試験合格証　交付

※講習会では受講料を徴収します。
詳細は、４年次の６月に実施するガイダンスで
お知らせします（別途、テキストを購入いただ
きます)。

６月頃：講習会に関するガイダンスを実施
９月頃：講習会実施
３月：家畜体内・体外受精卵移植修業試験合格証を

交付
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本学指定科目
　循環農学類

指　定　科　目 本学で指定する科目 単位 開講年次

一
般
科
目

畜産概論 畜産学総論 2 1 年後期
家畜の栄養 動物の栄養学 2 2 年前期
家畜の飼養管理 動物の行動と管理 2 2 年後期
家畜の育種 動物の育種 2 2 年後期
関係法規 （講習会で実施）

専

門

科

目

生殖器解剖 動物の機能と形態 2 2 年前期
繁殖生理
精子生理
種付けの理論

家畜繁殖学
および
家畜繁殖技術論

2

2

2 年後期

3年前期
人工授精 （講習会で実施）

体内受精卵移植概論
家畜繁殖技術論
および
受精卵移植論

2

2

3 年前期

4年前期

受精卵の生理及び形態

家畜繁殖学
および
家畜繁殖技術論
および
受精卵移植論

2

2

2

2 年後期

3年前期

4年前期
体内受精卵の処理及び保存 （講習会で実施）
受精卵の移植 （講習会で実施）

体外受精卵移植概論
家畜繁殖技術論
および
受精卵移植論

2

2

3 年前期

4年前期
体外受精卵の生産 （講習会で実施）

実

習

家畜の飼養管理
健土健民・農食環境学入門実習
および
家畜管理・衛生学実験

1

1

1 年前期

3年前期

家畜の審査
健土健民・農食環境学入門実習
および
家畜栄養・生産学実習

1

1

1 年前期

3年前期
生殖器解剖 家畜育種・繁殖学実験 1 3 年後期
発情鑑定 （講習会で実施）
精液精子検査法 家畜育種・繁殖学実験 1 3 年後期
人工授精 （講習会で実施）
体内受精卵の処理及び保存 （講習会で実施）
受精卵の移植 （講習会で実施）
体外受精卵の生産 （講習会で実施）

＊指定科目について変更が生じた場合は、随時お知らせします。
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8．飼料製造管理者任用資格の取得

⑴　資格の概要
　飼料製造管理者は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」に基づき、飼料の製造にあた
り特別の注意を必要とする飼料等を製造する際に、その飼料等の製造を実地に管理する業務を行います。
飼料製造管理者はその事業場ごとに法令に定められた資格を有する飼料製造管理者として設置されます。
　なお、特別の注意を必要とする飼料等としては、次のように規定されています。
①　落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料
②　抗菌性物質製剤を含む飼料
③　飼料添加物

　以下の条件を満たす者は有資格者となりますが、任用資格とはその職種に任用される資格を持つとみな
される資格です。当該職務に任用 ・任命されて初めて効力を発揮する資格です。

⑵　取得方法
　下記 １または ２に該当する方は、「飼料製造管理者届」を農林水産省大臣に届け出ることにより、飼料
製造管理者になることができます。
※個人に対して、飼料製造管理者であるという証明書の発行はされません。
１．獣医学類の学生は、卒業と同時に取得できます。
２．循環農学類の学生は、本学指定科目（下表）を修得して卒業する必要があります。
・ �飼料製造管理者の職種に就く際には、卒業証明書または成績証明書の写しを独立行政法人農林水産消費
安全技術センター（FAMIC）に提出してください。
・循環農学類の学生は、成績証明書により要件の確認が必要なため事前にFAMICにご相談ください。

　　本学指定科目
　　循環農学類の学生で、飼料製造管理者任用資格希望者は次の科目を履修 ・修得してください。

指定科目 本学で指定する科目 単位 開講年次
⑴　家畜育種学 動物の育種 ２ ２ 年後期
⑵　家畜品種論 ※該当なし
⑶　家畜繁殖学 家畜繁殖学 ２ ２ 年後期
⑷　家畜栄養学 動物の栄養学 ２ ２ 年前期
⑸　飼料学 ※該当なし
⑹　家畜管理学 動物の行動と管理 ２ ２ 年後期
⑺　家畜解剖学又は組織学 動物の機能と形態 ２ ２ 年前期
⑻　家畜生理学又は生化学 生化学Ⅰ ２ ２ 年前期
⑼　畜産物利用学 畜産物利用学Ａ ２ ３ 年前期
⑽　草地利用学 草地・飼料作物学 ２ ２ 年後期
⑾　家畜衛生学 動物の衛生 ２ ３ 年前期
⑿　畜産学汎論 畜産学総論 ２ １ 年後期
⒀　畜産経営論 酪農・畜産経営論 ２ ３ 年後期

〈本資格の問い合わせ先〉
農林水産消費安全技術センター（FAMIC）http://www.famic.go.jp
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9．シカ捕獲認証資格の取得

⑴　資格の概要
１ ．シカ捕獲認証とは
　効果的なシカ管理のためには、シカの生息状況、社会的制約、地理的状況等を考慮して、動物福祉と
食肉衛生に配慮した、安全な捕獲ができる新たな担い手を中心とした地域主体の野生動物管理体制を構
築する必要があります。一般社団法人エゾシカ協会のシカ捕獲認証（Deer　Culling　Certificate、略
称DCC）は、先進地である英国の制度をモデルとして、主にエゾシカをベースとしたシカ捕獲者や管
理者の教育と認証を行う制度です。

２．対象学生
　環境共生学類野生動物学領域の学生は、下記の要件を満たすと、シカ捕獲認証レベル １を取得するこ
とができます。

３．取得に必要な要件
①　一般社団法人エゾシカ協会が認定する別表の指定科目を履修 ・単位修得すること。
②　同科目の特定の授業回＊に全て出席すること。
③　シカ捕獲認証レベル １試験に合格すること。
＊特定の授業回については、別途ガイダンス等で説明します。

⑵　取得方法
１ ‌�． ３ 年次後学期終了までに指定科目の特定の授業回に全て出席し、単位を修得すれば受検資格を得るこ
とができます。受検資格の有無については、UNIPA等でお知らせします。
２ ‌�．試験は ４年次の ４～ ５月頃実施されます。詳しい日程や受検手続きについては、ガイダンスや
UNIPA等でお知らせします。

本学指定科目
指定科目 単位 開講年次

野生動物学の基礎 2 1 年後期
野生動物保全技術実習Ⅱ 1 ３ 年後期
鳥獣行政論 ２ ３ 年後期
野生動物と社会 ２ ３ 年前期
狩猟学 ２ 2 年後期
クマ学 ２ 2 年前期
野生鳥獣管理学 ２ 2 年後期

資格取得に必要な指定科目の
特定の授業回に出席し、単位を修得

試験

合格

シカ捕獲認証レベル１認定証　交付

受検手続き
（受検料20, 000円およびテキスト代が必要）
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10．鳥獣管理士資格の取得

⑴　資格の概要
１ ．鳥獣管理士とは
　鳥獣管理士とは、農業被害、生態系被害および生活安全など、人と野生鳥獣の軋轢に関する地域課題
の解決を担う人材の技術的能力を認証することを目的とした資格制度です。鳥獣管理士資格には、修得
した知識 ・技術等のレベルに応じて １級から ３級の資格級が設定されており、本学では準 １級から ３級
の受験資格を得ることができます。

２．対象および取得に必要な要件
　環境共生学類の学生、または卒業生で、下記の受験に必要な要件を満たし、鳥獣管理士試験に合格す
ると資格を取得することができます。

受験に必要な要件

受験級 対　象 要　件
３級 ２年次以上 指定科目より ４単位以上修得すること

２級 ３年次以上 指定科目より１０単位以上修得すること

準 １級 卒業生（大学院生）
環境共生学類野生動物学領域を卒業すること
※地球環境学領域の卒業生は対象となりません

⑵　取得方法

１ ‌�．在学生は、指定科目の単位を修得すれば受験資格を得ることができます。受験資格の有無については、
UNIPA等でお知らせします。
２ ‌�．試験は 6月 ・ １２月の 2回実施されます。詳しい日程や受験手続きについては、ガイダンスやUNIPA
等でお知らせします。

本学指定科目
指定科目 単位 開講年次

環境共生学概論 2 １ 年前期
野生動物学の基礎 2 1 年後期
動物生態学 2 ２ 年後期
自然環境実験実習Ⅰ 1 ２ 年前期
保全生物学 2 ２ 年前期
野生動物保全技術実習Ⅰ １ ３ 年前期
野生動物保全技術実習Ⅱ １ ３ 年後期
野生動物観察同定実習 1 ３ 年前期
鳥獣行政論 2 ３ 年後期
野生動物と社会 2 ３ 年前期
狩猟学 2 ２ 年後期
クマ学 2 ２ 年前期
野生鳥獣管理学 2 ２ 年後期
生息地保全管理論 2 ３ 年前期

受験手続き

試験

合格

資格認定申請手続き

鳥獣管理士資格認定証　交付

３級・２級：資格取得に必要な指
定科目の単位を修得

　　準１級：環境共生学類野生動
物学領域を卒業
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11．環境再生医資格の取得

⑴　資格の概要
１ ．環境再生医とは 
　環境省の「人材認定等事業」に登録されている資格制度で、認定NPO法人「自然環境復元協会」が制
定しており、「環境共生社会創りに必要な知識や技術を持っている」ことを示す資格となります。
　環境共生学類は、環境再生医初級の「認定校」となっており、必要な科目を修得することにより、「環
境再生医 初級」が取得できます。

２ ．対象および取得に必要な要件
　環境共生学類の在学生で、下記別表の指定科目を必要単位数修得し、所定の手続きを行った者が有資格
者になります。

⑵　取得方法
１ ．別表に示す、各項目の対応科目より必要単位以上を修得する。
２ ．環境再生医ガイダンス（オンライン）を受講する。
３ ．認定料8,000円を納付する。
４ ．所定のWEB申請フォームにて申請手続きを完了する。
� 【別表】

項目【必要単位】 対応科目 単位 開講年次
①地球環境問題・自然環境復元概論
【 ４ 単位以上】

気象学の基礎 2 2 年前期
環境共生学概論 2 1 年前期
生物分類学 2 2 年前期
アジア環境学 2 2 年前期
野生動物学の基礎 2 1 年後期
地学 2 1 年後期
生物学 2 1 年後期

②自然環境の再生【 ４ 単位以上】 植物生態学 2 2 年前期
クマ学 2 2 年前期
植生保全学 2 3 年前期
野生動物と社会 2 3 年前期
保全生物学 2 2 年前期
生息地保全管理論 2 3 年前期

③資源循環【 ２ 単位以上】 生物地球化学 2 2 年前期
再生可能エネルギー入門 2 3 年前期
バイオマス技術入門 2 3 年前期
資源リサイクルと環境保全 2 2 年後期
水圏環境化学 2 3 年前期
地理学 2 1 年前期

④環境教育・市民活動【 ２ 単位以上】ボランティア活動・NPO・NGO論 2 3 年前期
自然環境実験実習Ⅰ 1 2 年前期
海外自然環境実習 1 2 年後期
行財政学概論 2 2 年後期
自然環境実験実習Ⅱ 1 2 年後期

⑤環境行政・法令【 ２ 単位以上】 鳥獣行政論 2 3 年後期
自然環境保全と地球温暖化 2 2 年後期
国際法 2 3 年前期
法学 2 1 年後期
農業資源経済学 2 3 年後期
国際経済論 2 3 年後期
合計単位数　　14単位以上
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12．学芸員資格の取得

⑴　資格の概要
　学芸員とは、博物館資料の収集、保管、展示および調査研究その他これと関連する事業を行う「博物館
法」に定められた、博物館におかれる専門的職員のことです（動物園や水族館は「博物館」に属します）。
　なお、学芸員として活躍するには、博物館等で任用される必要があります。

対象学生
　全学群学類の学生で、以下の「博物館に関する科目」を全て修得した者が有資格者になります。ただし、
本学では「博物館実習」のみの開講となります。

⑵　取得方法
１ �．博物館に関する所定の科目が開講されている通信制大学等で、「博物館実習」を履修しようとする前
年度の後学期終了までに①～⑧の科目を修得する。1 科目でも未修得科目があった場合は、「博物館実習」
を履修することができません。

２ ．本学で「博物館実習」を履修（学外施設の実習申込みは、当該年度に学生個人が希望施設に行う）。
　※「博物館実習」には学外施設での実習のほか、学内での事前事後の学習を含めます。

3．本学を卒業し、学士の学位を取得する。

【博物館に関する科目】

科　目　名 単位 開講年次
①生涯学習概論 2 開講なし
②博物館概論 2 開講なし
③博物館経営論 2 開講なし
④博物館資料論 2 開講なし
⑤博物館資料保存論 2 開講なし
⑥博物館展示論 2 開講なし
⑦博物館教育論 2 開講なし
⑧博物館情報・メディア論 2 開講なし
⑨博物館実習 3 3 年前期
※博物館実習は、 3年次から履修することができます。

博物館実習の単位修得

博物館実習以外の科目の単位修得

大学の卒業（学士取得）により
学芸員資格取得

採用試験の受験・合格、
学芸員として勤務

【�学芸員資格を取得し、博物館など
の施設で働くまでのステップ】
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13．HACCPシステム講習（食品品質管理論）の受講 ※資格ではありません

⑴　HACCP（ハサップ）システムについて
　HACCPシステムは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入など健康への悪影響をもたらす可能
性のある危害要因（ハザード）を予防的に管理するシステムです。原材料の入荷から加工 ・調理、製品出
荷に至る全工程の中に潜む危害要因を除去又は低減させるために特に重要な管理点（CCP）を見極め、そ
れを管理し、製品の安全性 ・信頼性を確保する食品衛生管理手法です。HACCPを適切に実施する施設で
は、必要な教育 ・訓練を受けた従業員を先頭に、定められた管理手順に基づき日常の製造過程が順守され
るよう取り組むことが不可欠です。

⑵　HACCPシステム講習（食品品質管理論）について
　食と健康学類では、HACCPシステムによる工程管理を一層普及促進させるといった社会的要求に応え
るため、コーデックスのHACCPシステムについて、その実務を理解し、実際に活用できるスキルを学ぶ
ことが可能な「食品品質管理論」を開講しています。

食品品質管理論（ 3後 ・集中講義）の概要
　座学による講義によって食品衛生、基礎知識を学び、グループワークにて食品加工工程に即した
HACCPプランを作成し、グループごとにプレゼンテーションを実施します。科目を履修し最終試験に合
格した者に対し、講義終了時に食品品質管理論受講修了証を交付します。

対象学生（①～③のすべてを満たした者）
①　食と健康学類の 3 ・ ４ 年生
②　以下の科目の単位を科目登録時までにすべて修得していること

・ 管理栄養士コースを除く学生　　食品微生物学（ 2前）、乳肉科学（ 2後）
・管理栄養士コースの学生　　　　食品加工学（ 2後）、給食経営管理論Ⅰ（ 2後）

③　�以下の科目の単位を履修登録時までに修得しているか、当年度に履修登録をし、かつその授業で受
験資格を得る見込みがあること
・ 管理栄養士コースを除く学生　　食品衛生学（ 3後）

※�③の科目に関して受験資格を失った場合は、当年度における食品品質管理論の履修が確定していた場
合でも受講を辞退していただきます。

　なお、この科目では推奨する履修学年を管理栄養士コース以外では 4年生としています。その理由は、
内容が極めて実践的であるため、就職等を直前に控えることが多い 4年生の履修が時期的に適している点
が挙げられます。ただし、 ３年生での履修を完全に妨げるものではありません。

履修方法について
・ 本科目は、履修人数に制限を設けているため、UNIPAからの履修登録はできません。
・年度始めに、教務課からUNIPAより配信される履修申請方法に従って申し込んでください。
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履修希望者の選抜について
　履修希望者が70名を大きく上回る場合は授業運営に支障が出ますので、履修登録できる者を選抜します。
選抜の方法は以下の順番（ア）→（ウ）で行います。
　（ア）　P64「対象学生」の②にある 2科目のみで算出したGPAの値での上位者
　（イ）　管理栄養士コースであれば 3年生、管理栄養士コース以外であれば 4年生を優先する
　（ウ）　受講しようとする前年までのトータルGPAの上位者
※�過去に、履修が認められたにもかかわらず自主的に履修しなかった者は、この選抜から外します。た
だし、履修希望者数が定員を満たさなかった場合に限り履修を認めます。

注意事項
　本科目は、厚生労働省の基準（平成 9年 2月 3日付衛食第31号、衛乳第36号厚生省生活衛生局食品保健 ・
乳肉衛生課長連名通知）に基づいて授業設計がなされていますが、あくまでも本学においてHACCPの実
務者となるために必要な知識とスキルを身につけるために開講するものです。そのためこの科目の単位を
修得したからといって、HACCPに関する公式の資格を得るものではありません。

14．�数理・データサイエンス・AI教育プログラム（リテラシーレベル） �
～MDASHプログラム～

　本学では、デジタル社会の基盤である「数理 ・データサイエンス ・ AI」への関心を高め、当該分野に
係る基礎的能力の向上を図るため、2024年度から全学群生を対象とした【リテラシーレベル ・プログラム】
を開始しました。
　本プログラムは、文部科学省「数理 ・データサイエンス ・ AI教育プログラム認定制度（リテラシーレ
ベル）」に認定されています。

プログラム概要
　本学の「数理 ・データサイエンス ・ AI教育プログラム（リテラシーレベル）」は、幅広い学生が履修可
能となるよう、基盤教育の「自然科学教育」と「情報教育」にある １年次と 2年次の配当科目を対象とし
ています。
　本プログラムは、文部科学省のモデルカリキュラムに沿う形で、「情報科学の基礎」「情報処理基礎演習」
の ２科目に加え、農食環境学群では「統計学I」、獣医学群では「統計学Ⅱ」のそれぞれ ３科目にリテラシー
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レベルの教育内容を網羅しています。
　プログラムの前半では講義形式を中心として、数理 ・データサイエンス ・ AIと実社会 ・実生活および
農学、畜産学、環境科学、獣医学との結びつきに関する動向、課題、可能性について学び、後半では演習
形式を中心として、スプレッドシート（表計算ソフト）および導入的な統計プログラミングにより、デー
タの統計的処理、表現、分析のプロセスについて学びます。

プログラムの目的
　デジタル社会の基盤である「数理 ・データサイエンス ・ AI」への関心を高め、当該分野に係る基礎的
能力の向上を図ることを目的とする。

特色（講義 ・演習の工夫）
　データの分析を通して、意外な事実や興味深い相関関係を発見することにより、データ分析の面白さを
理解できる。
　分析結果をグラフや図などの視覚的な表現を用いた発表をすることにより、自身の学習成果を共有し、
互いに刺激し合いながら学びを深めることができる。

身に付けることのできる能力
　統計データを整理 ・解釈し、「データを読む、説明する、扱う」といった数理 ・データサイエンス ・ AI
の基本的な活用法を身に付ける。
　数理 ・データサイエンス ・ AIがもたらす社会変化を理解する。
　データ ・ AIの利活用の現場や、そこで使用されている技術を理解する。
　データ ・ AIを利活用する際の留意事項を理解する。

履修科目について

科目名 開講期 単位数 必修・選択の別

情報科学の基礎 農食環境学群　 １年後学期
獣医学群　　　 １年前学期 ２単位 選択

情報処理基礎演習 農食環境学群　 １年前学期
獣医学群　　　 １年後学期 １単位 必修

統計学Ⅰ（農食環境学群） ２年前学期 ２単位 必修

統計学Ⅱ（獣医学群） ２年後学期 ２単位 必修

修了について
　通常の科目履修の際に、農食環境学群では「情報科学の基礎」「情報処理基礎演習」「統計学I」、獣医学
群では「情報科学の基礎」「情報処理基礎演習」「統計学II」の履修登録を行い、全ての対象科目の単位を
修得することを要件とします。
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酪農学園大学農食環境学群履修規程

Ⅳ 酪農学園大学関連規程

（目　　的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学学則（以下「学則」

という。）第29条の規定に基づき、農食環境学
群の履修等に関する事項を定めることを目的と
する。

（授業科目）
第 ２条　授業科目及び単位数並びに開講年次は、別表

Ⅰ「授業科目履修年次配当表」のとおりとする。
２　授業科目履修年次配当は、やむを得ない事情
で変更することがある。

（授　　業）
第 ３条　授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実

技のいずれかにより、又は、これらの併用によ
り行う。

（卒業の要件）
第 ４条　卒業の要件を満たすには、学則第13条に定め

る修業年限以上在学し、別表Ⅱ ｢卒業必要単位
数」による単位を修得しなければならない。
２　卒業の要件を満たした者は、教授会の議を経
て、学長が卒業を認定する。

（進級認定）
第 ５条　学類及び学年別の進級要件は、次のとおりと

する。
⑴　�循環農学類に所属する学生については、 １
～ ３年次各学年終了時において、卒業必要
単位数に算入される科目で、次の要件を満
たした者を、教授会の議を経て、上級年次
への進級を認定する。

学類名 進級要件

循環農学類
１年次終了時 20単位以上修得
２年次終了時 55単位以上修得
３年次終了時 90単位以上修得

⑵　�食と健康学類（管理栄養士コースを除く。）
に所属する学生については、 ２年次終了時
において、卒業必要単位数に算入される科
目で、次の要件を満たした者を、教授会の
議を経て、 ３年次への進級を認定する。

学類名 進級要件
食と健康学類
（管理栄養士コースを除く。） ２ 年次終了時 55単位以上修得

⑶　�食と健康学類管理栄養士コースに所属する
学生については、 １～ ３年次各学年終了時
において、卒業必要単位数に算入される科
目で、次の要件を満たした者を、教授会の
議を経て、上級年次への進級を認定する。

学類名 進級要件

食と健康学類
管理栄養士コース

１ 年次
終了時

１年次に開講する全ての必修科目数
（合計25科目）のうち、22科目以上修得

２年次
終了時

２年次までに開講する全ての必修科目数
（合計46科目）のうち、44科目以上修得

３年次
終了時

３年次までに開講する全ての必修科目数
（合計66科目）のうち、64科目以上修得

⑷　�環境共生学類に所属する学生については、
１～ ３年次各学年終了時において、卒業必
要単位数に算入される科目で、次の要件を
満たした者を、教授会の議を経て、上級年
次への進級を認定する。

学類名 進級要件

環境共生
学類

１年次終了時 20単位以上修得
２年次終了時 55単位以上修得
３年次終了時 90単位以上修得

⑸　�農環境情報学類に所属する学生について
は、 １～ ３年次各学年終了時において、卒
業必要単位数に算入される科目で、次の要
件を満たした者を、教授会の議を経て、上
級年次への進級を認定する。

学類名 進級要件

農環境情報
学類

１年次終了時 20単位以上修得
２年次終了時 55単位以上修得
３年次終了時 90単位以上修得

２　前項に定める要件を満たせない者は留年と
し、同一学年で ２回留年となった者には、学生
担当教員（アドバイザー又は研究室指導教員）
と協議した上で、学群長より退学勧告をするこ
とがある。ただし、休学による留年は対象とし
ない。

（必修科目）
第 ６条　必修科目とは、修得しなければ卒業を認めら

れない授業科目をいう。
２　必修科目の単位は、他の授業科目の単位を
もって代えることはできない。
３　必修科目は、所定の年次において履修しなけ
ればならない。
４　所定の年次において未修得となった必修科目
は、次年度に他の授業科目に優先させて履修し
なければならない。

（選択科目）
第 ７条　選択科目とは、必修科目以外の授業科目をい

う。
２　卒業に必要な単位数を満たすために、必修科
目に加えて選択科目の単位を修得しなければな
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らない。
（履修登録及び履修）
第 ８条　履修しようとする授業科目は、指定期間内に

教務課に指定された方法により登録手続きをし
なければならない。
２　履修登録をしない者は、修学の意志がないも
のとみなす。
３　同一時限に ２科目以上履修することはできな
い。ただし、履修すべき科目の時間割（集中授
業 ・補講を含む。）が重複する場合は教務課に
申し出なければならない。
４　同一年度に同一の授業科目を重複して履修登
録することはできない。ただし、卒業年次の後
学期に限り、当該年度の前学期に未修得となっ
た授業科目が後学期にも開講される場合は、後
学期履修登録変更時において、再度履修登録す
ることができる。
５　既に単位を修得した授業科目を、再度履修す
ることはできない。ただし、編入学者が教職課
程の教科に関する専門教育科目を履修する場合
は、この限りではない。
６　上級年次に配当された授業科目は、原則とし
て履修することはできない。ただし、留年になっ
た者が次年次配当の選択科目（実験 ・実習を除
く。）を履修する場合は、この限りではない。
７　食と健康学類管理栄養士コースは前項ただし
書きの定めによらず、留年になった者は次年次
配当の必修科目（実験 ・実習を除く。）を履修
することができる。この場合、半期の履修科目
の上限は、前年度までの未修得科目数を含む10
単位までとする。
８　クラス別編成になっている授業科目は、指定
されたクラスの授業時間表に従って履修しなけ
ればならない。
９　礼拝の時間に授業科目を履修することはでき
ない。

10　履修登録した以外の授業科目を受講すること
はできない。

11　履修登録した以外の授業科目を受講し、試験
に合格しても単位は認めない。
12　履修は入学時に示した授業科目履修年次配当
表による。従って、下級年次から教育課程が変
更になった場合、振替可能な授業科目以外の新
しい授業科目を履修することはできない。

（履修制限及び開講取り消し）
第 ９条　 １年次において、年間48単位、 １学期につき

26単位を超えて履修することはできない。 ２年
次以降において、年間46単位、 １学期につき24
単位を超えて履修することはできない。
２　学外農場実習、博物館実習並びに教職課程教
育科目及び単位互換協定に基づき履修する他大
学の科目は履修制限から除外する。

３　第22条第 ４項に該当する学業成績良好な学生
は、同項に定める単位数を上限とする。
４　履修者数が10名未満の授業科目は、当該年度
の開講を取り止め、隔年開講とする場合がある。
５　その他に履修を制限する場合がある。

（他学類の授業科目の履修）
第10条　他学類科目の履修方法等については、「酪農

学園大学他学類授業科目履修規程」に定める。
（他大学等で修得した単位の取扱い）
第11条　他大学等で修得した単位の取扱いについて

は、別に定める。
（履修授業科目の変更）
第12条　履修授業科目の変更は、次の事由が発生した

場合、その都度認める。
⑴　授業時間表に変更があった場合。
⑵　履修登録内容に不備があった場合。
⑶　その他やむを得ないと認められる場合。

（授業時間）
第13条　授業時間の １時間の単位は45分とする。

２　授業時間は次の時限に区分する。
時限 時　　　　間 時限 時　　　　間
1 9 時00分～ 9時45分 7 14時40分～15時25分
2 9 時45分～10時30分 8 15時25分～16時10分
3 10時40分～11時25分 9 16時20分～17時05分
4 11時25分～12時10分 10 17時05分～17時50分
5 13時00分～13時45分 11 18時00分～18時45分
6 13時45分～14時30分 12 18時45分～19時30分
３ 　授業時間割表は、学年の始めに定める。
４　11、12時限目は主として補講を実施する。

（試　　験）
第14条　授業科目の単位を認定するための試験を行

う。
２　試験は、毎学期 １回以上行うことを原則とす
る。
３　試験は、平常試験及び定期試験並びに追試験
とする。
４　試験は、筆答試験又はレポ－ト等担当教員が
適当と認める方法によって行う。
５　実験、実習及び演習等にあっては、その成績
考査をもって試験に代えることができる。

（平常試験）
第15条　平常試験とは、授業科目担当教員が必要に応

じて、随時行う試験をいう。
（定期試験）
第16条　定期試験とは、学期末に行われる試験をいう。

２　定期試験は、原則として前学期は ７月下旬か
ら ８月上旬、後学期は １月下旬から ２月上旬に
行う。
３　試験時間は、原則として60分とする。

（追 試 験）
第17条　追試験は、やむを得ない事由で定期試験を受

けることのできなかった者に対して行う試験を
いう。
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２ 　追試験は、原則として次の場合に認める。
⑴　第25条第 １ 項の規定（公認欠席）により受

験不可能になった場合（証明する書類を添付）
⑵　公認欠席の対象ではない病気 ・ 怪我により

受験不可能になった場合（医師の診断書又は
治療費領収書を添付（受診日又は入院療養等
に要した期間が試験日を含む証明書であるこ
と。ただし、治療費領収書の場合は受診日の
み有効））

⑶　交通機関の遅延 ・ 事故により受験不可能に
なった場合（遅延証明書又は運休証明書を添
付）

⑷　就職試験により受験不可能になった場合
（試験の日時を証明する書類を添付）

⑸　その他災害等やむを得ない事由により受験
不可能になった場合（証明する書類を添付）

３ 　追試験を受験しようとする者は、定期試験後
７ 日以内に、試験欠席届を教務課に提出し、許
可を得なければならない。

４ 　追試験は、定期試験後10日以内に実施する。
この期間に受験できない場合は原則として受験
資格を失う。

５ 　追試験を許可された者は、追試験票の交付を
受け、試験時に試験監督者にこれを提出しなけ
ればならない。

（試験時間割）
第18条　定期試験の時間割表は、開始10日以前に学生

に告示する。
（受験資格）
第19条　受験資格は次のとおりとし、受験資格のない

者は試験を受けることができない。
⑴　当該授業科目を履修登録していること。
⑵　講義科目については、授業時間総数の ３ 分

の ２ 以上出席していること。
⑶　実験科目、実習科目、演習科目及び体育実

技については、授業時間総数の ５ 分の ４ 以上
出席していること。

⑷　追試験については追試験票の交付を受けて
いること。

⑸　学生証を所持していること。
⑹　当該学期の学納金を納付していること。

（試験に関する注意）
第20条　受験中机上には、試験監督者が見やすい位置

に学生証を置き、その他試験科目担当教員が認
めるもの以外は置いてはならない。

２ 　受験中は、携帯電話、スマートフォン、ウェ
アラブル端末（スマートウォッチやスマートグ
ラス等。）、タブレット端末、電子辞書、ICレコー
ダー、音楽プレーヤー、補聴器を除くイヤホン
等の電子機器類は電源を切り、かばん等にしま
うこと。

３ 　試験開始後20分を経過した後は、試験場に入
場できない。

４ 　試験開始後25分間は、退場できない。
５ 　答案用紙に、学類、学年、学籍番号、氏名の

記入のないものは無効とする。
６ 　試験場では、試験監督者の指示に従わなけれ

ばならない。
７ 　試験を遠隔で実施する場合はこの限りではな

い。遠隔試験に関する注意事項は第18条第 １ 項
に定める定期試験の時間割表告示の際に通知す
る。

８ 　試験において不正行為をした者は、直ちに受
験停止のうえ、学則第40条の規定により厳重な
処分をする。

（成　　績）
第21条　授業科目の成績は、試験により決定する。

２ 　成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｐ及びＦの ７
種の評語をもって表示し、各成績評語基準は次
項に示すとおりとする。ただし、第19条第 ２ 号
及び第 ３ 号を満たせず受験資格のない科目は

「×」、編入学や入学前の既修得単位等の振替認
定科目は「認」と表示する。また、「基礎演習」、

「健土健民 ・ 農食環境学入門実習」、「学外農場
実習」の評価は、Ｐ（合格）、Ｆ（不合格）の
２ 種の評語で表示する。 

３ 　成績評語基準は、次のとおりとする。
　　　　合　格　　‌�Ｓ（100～90点）、Ａ（89～80点）、

Ｂ（79～70点）、Ｃ（69～60点）
　　　　　　　　　Ｐ‌�（「基礎演習」､「健土健民 ・ 農

食環境学入門実習」､「学外農場
実習」の合格）

　　　　不合格　　Ｄ‌�（59点以下及び試験欠席）
　　　　　　　　　Ｆ‌�（「基礎演習」､「健土健民 ・ 農

食環境学入門実習」､「学外農場
実習」の不合格）

４ 　学則第36条第 １ 項により除籍となった者は、
当該学期の履修成績を抹消する。

（Ｇ Ｐ Ａ）
第22条　全履修科目の成績の平均値を表したＧＰＡ

（Grade Point Average／グレード ・ ポイント ・
アベレージの略）は、各履修科目のグレード ・
ポイントに科目の単位数を乗じた値を全履修科
目分合算し、その値を全履修科目の単位数の合
計で除したものであり、以下の計算式によって
算出する。

ＧＰＡ＝ ［（科目の単位数）×（その科目で得たグレード ・ ポイント）］の総和
　　　　　　　　　　履修科目単位数の総和

２ 　評価ごとのグレード ・ ポイントは次のとおり
とする。ただし、認とＰ、Ｆは対象外とする。

　　　　Ｓ（100～90点）：4.0、Ａ（89～80点）：3.0、
　　　　Ｂ（79～70点）：2.0、Ｃ‌�（69～60点）：1.0、
　　　　Ｄ（59点以下、試験欠席）： 0 、
　　　　×（受験不可）： 0

３ 　「基礎演習」、「健土健民・農食環境学入門実
習」、「学外農場実習」及び教職課程教育科目は
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ＧＰＡ算出の対象外とする。
４　履修登録時において前年度のＧＰＡが3.1以
上の者は、年間50単位、 １学期26単位を上限と
して履修することができる。
５　前項の規定は復学時においては、休学前直近
年度のＧＰＡを適用する。
6　 ２学期連続してＧＰＡが1.0未満の者につい
ては、学生担当教員と連携のもと、学類長より
指導 ・助言を行う。
7　 ３学期連続してＧＰＡが1.0未満の者につい
ては、学生担当教員と協議した上で、学群長よ
り退学勧告を行う。
8　前項の規定により退学した者が、科目等履修
生として履修した科目を算入して累積ＧＰＡが
1.0以上に改善し、再入学を願い出た場合には、
教授会の議を経て、退学時の学年学期の次学期
に再入学を許可することができる。

（成績発表）
第23条　成績は、所定の方法をもって発表する。その

他授業科目担当教員が必要に応じて成績を発表
する。
２　成績は、学生の保証人に通知する。

（欠　　席）
第24条　病気・怪我、交通機関の遅延・事故、就職活動、

その他の理由で授業を欠席する場合は、「欠席
届」（教務課に常備）を欠席する授業科目担当
教員に届け出なければならない。
２　前項の欠席は、授業時間総数に算入する。

（公認欠席）
第25条　公認欠席は、次の場合に限り認められる。

公認欠席に該当する事由 認定日数 申請期限

⑴
学外で行
われる教
育課程

ア　ゼミ調査
（‌�専門ゼミナールⅠ・Ⅱ、
卒業研究Ⅰ・Ⅱ、研究
発表）

年間 ７授業日以内
（本事由によ
る公認欠席は
１授業科目に
つき ２回まで
とする。）

調査の初日
（移動日があ
る場合は移動
日）の ７日前
まで

イ　学外農場実習 年間14日以内 実習の初日
（移動日があ
る場合は移動
日）の ７日前
まで

ウ　キャリア実習
エ　�海外自然環境実習
（環境共生学類及び
農環境情報学類）

オ　�アグリデザイン実習
（農環境情報学類）

カ　�給食管理実習Ⅱ、臨
床栄養学実習Ⅲ、臨
床栄養学実習Ⅳ、公
衆栄養学実習Ⅱ（食
と健康学類管理栄養
士コース）

各年間 ７授業
日以内
（本事由によ
る公認欠席は
１授業科目に
つき ２回まで
とする。）

実習の初日
（移動日があ
る場合は移動
日）の ７日前
まで

キ
‌��教職に関
する実習

①‌
教育実習
（事前打合わせ含む。）

年間14日以内
（遠隔地は前
後各 １日を加
える｡ また実
習校の都合で
延長した場合
の日数も加え
る。）

実習の初日
（移動日があ
る場合は移動
日）の ７日前
まで

②
介護等体験
（特別支援学校）

年間 ２日以内
（遠隔地は前
後各 1日を加
える。）

実習の初日
（移動日があ
る場合は移動
日）の ７日前
まで

③
介護等体験
（社会福祉施設）

年間 ５日以内
（遠隔地は前
後各 １日を加
える。）

実習の初日
（移動日があ
る場合は移動
日）の ７日前
まで

⑵
課外活動

ア　‌�運動部等で対学
校試合等、大学
を代表して出場
する場合

イ　‌�文化部等で大学
を代表して出席
する場合

ウ　‌�学生会役員で会
合に出席する場
合

各学期 １回､
６ 授業日以内
※‌�同一曜日の
重複は認め
ない。

※‌�準備、後片
付け、見学
会、調査等
は、認めな
い。

大会等の初日
（移動日があ
る場合は移動
日）の ７日前
まで

⑶
その他

ア　‌�忌引き
　　 （ ２親等以内の親族）

年間 ７授業日以内
（本事由によ
る公認欠席は
１授業科目に
つき １回まで
とする。）

葬儀終了後
７日以内

イ　‌�学校保健安全法
第19条に基づく
出席停止

学校保健安全
法施行規則第
19条に定める
出席停止の期
間

登校許可が
出た日から
５日以内

２　前項の公認欠席は、授業時間総数に算入しな
い。
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３ 　第 １項に該当する公認欠席は、次の手続きを
しなければならない。
⑴　第 １項の⑴の該当授業科目担当教員は、申
請期限前に「㊣公認欠席願」を教務課に届け
出なければならない。

⑵　第 １項の⑴キの教職に関する実習①に該当
する公認欠席で、教育実習の事前打合せにつ
いては、打合せであることが分かる資料及び
実習校からの証明書等を提出しなければなら
ない。

⑶　第 １項の⑵の該当団体は、申請期限前に
「◯外公認欠席願｣ に ｢理由に関する資料｣ を
添付し、団体顧問（本学教員）の認印を受け
た後、学生支援課に届け出なければならない。

⑷　第 １項の⑶アの公認欠席該当学生は、申請
期限前に会葬礼状の写し、葬儀の実施内容が
分かる葬儀施行証明書等又は保証人の証明書
を持参の上、教務課に届け出なければならな
い。

⑸　第 １項の⑶イの公認欠席該当学生は、申請
期限前に医師の診断書（療養期間の記載があ
るもの）、本学所定の法定感染症病状証明書
又は本学所定の罹患申請書（所定の添付書類
を含む。）を医務室に持参し、学校医の証明
後に教務課に届け出なければならない。

⑹　第 １項の公認欠席該当学生は、所定の申請
後、手続きを指定された部署の証印を受けた
公認欠席届を受け取り、欠席した授業科目担
当教員に原則14日以内に届け出なければなら
ない。

４　第 １項の公認欠席の回数は、 １つの授業科目
において当該授業回数の ３分の １を超えること
ができないものとする。
５　第 １項⑴及び⑵に該当する公認欠席は、原則
定期試験期間を含むことができないものとす
る。
６　第 １項の申請期限を過ぎた申請は、認めない。
ただし、学生の自己都合によらない不可抗力に
よる理由の場合、認めることがある。

（改　　廃）
第26条　この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長

が決定する。

　附　則（2011年 ４ 月 １ 日規程2011－ ５ 号）
この規程は、2011（平成23）年 ４月 １日から制定 ・施
行する。
　附　則
１　この規程は、2012（平成24）年 ４月 １日から施行
する。

２　規程第 ５条については、2011（平成23）年度入学
生から適用する。

　附　則
１　この規程は、2015（平成27）年 ４月 １日から施行

する。
２　2014（平成26）年度以前の入学生については、第
２条第 １項、第 ４条および第 ５条の適用は、なお
従前の規程による。

　附　則
１　この規程は、2016（平成28）年 ４月 １日から施行
する。

２　別表Ⅰは、2015（平成27）年度入学生から適用し、
2014（平成26）年度以前の入学生については、な
お従前の規程による。

　附　則
この規程は、2016（平成28）年 ８月 １日から施行する。
　附　則（2018年10月 1 日改正規程2018-26号）
この規程は、2018（平成30）年10月 １ 日から施行する。
　附　則（2020年 ４ 月 １ 日改正規程2020- ５ 号）
１　この規程は、2020年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　別表Ⅰ及び別表Ⅱは、2019年度以前の入学者につ
いては、なお従前の規程による。

　附　則（2020年12月17日改正規程2020-44号）
１　この規程は、2021年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　第 ２条第 １項、第 ４条、第 ５条、第 ８条第 ７項､
第 ９条、第21条及び第22条の規定は､ 2021年度入
学生から適用し、2020年度以前の入学生について
は、従前の規程による。

３　別表Ⅰ、別表Ⅱは、2021年度入学生から適用し、
2020年度以前の入学生については、従前の規程に
よる。

　附　則（2021年 3 月11日改正規程2020-49号）
１　この規程は、2021年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　第25条の規程は、2021年度入学生から適用し、
2020年度以前の入学生については、従前の規程に
よる。

　附　則（2022年 １ 月13日改正規程2021-218号）
１　この規程は、2022年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　第22条の規定は、2021年度入学生から適用し、
2020年度以前の入学生については、従前の規程に
よる。

３　別表Ⅰ及び別表Ⅱは2020年度以前の入学生につい
ては従前の規程による。

　附　則
１　この規程は、2026年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　この規程は、2026年度入学生から適用し、2025年
度以前の入学生については、従前の規程による。
ただし、第 ８条、第 ９条、第10条、第12条、第14
条、第17条、第19条、第20条並びに第25条第 ３項
第 ２号、第 ４号及び第 ５号の規定については、
2025年度以前の入学生についても適用する。
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科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

共
通
教
育

酪農学園
導入教育

5
単
位

基礎演習 ① 2
キリスト教学Ⅰ ② 2
キリスト教学Ⅱ ② 2

基
盤
教
育

人
文
社
会
科
学
教
育

6
単
位
以
上

キリスト教と諸宗教 2 2
キリスト教と生命倫理 2 2
哲学 2 2
心理学 2 2
文学 2 2
社会学 2 2
日本史 2 2
世界史 2 2
地理学 2 2
法学 2 2
日本国憲法 2 2
経済学 2 2

自
然
科
学
教
育

6
単
位
以
上

数学Ⅰ 2 2
数学Ⅱ 2 2
統計学Ⅰ ② 2
統計学Ⅱ 2 2
生物学 ② 2
生物学実験 1 3
化学 2 2
化学実験 1 3
物理学 2 2
物理学実験 1 3
地学 2 2
地学実験 1 3

保健
体育
教育

2
単
位
以
上

運動の科学 2 2
体育実技Ⅰ ① 2
体育実技Ⅱ 1 2

情報 
教育

1
単
位
以
上

情報科学の基礎 2 2
情報処理基礎演習 ① 2
情報処理演習 1 2

外
国
語
教
育

8
単
位
以
上

英語Ⅰ ② 2
英語Ⅱ ② 2
英語Ⅲ ② 2
英語Ⅳ ② 2
外国語演習Ⅰ 2 2
外国語演習Ⅱ 2 2
中国語Ⅰ 2 2
中国語Ⅱ 2 2
ハングルⅠ 2 2
ハングルⅡ 2 2
日本語Ⅰ（留学生科目） 2 2
日本語Ⅱ（留学生科目） 2 2

キャリア教育

2
単
位
以
上

キャリアベーシック ① 2
キャリアデザインⅠ ① 2
キャリアデザインⅡ 1 2
キャリア実習 1 3

別表Ⅰ　授業科目履修年次配当表　循環農学類
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科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

共
通
教
育

全学共通教育

全学共通科目Ａ 2 2
全学共通科目Ｂ 2 2
博物館実習 3 9
学外農場実習 4 12

学群専門 
導入教育

3
単
位

健土健民・農食環境学入門実習 ① 3
建学の精神と農食環境学概論 ② 2

専
門
教
育

学
群
専
門
教
育

Ａ
群

24
単
位
以
上

経営学入門 2 2
農業政策学Ⅰ 2 2
簿記・会計学基礎 2 2
農畜産物市場論 2 2
営農システム論 2 2
アグリビジネス論 2 2
農業協同組合論 2 2
マーケティング論 2 2

Ｂ
群

物質化学Ａ 2 2
物質化学Ｂ 2 2
生化学Ⅰ 2 2
生化学Ⅱ 2 2
植物生態学 2 2
微生物学 2 2
乳肉科学 2 2
食品化学 2 2
栄養生理学 2 2
動物生態学 2 2
気象学の基礎 2 2
野生鳥獣管理学 2 2
食品分析学 2 2
公衆衛生学 2 2
食品衛生学 2 2
畜産物利用学Ａ 2 2
畜産物利用学Ｂ 2 2

循
環
農
専
門
教
育

専
門
演
習

8
単
位
以
上

専門ゼミナールⅠ ② 2
専門ゼミナールⅡ ② 2
卒業研究Ⅰ ② 2
卒業研究Ⅱ ② 2
研究発表 2 2

専
門
科
目

16
単
位
以
上

農と食の関係学 ② 2
農場から食卓までの体験実習 ① 3
畜産学総論 ② 2
植物生産学入門 ② 2
循環農学類演習Ⅰ ① 2
循環農学類演習Ⅱ ① 2
土壌学 2 2
草地・飼料作物学 ② 2
農業機械・施設学 2 2
農業生産化学 2 2
動物科学入門実験・実習 1 3
農業経営学 2 2
酪農・畜産経営論 2 2
受精卵移植論 2 2
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科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1年 2年 3年 4年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

専
門
教
育

循
環
農
専
門
教
育

応
用
科
目

動
物
科
学
領
域

23
単
位

動物遺伝学 2 2
動物の栄養学 2 2
動物の機能と形態 2 2
動物の育種 2 2
家畜繁殖学 2 2
家畜育種・繁殖学実験 1 3
動物の行動と管理 2 2
動物の衛生 2 2
家畜管理・衛生学実験 1 3
家畜繁殖技術論 2 2
家畜栄養・生産学実習 1 3
肉用家畜学 2 2
乳用家畜学 2 2

植
物
生
産
学
領
域

23
単
位

作物栄養学 2 2
土壌・作物栄養学実験 1 3
応用昆虫学 2 2
植物生理学 2 2
作物生産学Ⅰ 2 2
作物生産学Ⅱ 2 2
園芸生産学Ⅰ 2 2
園芸生産学Ⅱ 2 2
作物園芸学実習Ⅰ 1 3
作物園芸学実習Ⅱ 1 3
植物遺伝育種学 2 2
植物病理学 2 2
植物育種・保護学実験Ⅰ 1 3
植物育種・保護学実験Ⅱ 1 3

教
職
課
程
教
育

教職入門 2 2
教育原理 2 2
教育心理学 2 2
特別支援教育論 2 2
教育方法・ICT活用論 2 2
生徒・進路指導論 2 2
教育課程論 2 2
教育相談論 2 2
特別活動論 2 2
農業科教育法Ⅰ 2 2
農業科教育法Ⅱ 2 2
職業指導Ⅰ（農業） 2 2
職業指導Ⅱ（農業） 2 2
理科教育法Ⅰ 2 2
理科教育法Ⅱ 2 2
理科教育法Ⅲ 2 2
理科教育法Ⅳ 2 2
教育社会学 2 2
総合的な学習の時間の指導法 2 2
道徳教育指導論 2 2
教育実習（中・高１免） 5 5
教育実習（高１免） 3 3
教職実践演習（中・高１免） 2 2

自由科目 他学類科目
他大学等単位互換科目
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備考
１ ‌�．単位数の〇数字は必修科目を示す。
２ ‌�．開講年次欄の数字は週当たりの授業時間数を示す。
３ ‌�．卒業必要単位数欄の単位数は各科目区分における
卒業に必要となる単位数を示す。
４ ‌�．共通教育は酪農学園導入教育 ５単位、基盤教育の
人文社会科学教育 ６単位以上、自然科学教育 ６単位
以上、保健体育教育 ２単位以上、情報教育 １単位以
上、外国語教育 ８単位以上、さらに、キャリア教育
２単位以上、学群専門導入教育 ３単位を含み、合計
33単位以上を修得しなければならない。
５ ‌�．外国語教育の中国語、ハングルはⅠを履修中又は
修得済みでなければⅡの履修は認められず、Ⅰが
「×」若しくは「D」の場合、後学期のⅡの履修を
認めない（取消とする）。
　�　なお、「日本語Ⅰ ・日本語Ⅱ」は外国人留学生用
の科目である。外国人留学生は、「日本語Ⅰ ・日本
語Ⅱ」の ４単位を修得しなければならないが、日本
語が一定の能力に達していると認められる場合は履
修を免除することがある。
６ ‌�．専門教育の学群専門教育は、A群 ・ B群の中から
24単位以上を修得しなければならない。
７ ‌�．専門教育の専門演習は、 ８単位以上を修得しなけ
ればならない。
８ ‌�．専門教育の専門科目は、16単位以上を修得しなけ
ればならない。
９ ‌�．専門教育の応用科目は、いずれかの領域を選択の
上、領域の開講科目を全て修得しなければならない。
　�　領域の決定は １年次後学期とし、学生の希望を考

慮して行う。ただし、実験 ・実習の運営に支障が生
じる場合には、人数の調整をすることがある。

　�　なお、編入学、転学類（ 1年次への転学類を除く）
をした者は、編入学及び転学類決定後から履修登録
期間までに領域を決定する。

　�　また、原則として、領域の変更は認めないが、教
育上必要である場合に限り、学類長と面談の上、認
めることができる。

10‌�．専門教育は、 ６～ ９の要件を満たし、合計71単位
以上を修得しなければならない。

11‌�．「科目区分をまたがって修得すべき単位数」とし
て20単位以上修得しなければならない。「科目区分
をまたがって修得すべき単位数」には、共通教育及
び専門教育の修得単位が修得すべき単位数を超えた
場合、その単位数が該当する。

12‌�．自由科目は、他学類科目および他大学等単位互換
科目とする。「科目区分をまたがって修得すべき単
位数」として20単位まで卒業に必要な単位数に算入
することができる。

13‌�．「研究発表」は、「卒業研究Ⅰ」を履修中又は修得
済みでなければ履修は認められず、「卒業研究Ⅰ」
が「×」若しくは「D」の場合、履修を認めない（取
消とする）。

14‌�．教職課程教育の修得単位は卒業に必要な単位数に
は算入しない。

15‌�．卒業に必要な単位数は124単位以上である。各科
目区分の単位数を満たした上で、さらに自由科目ま
たは科目区分をまたがって最低20単位以上修得しな
ければならない。
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別表Ⅱ　卒業必要単位数

科　　目　　区　　分 修得すべき
最低単位数

科目区分をまたがって
修得すべき最低単位数

共通教育

酪農学園導入教育 5単位

20単位

基盤教育

人文社会科学教育 6単位
自然科学教育 6単位
保健体育教育 2単位
情報教育 1単位
外国語教育 8単位

キャリア教育 2単位
全学共通教育
学群専門導入教育 3単位

小計 33単位

専門教育

学群専門教育 Ａ群 24単位Ｂ群

循環農専門教育

専門演習 8単位
専門科目 16単位

応用科目 動物科学領域 23単位
植物生産学領域

小計 71単位
自由科目

総計 124単位

科　　目　　区　　分 修得すべき
最低単位数

科目区分をまたがって
修得すべき最低単位数

共通教育

酪農学園導入教育 5単位

20単位

基盤教育

人文社会科学教育 6単位
自然科学教育 6単位
保健体育教育 2単位
情報教育 1単位
外国語教育 8単位

キャリア教育 2単位
全学共通教育
学群専門導入教育 3単位

小計 33単位

専門教育

学群専門教育 Ａ群 24単位Ｂ群

循環農専門教育

専門演習 8単位
専門科目 16単位

応用科目 動物科学領域
植物生産学領域 23単位

小計 71単位
自由科目

総計 124単位

循環農学類　植物生産学領域

循環農学類　動物科学領域
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別表Ⅰ　授業科目履修年次配当表　食と健康学類

科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

共
通
教
育

酪農学園 
導入教育

5
単
位

基礎演習 ① 2
キリスト教学Ⅰ ② 2
キリスト教学Ⅱ ② 2

基
盤
教
育

人
文
社
会
科
学
教
育

6
単
位
以
上

キリスト教と諸宗教 2 2
キリスト教と生命倫理 2 2
哲学 2 2
心理学 2 2
文学 2 2
社会学 2 2
日本史 2 2
世界史 2 2
地理学 2 2
法学 2 2
日本国憲法 2 2
経済学 2 2

自
然
科
学
教
育

6
単
位
以
上

数学Ⅰ 2 2
数学Ⅱ 2 2
統計学Ⅰ ② 2
統計学Ⅱ 2 2
生物学 2 2
生物学実験 1 3
化学 2 2
化学実験 1 3
物理学 2 2
物理学実験 1 3
地学 2 2
地学実験 1 3

保健 
体育 
教育

2単位
以上

運動の科学 2 2
体育実技Ⅰ ① 2
体育実技Ⅱ 1 2

情報 
教育

1単位
以上

情報科学の基礎 2 2
情報処理基礎演習 ① 2
情報処理演習 1 2

外
国
語
教
育

8
単
位
以
上

英語Ⅰ ② 2
英語Ⅱ ② 2
英語Ⅲ ② 2
英語Ⅳ ② 2
外国語演習Ⅰ 2 2
外国語演習Ⅱ 2 2
中国語Ⅰ 2 2
中国語Ⅱ 2 2
ハングルⅠ 2 2
ハングルⅡ 2 2
日本語Ⅰ（留学生科目） 2 2
日本語Ⅱ（留学生科目） 2 2

キャリア教育

2
単
位
以
上

キャリアベーシック ① 2
キャリアデザインⅠ ① 2
キャリアデザインⅡ 1 2
キャリア実習 1 3
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科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

共
通
教
育

全学共通教育

全学共通科目Ａ 2 2
全学共通科目Ｂ 2 2
博物館実習 3 9
学外農場実習 4 12

学群専門 
導入教育

3
単
位

健土健民・農食環境学入門実習 ① 3
建学の精神と農食環境学概論 ② 2

専
門
教
育

学
群
専
門
教
育

Ａ
群

24
単
位
以
上

経済学基礎理論 2 2
経営学入門 2 2
農業協同組合論 2 2
簿記・会計学基礎 2 2
農畜産物市場論 2 2
農業政策学Ⅰ 2 2
アグリビジネス論 2 2
農業経営学 2 2
国際法 2 2
国際経済論 2 2

Ｂ
群

畜産学総論 2 2
植物生産学入門 2 2
物質化学Ａ 2 2
物質化学Ｂ 2 2
動物の機能と形態 2 2
動物遺伝学 2 2
土壌学 2 2
植物生理学 2 2
草地・飼料作物学 2 2
作物生産学Ⅰ 2 2
園芸生産学Ⅰ 2 2

食
と
健
康
専
門
教
育

専
門
演
習

8
単
位
以
上

専門ゼミナールⅠ ② 2
専門ゼミナールⅡ ② 2
卒業研究Ⅰ ② 2
卒業研究Ⅱ ② 2
研究発表 2 2

― 78 ―



科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

専
門
教
育

食
と
健
康
専
門
教
育

食
品
科
学
領
域

49
単
位
以
上

食品科学概論 ② 2
微生物学 ② 2
生化学Ⅰ ② 2
生化学Ⅱ 2 2
食品科学実験Ⅰ ① 3
食品科学実験Ⅱ ① 3
食品科学実験Ⅲ ① 3
食品化学 ② 2
食品微生物学 ② 2
食品分析学 2 2
乳肉科学 ② 2
フードテクノロジー 2 2
食品栄養学 ② 2
栄養生理学 2 2
運動と栄養 2 2
食品ミクロサイエンス ② 2
食感の物理学 2 2
食品衛生学 ② 2
公衆衛生学 2 2
農産資源利用学 ② 2
畜産物利用学Ａ ② 2
畜産物利用学Ｂ ② 2
畜産物利用学実験実習 ① 3
食品品質管理論 2 2
食品流通論 2 2
食品産業論 ② 2
マーケティング論 ② 2
食品開発論 ② 2
食品開発プロセス実践実習 ① 3
食品マーケティング戦略論 ② 2

教
職
課
程
教
育

教職入門 2 2
教育原理 2 2
教育心理学 2 2
特別支援教育論 2 2
教育方法・ICT活用論 2 2
生徒・進路指導論 2 2
教育課程論 2 2
教育相談論 2 2
地誌 2 2
特別活動論 2 2
農業科教育法Ⅰ 2 2
農業科教育法Ⅱ 2 2
職業指導Ⅰ（農業） 2 2
職業指導Ⅱ（農業） 2 2
理科教育法Ⅰ 2 2
理科教育法Ⅱ 2 2
理科教育法Ⅲ 2 2
理科教育法Ⅳ 2 2
社会科・公民科教育法Ⅰ 2 2
社会科・公民科教育法Ⅱ 2 2
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備考
１ ‌�．単位数の〇数字は必修科目を示す。
２ ‌�．開講年次欄の数字は週当たりの授業時間数を示す。
３ ‌�．卒業必要単位数欄の単位数は各科目区分における
卒業に必要となる単位数を示す。
４ ‌�．共通教育は「酪農学園導入教育」 ５単位、「基盤
教育」より、人文社会科学教育 ６単位以上、自然科
学教育 ６単位以上、保健体育教育 ２単位以上、情報
教育 １単位以上、外国語教育 ８単位以上、さらに、
「キャリア教育」より ２単位以上、「学群専門導入教
育」より 3単位を含む、合計33単位以上を修得しな
ければならない。
５ ‌�．外国語教育の中国語、ハングルはⅠを履修中又は
修得済みでなければⅡの履修は認められず、Ⅰが
「×」若しくは「D」の場合、後学期のⅡの履修を
認めない（取消とする）。
　�　なお、「日本語Ⅰ ・日本語Ⅱ」は外国人留学生用
の科目である。外国人留学生は、「日本語Ⅰ ・日本
語Ⅱ」の ４単位を修得しなければならないが、日本
語が一定の能力に達していると認められる場合は履
修を免除することがある。
６ ‌�．専門教育の学群専門教育は、A群 ・ B群の中から
24単位以上を修得しなければならない。
７ ‌�．専門教育の専門演習は、 ８単位以上を修得しなけ

ればならない。
８ ‌�．専門教育の食品科学領域は、49単位以上を修得し
なければならない。
９ ‌�．専門教育は ６～ ８の要件を満たし、合計81単位以
上を修得しなければならない。

10‌�．「科目区分をまたがって修得すべき単位数」とし
て10単位以上修得しなければならない。「科目区分
をまたがって修得すべき単位数」には、共通教育及
び専門教育の修得単位が修得すべき単位数を超えた
場合、その単位数が該当する。

11‌�．自由科目は、他学群他学類科目および他大学等互
換科目とする。「科目区分をまたがって修得すべき
単位数」として10単位まで卒業に必要な単位数に算
入することができる。

12‌�．「研究発表」は、「卒業研究Ⅰ」を履修中又は修得
済みでなければ履修は認められず、「卒業研究Ⅰ」
が「×」若しくは「D」の場合、履修を認めない（取
消とする）。

13‌�．教職課程教育の修得単位は卒業に必要な単位数に
は算入しない。

14‌�．卒業に必要な単位数は124単位以上である。各科
目区分の単位数を満たした上で、さらに自由科目ま
たは科目区分をまたがって最低10単位以上修得しな
ければならない。

科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1年 2年 3年 4年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

教
職
課
程
教
育

社会科教育法Ⅰ（地理歴史） 2 2
社会科教育法Ⅱ（地理歴史） 2 2
教育社会学 2 2
総合的な学習の時間の指導法 2 2
道徳教育指導論 2 2
教育実習（中・高１免） 5 5
教育実習（高１免） 3 3
教職実践演習（中・高１免） 2 2

自由科目 他学類科目
他大学等単位互換科目
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別表Ⅰ　授業科目履修年次配当表　食と健康学類（管理栄養士コース）

科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

共
通
教
育

酪農学園 
導入教育

5
単
位

基礎演習 ① 2
キリスト教学Ⅰ ② 2
キリスト教学Ⅱ ② 2

基
盤
教
育

人
文
社
会
科
学
教
育

6
単
位
以
上

キリスト教と諸宗教 2 2
キリスト教と生命倫理 2 2
哲学 2 2
心理学 2 2
文学 2 2
社会学 2 2
日本史 2 2
世界史 2 2
地理学 2 2
法学 2 2
日本国憲法 2 2
経済学 2 2

自
然
科
学
教
育

8
単
位
以
上

数学Ⅰ 2 2
数学Ⅱ 2 2
統計学Ⅰ ② 2
統計学Ⅱ 2 2
生物学 ② 2
生物学実験 ① 3
化学 ② 2
化学実験 ① 3
物理学 2 2
物理学実験 1 3
地学 2 2
地学実験 1 3

保健 
体育 
教育

2単位
以上

運動の科学 2 2
体育実技Ⅰ ① 2
体育実技Ⅱ 1 2

情報 
教育

1単位
以上

情報科学の基礎 2 2
情報処理基礎演習 ① 2

外
国
語
教
育

8
単
位
以
上

英語Ⅰ ② 2
英語Ⅱ ② 2
英語Ⅲ ② 2
英語Ⅳ ② 2
外国語演習Ⅰ 2 2
外国語演習Ⅱ 2 2
中国語Ⅰ 2 2
中国語Ⅱ 2 2
ハングルⅠ 2 2
ハングルⅡ 2 2
日本語Ⅰ（留学生科目） 2 2
日本語Ⅱ（留学生科目） 2 2

キャリア教育 1単位 キャリアデザインⅠ ① 2
キャリア実習 1 3
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科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

共
通
教
育

全学共通教育

全学共通科目Ａ 2 2
全学共通科目Ｂ 2 2
博物館実習 3 9
学外農場実習 4 12

学群専門 
導入教育

3
単
位

健土健民・農食環境学入門実習 ① 3
建学の精神と農食環境学概論 ② 2

専
門
教
育

食
と
健
康
専
門
教
育

専
門
演
習

3
単
位

専門ゼミナールⅠ ① 2
専門ゼミナールⅡ ① 2
専門ゼミナールⅢ ① 2
研究発表 2 2

管
理
栄
養
士
コ
ー
ス
専
門
科
目

社会・
環境と
健康

6
単
位

公衆衛生学 ② 2
社会福祉概論 ② 2
健康管理概論 ② 2

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
疾
病
の
成
り
立
ち

18
単
位

医学概論 ② 2
解剖生理学Ⅰ ② 2
解剖生理学Ⅱ ② 2
解剖生理学実験・実習Ⅰ ① 3
解剖生理学実験・実習Ⅱ ① 3
病理学 ② 2
生化学Ⅰ ② 2
生化学Ⅱ ② 2
生化学実験・実習Ⅰ ① 3
生化学実験・実習Ⅱ ① 3
運動生理学 ② 2

食
べ
物
と
健
康

16
単
位

食品学 ② 2
食品学実験・実習Ⅰ ① 3
食品学実験・実習Ⅱ ① 3
微生物学 ② 2
食品加工学 ② 2
フードクリエイション実習 ① 3
食品衛生学 ② 2
食品衛生学実験・実習 ① 3
調理学 ② 2
調理学実験・実習Ⅰ ① 3
調理学実験・実習Ⅱ ① 3

基礎
栄養学 3単位 基礎栄養学 ② 2

基礎栄養学実験・実習 ① 3
応
用
栄
養
学

7
単
位

応用栄養学Ⅰ ② 2
応用栄養学Ⅱ ② 2
応用栄養学Ⅲ ② 2
応用栄養学実習 ① 3

栄
養
教
育
論

8
単
位

栄養教育論Ⅰ ② 2
栄養教育論Ⅱ ② 2
栄養カウンセリング論 ② 2
栄養教育論実習Ⅰ ① 3
栄養教育論実習Ⅱ ① 3
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科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

専
門
教
育

食
と
健
康
専
門
教
育

管
理
栄
養
士
コ
ー
ス
専
門
科
目

臨
床
栄
養
学

10
単
位

臨床栄養学Ⅰ ② 2
臨床栄養学Ⅱ ② 2
臨床栄養管理論 ② 2
高齢者臨床栄養学 ② 2
臨床栄養学実習Ⅰ ① 3
臨床栄養学実習Ⅱ ① 3

公衆
栄養学

5
単
位

公衆栄養学Ⅰ ② 2
公衆栄養学Ⅱ ② 2
公衆栄養学実習Ⅰ ① 3

給食 
経営 

管理論

5
単
位

給食経営管理論Ⅰ ② 2
給食経営管理論Ⅱ ② 2
給食管理実習Ⅰ ① 3

臨
地
実
習

4
単
位

給食管理実習Ⅱ ① 3
臨床栄養学実習Ⅲ ① 3
臨床栄養学実習Ⅳ ① 3
公衆栄養学実習Ⅱ ① 3

総合 
演習 1単位 管理栄養士演習Ⅰ ① 2

管理栄養士演習Ⅱ 1 2
食品科 
学関連 
科目

食品品質管理論 2 2
食品流通論 2 2
フードコーディネート論 2 2

自由科目 他学類科目
他大学等単位互換科目

備考
１‌� ．単位数の〇数字は必修科目を示す。
２‌� ．開講年次欄の数字は週当たりの授業時間数を示す。
３‌� ．卒業必要単位数欄の単位数は各科目区分における

卒業に必要となる単位数を示す。
４‌� ．共通教育は、「酪農学園導入教育」 ５ 単位、「基盤

教育」より、人文社会科学教育 ６ 単位以上、自然科
学教育 ８ 単位以上、保健体育教育 ２ 単位以上、情報
教育 １ 単位以上、外国語教育 ８ 単位以上、さらに、

「キャリア教育」より １ 単位以上、「学群専門導入教
育」より 3 単位を含む、合計34単位以上を修得しな
ければならない。

５‌� ．外国語教育の中国語、ハングルはⅠを履修中又は
修得済みでなければⅡの履修は認められず、Ⅰが

「×」若しくは「D」の場合、後学期のⅡの履修を
認めない（取消とする）。

　�　なお、「日本語Ⅰ ・ 日本語Ⅱ」は外国人留学生用
の科目である。外国人留学生は、「日本語Ⅰ ・ 日本
語Ⅱ」の ４ 単位を修得しなければならないが、日本
語が一定の能力に達していると認められる場合は履
修を免除することがある。

６ ‌�．専門教育の専門演習は、 ３ 単位以上を修得しなけ
ればならない。

７ ‌�．専門教育の管理栄養士コース専門科目は、83単位
以上を修得しなければならない。

８ ‌�．専門教育は、 ６ ～ ７ の要件を満たし、合計86単位
以上を修得しなければならない。

９ ‌�．「科目区分をまたがって修得すべき単位数」とし

て ４ 単位以上修得しなければならない。「科目区分
をまたがって修得すべき単位数」には、共通教育及
び専門教育の修得単位が修得すべき単位数を超えた
場合、その単位数が該当する。

10‌�．自由科目は、他学群他学類科目および他大学等互
換科目とする。「科目区分をまたがって修得すべき
単位数」として ４ 単位まで卒業に必要な単位数に算
入することができる。

11‌�．「研究発表」は、「専門ゼミナールⅡ」を修得しな
ければ履修を認められない。

12‌�．「給食管理実習Ⅱ」は、予め関連科目「給食経営
管理論Ⅰ ・ Ⅱ」、「給食管理実習Ⅰ」を修得していな
ければ履修を認められない。

13‌�．「臨床栄養学実習Ⅲ ・ Ⅳ」及び「公衆栄養学実習Ⅱ」
は、予め関連科目「臨床栄養学Ⅰ ・ Ⅱ」、「臨床栄養
管理論」、「臨床栄養学実験実習Ⅰ ・ Ⅱ」、「公衆栄養
学Ⅰ ・ Ⅱ」、「公衆栄養学実習Ⅰ」を修得していなけ
れば履修を認められない。

14‌�．卒業に必要な単位数は124単位以上である。各科
目区分の単位数を満たした上で、さらに自由科目ま
たは科目区分をまたがって最低 ４ 単位以上修得しな
ければならない。

15‌�．管理栄養士国家試験受験資格を取得しようとする
者は、総合演習の「管理栄養士演習Ⅱ」の単位を修
得しなければならない。
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別表Ⅱ　卒業必要単位数

科　　目　　区　　分 修得すべき
最低単位数

科目区分をまたがって
修得すべき最低単位数

共通教育

酪農学園導入教育 5単位

10単位

基盤教育

人文社会科学教育 6単位
自然科学教育 6単位
保健体育教育 2単位
情報教育 1単位
外国語教育 8単位

キャリア教育 2単位
全学共通教育
学群専門導入教育 3単位

小計 33単位

専門教育

学群専門教育 Ａ群 24単位Ｂ群

食と健康専門教育 専門演習 8単位
食品科学領域 49単位

小計 81単位
自由科目

総計 124単位

科　　目　　区　　分 修得すべき
最低単位数

科目区分をまたがって
修得すべき最低単位数

共通教育

酪農学園導入教育 5単位

4 単位

基盤教育

人文社会科学教育 6単位
自然科学教育 8単位
保健体育教育 2単位
情報教育 1単位
外国語教育 8単位

キャリア教育 1単位
全学共通教育
学群専門導入教育 3単位

小計 34単位

専門教育 食と健康専門教育 専門演習 3単位
管理栄養士コース専門科目 83単位

小計 86単位
自由科目

総計 124単位

食と健康学類　管理栄養士コース

食と健康学類　食品科学領域
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別表Ⅰ　授業科目履修年次配当表　環境共生学類

科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

共
通
教
育

酪農学園 
導入教育

5
単
位

基礎演習 ① 2
キリスト教学Ⅰ ② 2
キリスト教学Ⅱ ② 2

基
盤
教
育

人
文
社
会
科
学
教
育

6
単
位
以
上

キリスト教と諸宗教 2 2
キリスト教と生命倫理 2 2
哲学 2 2
心理学 2 2
文学 2 2
社会学 2 2
日本史 2 2
世界史 2 2
地理学 2 2
法学 2 2
日本国憲法 2 2
経済学 2 2

自
然
科
学
教
育

6
単
位
以
上

数学Ⅰ 2 2
数学Ⅱ 2 2
統計学Ⅰ ② 2
統計学Ⅱ 2 2
生物学 2 2
生物学実験 1 3
化学 2 2
化学実験 1 3
物理学 2 2
物理学実験 1 3
地学 2 2
地学実験 1 3

保健
体育
教育

2単位
以上

運動の科学 2 2
体育実技Ⅰ ① 2
体育実技Ⅱ 1 2

情報
教育

1単位
以上

情報科学の基礎 2 2
情報処理基礎演習 ① 2
情報処理演習 1 2

外
国
語
教
育

8
単
位
以
上

英語Ⅰ ② 2
英語Ⅱ ② 2
英語Ⅲ ② 2
英語Ⅳ ② 2
外国語演習Ⅰ 2 2
外国語演習Ⅱ 2 2
中国語Ⅰ 2 2
中国語Ⅱ 2 2
ハングルⅠ 2 2
ハングルⅡ 2 2
日本語Ⅰ（留学生科目） 2 2
日本語Ⅱ（留学生科目） 2 2

キャリア教育

2
単
位
以
上

キャリアベーシック ① 2
キャリアデザインⅠ ① 2
キャリアデザインⅡ 1 2
キャリア実習 1 3
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科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

共
通
教
育

全学共通教育

全学共通科目Ａ 2 2
全学共通科目Ｂ 2 2
博物館実習 3 9
学外農場実習 4 12

学群専門 
導入教育

3
単
位

健土健民・農食環境学入門実習 ① 3
建学の精神と農食環境学概論 ② 2

専
門
教
育

学
群
専
門
教
育

Ａ
群

22
単
位
以
上

国際法 2 2
ボランティア活動・NPO・NGO論 2 2
国際経済論 2 2
地域計画論 2 2

Ｂ
群

物質化学Ａ 2 2
物質化学Ｂ 2 2
生化学Ⅰ 2 2
生化学Ⅱ 2 2
土壌学 2 2
微生物学 2 2
資源リサイクルと環境保全 2 2
再生可能エネルギー入門 2 2
バイオマス技術入門 2 2
プログラミング入門 2 2
機械学習入門 2 2

環
境
共
生
専
門
教
育

専
門
演
習

8
単
位
以
上

専門ゼミナールⅠ ② 2
専門ゼミナールⅡ ② 2
卒業研究Ⅰ ② 2
卒業研究Ⅱ ② 2
研究発表 2 2

専
門
科
目

野
生
動
物
学
領
域
は
34
単
位
以
上　

地
球
環
境
学
領
域
は
36
単
位
以
上

環境共生学概論 ② 2
野生動物学の基礎 ② 2
地球環境科学の基礎 ② 2
アジア環境学 2 2
自然環境実験実習Ⅰ ① 3
自然環境実験実習Ⅱ ① 3
環境共生学外実習 1 3
保全生物学 2 2
生物分類学 2 2
生物地球化学 2 2
植物生態学 2 2
気象学の基礎 2 2
動物生態学 2 2
植生保全学 2 2
生息地保全管理論 2 2
環境共生演習Ⅰ ① 2
環境共生演習Ⅱ ① 2
動物園・水族館学 2 2
GISリモートセンシング基礎 2 2
GIS基礎演習 1 2
GIS応用演習 1 2
リモートセンシング基礎演習 2 2
統計データ分析演習 1 2
環境モニタリングとリモートセンシング 2 2
海外自然環境実習 1 3

― 86 ―



科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1年 2年 3年 4年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

専
門
教
育

環
境
共
生
専
門
教
育

応
用
科
目

野
生
動
物
学
領
域

17
単
位

クマ学 2 2
野生鳥獣管理学 2 2
狩猟学 2 2
進化学 2 2
野生動物と社会 2 2
フィールド調査分析法 2 2
鳥獣行政論 2 2
野生動物観察同定実習 1 3
野生動物保全技術実習Ⅰ 1 3
野生動物保全技術実習Ⅱ 1 3

地
球
環
境
学
領
域

15
単
位

地球惑星科学 2 2
自然環境保全と地球温暖化 2 2
水圏環境化学 2 2
気象・気候学 2 2
森林環境学 2 2
火山と資源 2 2
水圏・地圏総合実習 1 3
生命環境学実験実習Ⅰ 1 3
生命環境学実験実習Ⅱ 1 3

教
職
課
程
教
育

教職入門 2 2
教育原理 2 2
教育心理学 2 2
特別支援教育論 2 2
教育方法・ICT活用論 2 2
生徒・進路指導論 2 2
教育課程論 2 2
教育相談論 2 2
特別活動論 2 2
理科教育法Ⅰ 2 2
理科教育法Ⅱ 2 2
理科教育法Ⅲ 2 2
理科教育法Ⅳ 2 2
教育社会学 2 2
総合的な学習の時間の指導法 2 2
道徳教育指導論 2 2
教育実習（中・高１免） 5 5
教育実習（高１免） 3 3
教職実践演習（中・高１免） 2 2

自由科目 他学類科目
他大学等単位互換科目

備考
１ ‌�．単位数の〇数字は必修科目を示す。
２ ‌�．開講年次欄の数字は週当たりの授業時間数を示す。
３ ‌�．卒業必要単位数欄の単位数は各科目区分における
卒業に必要となる単位数を示す。
４ ‌�．共通教育は「酪農学園導入教育」 ５単位、「基盤
教育」より、人文社会科学教育 ６単位以上、自然科
学教育 ６単位以上、保健体育教育 ２単位以上、情報
教育 １単位以上、外国語教育 ８単位以上、さらに、
「キャリア教育」より ２単位以上、「学群専門導入教
育」より 3単位を含む、合計33単位以上を修得しな

ければならない。
５ ‌�．外国語教育の中国語、ハングルはⅠを履修中又は
修得済みでなければⅡの履修は認められず、Ⅰが
「×」若しくは「D」の場合、後学期のⅡの履修を
認めない（取消とする）。

　�　なお、「日本語Ⅰ ・  日本語Ⅱ」は外国人留学生
用の科目である。外国人留学生は、「日本語Ⅰ ・  
日本語Ⅱ」の ４単位を修得しなければならないが、
日本語が一定の能力に達していると認められる場合
は履修を免除することがある。
６ ‌�．専門教育の学群専門教育は、A群 ・ B群の中から
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22単位以上を修得しなければならない。
７ ‌�．専門教育の専門演習は、 ８単位以上を修得しなけ
ればならない。
８ ‌�．専門教育の専門科目は、野生動物学領域を選択し
た場合は34単位以上、地球環境学領域を選択した場
合は36単位以上を修得しなければならない。
９ ‌�．専門科目の「GIS応用演習」は、「GIS基礎演習」
を修得済みでなければ履修は認められない。
10‌�．専門教育の応用科目はいずれかの領域を選択の上、
領域の開講科目を全て修得しなければならない。
　�　領域の決定は １年次後学期とし、学生の希望を考
慮して行う。ただし、実験 ・実習の運営に支障が生
じる場合には、人数の調整をすることがある。
　�　なお、編入学、転学類（ 1年次への転学類を除く）
をした者は、編入学及び転学類決定後から履修登録
期間までに領域を決定する。
　�　また、原則として、領域の変更は認めないが、教
育上必要である場合に限り、学類長と面談の上、認
めることができる。
11‌�．専門教育は、 ６～10の要件を満たし、合計81単位

以上を修得しなければならない。
12‌�．「科目区分をまたがって修得すべき単位数」とし
て10単位以上修得しなければならない。「科目区分
をまたがって修得すべき単位数」には、共通教育及
び専門教育の修得単位が修得すべき単位数を超えた
場合、その単位数が該当する。
13‌�．自由科目は、他学群他学類科目および他大学等互
換科目とする。「科目区分をまたがって修得すべき
単位数」として10単位まで卒業に必要な単位数に算
入することができる。
14‌�．「研究発表」は、「卒業研究Ⅰ」を履修中又は修得
済みでなければ履修は認められず、「卒業研究Ⅰ」
が「×」若しくは「D」の場合、履修を認めない（取
消とする）。
15‌�．教職課程教育の修得単位は卒業に必要な単位数に
は算入しない。
16‌�．卒業に必要な単位数は124単位以上である。各科
目区分の単位数を満たした上で、さらに自由科目ま
たは科目区分をまたがって最低10単位以上修得しな
ければならない。
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別表Ⅱ　卒業必要単位数

科　　目　　区　　分 修得すべき
最低単位数

科目区分をまたがって
修得すべき最低単位数

共通教育

酪農学園導入教育 5単位

10単位

基盤教育

人文社会科学教育 6単位
自然科学教育 6単位
保健体育教育 2単位
情報教育 1単位
外国語教育 8単位

キャリア教育 2単位
全学共通教育
学群専門導入教育 3単位

小計 33単位

専門教育

学群専門教育 Ａ群 22単位Ｂ群

環境共生専門教育

専門演習 8単位
専門科目 34単位

応用科目 野生動物学領域 17単位
地球環境学領域

小計 81単位
自由科目

総計 124単位

科　　目　　区　　分 修得すべき
最低単位数

科目区分をまたがって
修得すべき最低単位数

共通教育

酪農学園導入教育 5単位

10単位

基盤教育

人文社会科学教育 6単位
自然科学教育 6単位
保健体育教育 2単位
情報教育 1単位
外国語教育 8単位

キャリア教育 2単位
全学共通教育
学群専門導入教育 3単位

小計 33単位

専門教育

学群専門教育 Ａ群 22単位Ｂ群

環境共生専門教育

専門演習 8単位
専門科目 36単位

応用科目 野生動物学領域
地球環境学領域 15単位

小計 81単位
自由科目

総計 124単位

環境共生学類　地球環境学領域

環境共生学類　野生動物学領域
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別表Ⅰ　授業科目履修年次配当表　農環境情報学類

科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

共
通
教
育

酪農学園 
導入教育

5
単
位

基礎演習 ① 2
キリスト教学Ⅰ ② 2
キリスト教学Ⅱ ② 2

基
盤
教
育

人
文
社
会
科
学
教
育

6
単
位
以
上

キリスト教と諸宗教 2 2
キリスト教と生命倫理 2 2
哲学 2 2
心理学 2 2
文学 2 2
社会学 2 2
日本史 2 2
世界史 2 2
地理学 2 2
法学 2 2
日本国憲法 2 2
経済学 ② 2

自
然
科
学
教
育

6
単
位
以
上

数学Ⅰ 2 2
数学Ⅱ 2 2
統計学Ⅰ ② 2
統計学Ⅱ 2 2
生物学 2 2
生物学実験 1 3
化学 2 2
化学実験 1 3
物理学 2 2
物理学実験 1 3
地学 2 2
地学実験 1 3

保健 
体育 
教育

2単位
以上

運動の科学 2 2
体育実技Ⅰ ① 2
体育実技Ⅱ 1 2

情報 
教育

3単位
以上

情報科学の基礎 ② 2
情報処理基礎演習 ① 2
情報処理演習 1 2

外
国
語
教
育

8
単
位
以
上

英語Ⅰ ② 2
英語Ⅱ ② 2
英語Ⅲ ② 2
英語Ⅳ ② 2
外国語演習Ⅰ 2 2
外国語演習Ⅱ 2 2
中国語Ⅰ 2 2
中国語Ⅱ 2 2
ハングルⅠ 2 2
ハングルⅡ 2 2
日本語Ⅰ（留学生科目） 2 2
日本語Ⅱ（留学生科目） 2 2

キャリア教育

2
単
位
以
上

キャリアベーシック ① 2
キャリアデザインⅠ ① 2
キャリアデザインⅡ 1 2
キャリア実習 1 3
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科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

共
通
教
育

全学共通教育

全学共通科目Ａ 2 2
全学共通科目Ｂ 2 2
博物館実習 3 9
学外農場実習 4 12

学群専門 
導入教育

3
単
位

健土健民・農食環境学入門実習 ① 3
建学の精神と農食環境学概論 ② 2

専
門
教
育

学
群
専
門
教
育

ア
グ
リ
デ
ザ
イ
ン
領
域
は
12
単
位
以
上

地
域
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
領
域
は
14
単
位
以
上

畜産学総論 2 2
草地・飼料作物学 2 2
動物の行動と管理 2 2
肉用家畜学 2 2
乳用家畜学 2 2
土壌学 2 2
作物生産学Ⅰ 2 2
作物生産学Ⅱ 2 2
園芸生産学Ⅰ 2 2
乳肉科学 2 2
野生動物学の基礎 2 2
動物生態学 2 2
クマ学 2 2
野生動物と社会 2 2
植物生態学 2 2
気象学の基礎 2 2
植生保全学 2 2
森林環境学 2 2
生物地球化学 2 2
気象・気候学 2 2
マーケティング論 2 2
食品産業論 2 2
食品流通論 2 2

農
環
境
情
報 

専
門
教
育

専
門
演
習

8
単
位
以
上

専門ゼミナールⅠ ② 2
専門ゼミナールⅡ ② 2
卒業研究Ⅰ ② 2
卒業研究Ⅱ ② 2
研究発表 2 2
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科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1年 2年 3年 4年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

専
門
教
育

農
環
境
情
報
専
門
教
育

専
門
科
目

ア
グ
リ
デ
ザ
イ
ン
領
域
は
40
単
位
以
上

地
域
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
領
域
は
39
単
位
以
上

農環境情報学概論Ⅰ ② 2
農環境情報学概論Ⅱ ② 2
経済学基礎理論 ② 2
農業資源経済学 ② 2
統計データ分析演習 ① 2
経済原論 ② 2
経営学入門 ② 2
地域経済論 ② 2
資源リサイクルと環境保全 ② 2
再生可能エネルギー入門 ② 2
農業機械・施設学 2 2
バイオマス技術入門 2 2
GISリモートセンシング基礎 ② 2
GIS基礎演習 ① 2
GIS応用演習 1 2
ボランティア活動・NPO・NGO論 2 2
農畜産物市場論 ② 2
農業協同組合論 ② 2
アグリビジネス論 ② 2
日本経済論 2 2
民法・商法 2 2
国際法 2 2
行財政学概論 2 2
社会調査法 ② 2
簿記・会計学基礎 2 2
国際経済論 2 2
農業経営学 2 2
酪農・畜産経営論 2 2
海外自然環境実習 1 3

応
用
科
目

ア
グ
リ
デ
ザ
イ
ン
領
域

19
単
位

農村社会学 2 2
農業政策学Ⅰ 2 2
農業市場論 2 2
農業政策学Ⅱ 2 2
協同組合学 2 2
地域連携論 2 2
地域計画論 2 2
営農システム論 2 2
簿記・会計演習 1 2
アグリデザイン実習 1 3
アグリデザイン演習 1 2

地
域
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
領
域

18
単
位

プログラミング入門 2 2
機械学習入門 2 2
リモートセンシング基礎演習 2 2
画像解析AI演習 2 2
環境モニタリングとリモートセンシング 2 2
コンサルティング実践演習Ⅰ 2 2
コンサルティング実践演習Ⅱ 2 2
データサイエンス演習Ⅰ 2 2
データサイエンス演習Ⅱ 2 2
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科目区分
卒
業
必
要

単
位
数

科目名
単
位
数

開　講　年　次
1年 2年 3年 4年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

教
職
課
程
教
育

教職入門 2 2
教育原理 2 2
教育心理学 2 2
特別支援教育論 2 2
教育方法・ICT活用論 2 2
生徒・進路指導論 2 2
教育課程論 2 2
教育相談論 2 2
地誌 2 2
特別活動論 2 2
農業科教育法Ⅰ 2 2
農業科教育法Ⅱ 2 2
職業指導Ⅰ（農業） 2 2
職業指導Ⅱ（農業） 2 2
社会科・公民科教育法Ⅰ 2 2
社会科・公民科教育法Ⅱ 2 2
社会科教育法Ⅰ（地理歴史） 2 2
社会科教育法Ⅱ（地理歴史） 2 2
教育社会学 2 2
総合的な学習の時間の指導法 2 2
道徳教育指導論 2 2
教育実習（中・高１免） 5 5
教育実習（高１免） 3 3
教職実践演習（中・高１免） 2 2

自由科目 他学類科目
他大学等単位互換科目

備考
１ ‌�．単位数の〇数字は必修科目を示す。
２ ‌�．開講年次欄の数字は週当たりの授業時間数を示す。
３ ‌�．卒業必要単位数欄の単位数は各科目区分における
卒業に必要となる単位数を示す。
４ ‌�．共通教育は「酪農学園導入教育」 ５単位、「基盤
教育」より、人文社会科学教育 ６単位以上、自然科
学教育 ６単位以上、保健体育教育 ２単位以上、情報
教育 ３単位以上、外国語教育 ８単位以上、さらに、
「キャリア教育」より ２単位以上、「学群専門導入教
育」より ３単位を含む、合計35単位以上を修得しな
ければならない。
５ ‌�．外国語教育の中国語、ハングルはⅠを履修中又は
修得済みでなければⅡの履修は認められず、Ⅰが
「×」若しくは「D」の場合、後学期のⅡの履修を
認めない（取消とする）。
　�　なお、「日本語Ⅰ ・日本語Ⅱ」は外国人留学生用
の科目である。外国人留学生は、「日本語Ⅰ ・日本
語Ⅱ」の ４単位を修得しなければならないが、日本
語が一定の能力に達していると認められる場合は履
修を免除することがある。
６ ‌�．専門教育の学群専門教育は、アグリデザイン領域
を選択した場合は12単位以上、地域データサイエン
ス領域を選択した場合は14単位以上を修得しなけれ
ばならない。

７ ‌�．専門教育の専門演習は、 ８単位以上を修得しなけ
ればならない。
８ ‌�．専門教育の専門科目は、アグリデザイン領域を選
択した場合は40単位以上、地球データサイエンス領
域を選択した場合は39単位以上を修得しなければな
らない。
９ ‌�．専門科目の「GIS応用演習」は、「GIS基礎演習」
を修得済みでなければ履修は認められない。

10‌�．専門科目の応用科目は、いずれかの領域を選択の
上、領域の開講科目を全て修得しなければならない。

　�　領域の決定は １年次後学期とし、学生の希望を考
慮して行う。ただし、実験 ・実習の運営に支障が生
じる場合には、人数の調整をすることがある。

　�　なお、編入学、転学類（ 1年次への転学類を除く）
をした者は、編入学及び転学類決定後から履修登録
期間までに領域を決定する。

　�　また、原則として、領域の変更は認めないが、教
育上必要である場合に限り、学類長と面談の上、認
めることができる。

11‌�．専門教育は、 ６～10の要件を満たし、合計79単位
以上を修得しなければならない。

12‌�．「科目区分をまたがって修得すべき単位数」とし
て10単位以上修得しなければならない。「科目区分
をまたがって修得すべき単位数」には、共通教育及
び専門教育の修得単位が修得すべき単位数を超えた
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別表Ⅱ　卒業必要単位数

科　　目　　区　　分 修得すべき
最低単位数

科目区分をまたがって
修得すべき最低単位数

共通教育

酪農学園導入教育 5単位

10単位

基盤教育

人文社会科学教育 6単位
自然科学教育 6単位
保健体育教育 2単位
情報教育 3単位
外国語教育 8単位

キャリア教育 2単位
全学共通教育
学群専門導入教育 3単位

小計 35単位

専門教育

学群専門教育 12単位

農環境情報専門教育

専門演習 8単位
専門科目 40単位

応用科目 アグリデザイン領域 19単位
地域データサイエンス領域

小計 79単位
自由科目

総計 124単位

科　　目　　区　　分 修得すべき
最低単位数

科目区分をまたがって
修得すべき最低単位数

共通教育

酪農学園導入教育 5単位

10単位

基盤教育

人文社会科学教育 6単位
自然科学教育 6単位
保健体育教育 2単位
情報教育 3単位
外国語教育 8単位

キャリア教育 2単位
全学共通教育
学群専門導入教育 3単位

小計 35単位

専門教育

学群専門教育 14単位

農環境情報専門教育

専門演習 8単位
専門科目 39単位

応用科目 アグリデザイン領域
地域データサイエンス領域 18単位

小計 79単位
自由科目

総計 124単位

農環境情報学類　地域データサイエンス領域

農環境情報学類　アグリデザイン領域

場合、その単位数が該当する。
13‌�．自由科目は、他学群他学類科目および他大学等互
換科目とする。「科目区分をまたがって修得すべき
単位数」として10単位まで卒業に必要な単位数に算
入することができる。
14‌�．「研究発表」は、「卒業研究Ⅰ」を履修中又は修得
済みでなければ履修は認められず、「卒業研究Ⅰ」
が「×」若しくは「D」の場合、履修を認めない（取

消とする）。
15‌�．教職課程教育の修得単位は卒業に必要な単位数に
は算入しない。
16‌�．卒業に必要な単位数は124単位以上である。各科
目区分の単位数を満たした上で、さらに自由科目ま
たは科目区分をまたがって最低10単位以上修得しな
ければならない。
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（目 的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学学則（以下「学則」

という。）第29条の規定に基づき獣医学群の履
修等に関する事項を定めることを目的とする。

（授業科目）
第 ２条　授業科目及び単位数並びに開講年次は、別表

Ⅰ「授業科目履修年次配当表」のとおりとする。
２　授業科目履修年次配当は、やむを得ない事情
で変更することがある。

（授 業）
第 ３条　授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実

技のいずれかにより、又はこれらの併用により
行う。

（卒業の要件）
第 ４条　卒業の要件を満たすには、学則第13条に定め

る修業年限以上在学し、別表Ⅱ ｢卒業必要単位
数」による単位を修得しなければならない。
２　卒業の要件を満たした者は、教授会の議を経
て、学長が卒業を認定する。

（進級認定）
第 ５条　 １年次終了時において、次の要件を満たした

者については、教授会の議を経て、 ２年次への
進級を認定する。

獣医学類
科目区分 進級要件

基 盤 教 育 必修科目、選択科目を合わせて14単位以上修得
専門基礎教育 １年次に開講する全ての必修科目（合計19

単位）のうち、15単位以上修得専 門 教 育
獣医保健看護学類
科目区分 進級要件

基 盤 教 育 必修科目、選択科目を合わせて14単位以上修得
専門基礎教育 １年次に開講する全ての必修科目（合計17

単位）のうち、13単位以上修得専 門 教 育
２　 ２年次終了時において、次の要件を満たした
者については、教授会の議を経て、 ３年次への
進級を認定する。

獣医学類
科目区分 進級要件

基 盤 教 育 必修科目を含め、卒業要件24単位以上修得
専門基礎教育

２年次までに開講する全ての必修科目（合
計51単位）のうち、43単位以上修得専 門 教 育

畜 産 関 連

獣医保健看護学類
科目区分 進級要件

基 盤 教 育 必修科目を含め、卒業要件24単位以上修得
専門基礎教育

２年次までに開講する全ての必修科目（合
計47単位）のうち、39単位以上修得専 門 教 育

専 修 教 育

３　 ３年次終了時において、次の要件を満たした
者については、教授会の議を経て、 ４年次への

進級を認定する。
獣医学類
科目区分 進級要件

専門基礎教育
３年次までに開講する全ての必修科目（合
計91単位）のうち、81単位以上修得専 門 教 育

畜 産 関 連
獣医保健看護学類
科目区分 進級要件

専門基礎教育
３年次までに開講する全ての必修科目（合
計82単位）のうち、73単位以上修得専 門 教 育

専 修 教 育
４　 ４年次終了時において、次の要件を満たした
者については、教授会の議を経て、 ５年次への
進級を認定する。

獣医学類
科目区分 進級要件

専門基礎教育 ４年次までに開講する全ての必修科目（合
計134単位）のうち、128単位以上修得。た
だし、未修得科目（ 6単位）は、 4年次に
開講する講義科目（「野生動物学」、「人獣
共通感染症学」、「獣医疫学」、「獣医衛生学」、
「ハードヘルス学」、「産業動物臨床学B」、
「産業動物臨床学C」、「臨床繁殖学B」、「伴
侶動物内科学各論B」、「伴侶動物内科学各
論C」、「馬臨床医学」、「伴侶動物外科学各
論B」、「獣医臨床腫瘍学」、「獣医畜産法規」、
「畜産物利用学」）に限る。

専 門 教 育
専 修 教 育
畜 産 関 連

５　 ５年次終了時において、次の要件を満たした者に
ついては、教授会の議を経て、 ６年次への進級を
認定する。

獣医学類
科目区分 進級要件

専門基礎教育
５年次までに開講する全ての必修科目（合
計158単位）のうち、150単位以上修得

専 門 教 育
専 修 教 育
畜 産 関 連

６　前各項に定める要件を満たせない者は留年と
し、同一学年で ２回留年となった者には、学生
担当教員（アドバイザー又はユニット ・研究室
指導教員）と協議した上で、学群長より当該年
度末日をもって退学を勧告する。ただし、休学
による留年は対象としない。
７　同一学年での在学年数が ３年を超える者は、
学則第14条第 ２項及び第36条第 ２号の定めに
よって除籍とする。

（必修科目）
第 ６条　必修科目とは、修得しなければ卒業を認めら

れない授業科目をいう。
２　必修科目の単位は、他の授業科目の単位を
もって代えることはできない。
３　必修科目は、所定の年次において履修しなけ
ればならない。
４　所定の年次において未修得となった必修科目

酪農学園大学獣医学群履修規程

― 95 ―

履

修

規

程

獣

医

学

群



は、次年度に他の授業科目に優先させて履修し
なければならない。ただし、第 ８条第 ３項によ
り受講免除となった場合は、重複する必修科目
を履修することができる。

（選択科目）
第 ７条　選択科目とは、必修科目以外の授業科目をい

う。
２　卒業に必要な単位数を満たすために、必修科
目に加えて選択科目の単位を修得しなければな
らない。

（履修登録及び履修）
第 ８条　履修しようとする授業科目は、指定期間内に

教務課に指定された方法により、登録手続きを
しなければならない。
２　履修登録をしない者は、修学の意志がないも
のとみなす。
３　前年度又は休学前に、第21条第 ２項に定める
成績表示がＤの必修科目（実習を含み、下級年
次の開講科目に限る。）は、特別指導を受ける
ことを条件に受講免除とする。ただし、基盤教
育科目及び本条第 ６項の規定により履修した科
目は、受講免除対象外とする。なお、選択必修
科目についても同様の措置を取る。
４　受講免除の場合を除き同一時間に ２科目以上
履修することはできない。履修すべき科目の時
間割（集中授業、補講を含む。）が重複する場
合は、教務課に申し出なければならない。
５　既に単位を修得した授業科目は、履修するこ
とはできない。
６　上級年次に配当された授業科目は、原則とし
て履修することはできない。ただし、留年になっ
た者が次年次配当の科目（実習を除く。）の履
修を特に指定された場合には、その限りではな
い。この場合、半期の履修科目の上限は、前年
度までの未修得科目を含む10単位までとする。
７　第10条に規定するものを除き他学類の授業科
目は、原則として履修することはできない。
８　クラス別編成になっている授業科目は、指定
されたクラスの授業時間表に従って履修しなけ
ればならない。
９　礼拝の時間に授業科目を履修することはでき
ない。

10　履修登録した以外の授業科目を受講すること
はできない。

11　履修登録した以外の授業科目を受講し、試験
に合格しても単位は認めない。
12　履修は入学時に示した授業科目履修年次配当
表による。従って、下級年次から教育課程が変
更になった場合、振替可能な授業科目以外の新
しい授業科目を履修することはできない。

（履修制限及び開講取り消し）
第 ９条　各年次において、年間48単位を超えて履修す

ることはできない。また、 １学期につき26単位

を超えて履修することはできない。ただし、第
８条第 ３項に該当する受講免除科目は履修制限
から除外する。
２　学外農場実習、博物館実習及び単位互換協定
に基づき履修する他大学の科目は履修制限から
除外する。
３　履修者数が10名未満の講義科目は、当該年度
の開講を取り止め、隔年開講とする場合がある。
４　その他に履修を制限する場合がある。

（他学類の授業科目の履修）
第10条　他学類科目の履修方法等については、「酪農

学園大学他学類授業科目履修規程」に定める。
（他大学等で修得した単位の取扱）
第11条　他大学等で修得した単位の取扱いについて

は、別に定める。
（履修授業科目の変更）
第12条　履修授業科目の変更は、次の事由が発生した

場合、その都度認める。
⑴　授業時間表に変更があった場合
⑵　履修登録内容に不備があった場合
⑶　その他やむを得ないと認められる場合

（授業時間）
第13条　授業時間の １時間の単位は45分とする。

２　授業時間は、次の時限に区分する。
時限 時　　　間 時限 時　　　間
１ ９ 時00分～ ９時45分 ７ 14時40分～15時25分
２ ９ 時45分～10時30分 ８ 15時25分～16時10分
３ 10時40分～11時25分 ９ 16時20分～17時05分
４ 11時25分～12時10分 10 17時05分～17時50分
５ 13時00分～13時45分 11 18時00分～18時45分
６ 13時45分～14時30分 12 18時45分～19時30分
３ 　授業時間割表は、学年の始めに定める。
４　11、12時限目は主として補講を実施する。

（試 験）
第14条　授業科目の単位を認定するための試験を行

う。
２　試験は、毎学期 １回以上行うことを原則とす
る。
３　試験は、平常試験及び定期試験並びに追試験
とする。
４　試験は、筆答試験又はレポ－ト等担当教員が
適当と認める方法によって行う。
５　実験、実習及び演習等にあっては、その成績
考査をもって試験に代えることができる。

（平常試験）
第15条　平常試験とは、授業科目担当教員が必要に応

じて随時行う試験をいう。
（定期試験）
第16条　定期試験とは、学期末に行われる試験をいう。

２　定期試験は、原則として前学期は ７月下旬か
ら ８月上旬、後学期は １月下旬から ２月上旬に
行う。
３　試験時間は、原則として60分とする。
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（追 試 験）
第17条　追試験は、やむを得ない事由で定期試験を受

けることのできなかった者に対して行う試験を
いう。
２　追試験は、原則として次の場合に認める。
⑴　第25条第 １項の規定（公認欠席）により受
験不可能になった場合（証明する書類を添付）

⑵　公認欠席の対象ではない病気 ・怪我により
受験不可能になった場合（医師の診断書又は
治療費領収書を添付（受診日又は入院療養等
に要した期間が試験日を含む証明書であるこ
と。ただし、治療領収書の場合は受診日のみ
有効））

⑶　交通機関の遅延 ・事故により受験不可能に
なった場合（遅延証明書又は運休証明書を添
付）

⑷　就職試験により受験不可能になった場合
（試験の日時を証明する書類を添付）
⑸　その他災害等やむを得ない事由により受験
不可能になった場合。（証明する書類添付）

３　追試験を受験しようとする者は、定期試験後
７日以内に、試験欠席届を教務課に提出し、許
可を得なければならない。
４　追試験は、定期試験後10日以内に実施する。
この期間に受験できない場合は、原則として受
験資格を失う。
５　追試験を許可された者は、追試験票の交付を
受け、試験時に試験監督者にこれを提出しなけ
ればならない。

（試験時間割）
第18条　定期試験の時間割表は、開始10日以前に学生

に告示する。
（受験資格）
第19条　受験資格は次のとおりとし、受験資格のない
者は試験を受けることができない。
⑴　当該授業科目を履修登録していること。
⑵　講義科目については、授業時間総数の ３分
の ２以上出席していること。

⑶　実験科目、実習科目、演習科目及び体育実
技については、授業時間総数の ５分の ４以上
出席していること。

⑷　追試験については、追試験票の交付を受け
ていること。

⑸　学生証を所持していること。
⑹　当該学期の学納金を納付していること。
２　第 ８条第 ３項に定める受講免除者について
は、同項に定める特別指導を受けたことをもっ
て、前項第 ２号及び第 ３号の受験資格を満たし
たものとみなす。　

（試験に関する注意）
第20条　受験中机上には、試験監督者が見やすい位置

に学生証を置き、その他試験科目担当教員が認
めるもの以外は置いてはならない。

２　受験中は、携帯電話、スマートフォン、ウェ
アラブル端末（スマートウォッチやスマートグ
ラス等。）、タブレット端末、電子辞書、ICレコー
ダー、音楽プレーヤー、補聴器を除くイヤホン
等の電子機器類は電源を切り、かばん等にしま
うこと。
３　試験開始後20分を経過した後は、試験場に入
場できない。
４　試験開始後25分間は、退場できない。
５　答案用紙に学類、学年、学籍番号、氏名の記
入のないものは無効とする。
６　試験場では、試験監督者の指示に従わなけれ
ばならない。
７　試験を遠隔で実施する場合はこの限りではな
い。遠隔試験に関する注意事項は第18条第 １項
に定める定期試験の時間割表告示の際に通知す
る。
８　試験において不正行為をした者は、直ちに受
験停止のうえ、学則第40条の規定により厳重な
処分をする。

（成 績）
第21条　授業科目の成績は、試験により決定する。

２　成績は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＰ、Ｆの ７
種の評語をもって表示し、各成績評語基準は次
項に示すとおりとする。ただし、第19条第 ２号
及び第 ３号を満たせず受験資格のない科目は
「×」、編入学や入学前の既修得単位等の振替認
定科目は「認」と表示する。また、「建学原論」、
「健土健民 ・獣医学入門実習」、「学外農場実習」
の評価は、Ｐ（合格）、Ｆ（不合格）の ２種の
評語で表示する。
３　成績評語基準は、次のとおりとする。

　　　　合　格　　Ｓ（100～90点）、Ａ（89～80点）、
　　　　　　　　　Ｂ（79～70点）、Ｃ（69～60点）
　　　　　　　　　Ｐ�（「建学原論」、「健土健民 ・獣

医学入門実習」、「学外農場実習」
の合格）

　　　　不合格　　Ｄ（59点以下及び試験欠席）
　　　　　　　　　Ｆ�（「建学原論」、「健土健民 ・獣

医学入門実習」、「学外農場実習」
の不合格）

４　学則第36条第 １項により除籍となった者は、
当該学期の履修成績を抹消する。

（Ｇ Ｐ Ａ）
第22条　全履修科目の成績の平均値を表したＧＰＡ

（Grade Point Average／ グレード ・ポイン
ト ・アベレージの略）は、各履修科目のグレー
ド ・ポイントに科目の単位数を乗じた値を全履
修科目分合算し、その値を全履修科目の単位数
の合計で除したものであり、以下の計算式に
よって算出する。
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ＧＰＡ＝ ［（科目の単位数）×（その科目で得たグレード ・ポイント）］の総和
　　　　　　　　　　履修科目単位数の総和

２　評価ごとのグレード ・ポイントは次のとおり
とする。ただし、認とＰ、Ｆは対象外とする。

　　　　Ｓ（100～90点）：4.0、Ａ（89～80点）：3.0、
　　　　Ｂ（79～70点）：2.0、Ｃ（69～60点）：1.0、
　　　　Ｄ（59点以下、試験欠席）： 0、
　　　　×（受験不可）： 0

３ 　「建学原論」、「健土健民 ・獣医学入門実習」、
「学外農場実習」は、ＧＰＡ算出の対象外とする。
４　 ２学期連続してＧＰＡが1.0未満の者につい
ては、学生担当教員と連携のもと、学類長より
指導 ・助言を行う。
５　 ３学期連続してＧＰＡが1.0未満の者につい
ては、学生担当教員と協議した上で、学群長よ
り退学勧告を行う。
６　前項の規定により退学した者が、科目等履修
生として履修した科目を算入して累積ＧＰＡが
1.0以上に改善し、再入学を願い出た場合には、
教授会の議を経て、退学時の学年学期の次学期
に再入学を許可することができる。

（成績発表）
第23条　成績は、所定の方法をもって発表する。その

他授業科目担当教員が必要に応じて成績を発表
する。
２　成績は、学生の保証人に通知する。

（欠 席）
第24条　病気 ・怪我、交通機関の遅延 ・事故、就職活

動、その他の理由で授業を欠席する場合は、「欠
席届」（教務課に常備）を欠席する授業科目担
当教員に届け出なければならない。
２　前項の欠席は、授業時間総数に算入する。

（公認欠席）
第25条　公認欠席は、次の場合に限り認められる。
公認欠席に該当する事由 認定日数 申請期限

⑴　
課外活動

ア　�運動部等で対学校
試合等､ 大学を代
表して出場する場
合

イ　�文化部等で大学を
代表して出席する
場合

ウ　�学生会役員で会合
に出席する場合

各学期 １ 回､
６ 授業日以内
※�同一曜日の
重複は認め
ない。

※�準備、後片
付け、見学
会、調査等
は、認めな
い。

大会等の初日
（移動日があ
る場合は移動
日）の ７日前
まで

⑵　
その他

ア　忌引き
　　（ ２親等以内の親族）

年間 ７授業日
以内
（本事由によ
る公認欠席は
１授業科目に
つき １回まで
とする。）

葬儀終了後
７日以内

イ　�学校保健安全法
（昭和33年法律
第56号）第19条
基づく出席停止

学校保健安全
法施行規則
（昭和33年文
部省令第 18
号）第19条に
定める出席停
止の期間

登校許可が
出た日から
５日以内

２　前項の公認欠席は、授業時間総数に算入しな
い。
３　第 １項に該当する公認欠席は、次の手続きを
しなければならない。
⑴　第 １項の⑴の該当団体は、申請期限前に�
「◯外公認欠席願｣ に ｢理由に関する資料｣ を
添付し、団体顧問（本学教員）の認印を受け
た後、学生支援課に届け出なければならない。
⑵　第 １項の⑵アの公認欠席該当学生は、申請
期限前に会葬礼状の写し、葬儀の実施内容が
分かる葬儀施行証明書等又は保証人の証明を
持参の上、教務課に届け出なければならない。
⑶　第 １項の⑵イの公認欠席該当学生は、申請
期限前に医師の診断書（療養期間の記載があ
るもの）、本学所定の法定感染症病状証明書
又は本学所定の罹患申請書（所定の添付書類
を含む。）を医務室に持参し、学校医の証明
後に教務課に届け出なければならない。
⑷　第 １項の公認欠席該当学生は、所定の申請
後、手続きを指定された部署の証印を受けた
公認欠席届を受け取り、欠席した授業科目担
当教員に原則14日以内に届け出なければなら
ない。

４　第 １項の公認欠席の回数は、 １つの授業科目
において当該授業回数の ３分の １を超えること
ができないものとする。
５　第 １項⑴に該当する公認欠席は、原則定期試
験期間を含むことができないものとする。
６　第 １項の申請期限を過ぎた申請は、認めない。
ただし、学生の自己都合によらない不可抗力に
よる理由の場合、認めることがある。

（改 廃）
第26条　この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長

が決定する。

　附　則（2011年 ４ 月 １ 日規程2011－ ６ 号）
この規程は、2011（平成23）年 ４月 １日から制定 ・施
行する。
　附　則
この規程は、2012（平成24）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
１　この規程は、2013（平成25）年 ４月 １日から施行
する。

２　但し、第 ５条は2011年度入学生から適用とする。
　附　則
１　この規程は、2015（平成27）年 ４月 １日から施行
する。
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２ 　別表Ⅰ（授業科目履修年次配当表 獣医学類）は、
2011年度入学生から適用する。但し、備考 7 .に
ついては2013年度カリキュラム適用者から適用す
る。

　附　則
１ 　この規程は、2015（平成27）年 ４ 月 １ 日から施行

する。
２ 　2014（平成26）年度以前の入学生については、第

２ 条第 １ 項、第 ４ 条及び第 ５ 条の適用は、なお従
前の規程による。

　附　則
この規程は、2015（平成27）年 ４ 月 １ 日から施行する。
　附　則
この規程は、2016（平成28）年 ４ 月 １ 日から施行する。
　附　則（2018年10月 1 日改正規程2018－27号）
この規程は、2018（平成30）年10月 １ 日から施行する。
　附　則（2020年 ４ 月 １ 日改正規程2020－ ４ 号）
１ 　この規程は、2020年 ４ 月 １ 日から施行する。
２ 　別表Ⅰ及び別表Ⅱは、2019年度以前の入学者につ

いては、なお従前の規程による。
　附　則（2020年12月17日改正規程2020－45号）
１ 　この規程は、2021年 ４ 月 １ 日から施行する。
２ 　第 ２ 条第 １ 項、第 ４ 条、第 ５ 条、第 ８ 条第 ６ 項､

第 ９ 条第 ２ 項、第21条、第22条及び第25条の規定
は､ 2021年度入学生から適用し、2020年度以前の
入学生については、従前の規程による。

３ 　別表Ⅰ、別表Ⅱは、2021年度入学生から適用し、
2020年度以前の入学生については、従前の規程に
よる。

　附　則（2023年 ８ 月31日改正規程2023－214号）
１ 　この規程は、2023年 ８ 月31日から施行し、2024年

４ 月 １ 日から適用する。
２ 　第 ５ 条第 ４ 項の規定は、2021年度入学生から適用

し、2020年度以前の入学生については、なお従前
の規定による。

　附　則（2023年11月 ２ 日改正規程2023－215号）
１ 　この規程は、2024年 4 月 1 日から施行する。
２ 　第 ８ 条第 ３ 項の規定は、2021年度入学生から適用

し、2020年度以前の入学生については、なお従前
の規定による。

　附　則（2025年 1 月21日改正規程2024－208号）
１ 　この規程は、2025年 ４ 月 １ 日から施行する。
２ 　別表Ⅰは2021年度入学生から適用し、2020年度以

前の入学生については、従前の規定による。
　附　則
この規程は、2026年 ４ 月 １ 日から施行する。
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別表Ⅰ　授業科目履修年次配当表　獣医学類

科目区分 授業科目
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

基
盤
教
育
　
24
単
位
以
上

酪農学園導入教育
6 単位

建学原論 ① 2
キリスト教学 ② 2
健土健民・獣医学入門実習 ① 3
獣医療概論 ② 2

人文社会科学教育
2 単位以上

心理学 2 2
社会学 2 2

自然科学教育
6 単位以上

統計学Ⅰ 2 2
統計学Ⅱ ② 2
生物学 ② 2
化学 ② 2

保健体育教育
1 単位以上

運動の科学 2 2
体育実技Ⅰ ① 2
体育実技Ⅱ 1 2

情報教育
1 単位以上

情報科学の基礎 2 2
情報処理基礎演習 ① 2

外国語教育
8 単位以上

英語Ⅰ ② 2
英語Ⅱ ② 2
Veterinary Topic English（Standard） 2 2
Veterinary Topic English（Advanced） 2 2
English for Veterinary Skills ② 2
日本語Ⅰ 2 2
日本語Ⅱ 2 2

専
門
基
礎
教
育
　
33
単
位
以
上

学群共通
専門基礎科目

33単位

獣医組織学A ② 2
獣医生化学 ② 2
獣医生理学総論 ② 2
獣医薬理学A ② 2
感染と免疫 ② 2
獣医寄生虫学 ② 2
獣医病理学総論 ② 2
実験動物学 ② 2
動物倫理・動物福祉学 ② 2
動物行動学 ② 2
動物栄養管理学 ② 2
臨床薬理学 ② 2
動物ハンドリング実習 ① 3
臨床繁殖学A ② 2
野生動物学 ② 2
獣医麻酔疼痛管理学 ② 2
公衆衛生学総論 ② 2

全学共通
専門基礎科目

全学共通科目A 2 2
全学共通科目B 2 2
博物館実習 3 9

専
門
教
育
　
115
単
位

生体機能学分野
22単位

獣医解剖学A ② 2
獣医解剖学B ② 2
獣医解剖学実習 ① 3
獣医組織学B ② 2
獣医組織学実習 ① 3
分子遺伝学 ② 2
獣医生化学実習 ① 3
獣医生理学各論A ② 2
獣医生理学各論B ② 2
獣医生理学実習 ① 3
獣医薬理学B ② 2
毒性学 ② 2
獣医薬理学実習 ① 3
実験動物学実習 ① 3
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科目区分 授業科目
単
位
数

開　講　年　次
1年 2年 3年 4年 5年 6年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

専
門
教
育
　
115
単
位

感染・病理学分野
17単位

獣医微生物学 ② 2
動物感染症学Ａ ② 2
動物感染症学Ｂ ② 2
動物感染症学Ｃ ② 2
微生物学実習 ① 3
獣医寄生虫病学 ② 2
獣医寄生虫病学実習 ① 3
魚病学・原虫病学 ② 2
獣医病理学各論 ② 2
獣医病理学実習 ① 3

予防獣医学分野
17単位

食品衛生学 ② 2
人獣共通感染症学 ④ 4
獣医疫学 ② 2
獣医衛生学 ② 2
ハードヘルス学 ② 2
総合衛生学実習Ⅰ（獣医衛生） ① 3
総合衛生学実習Ⅱ（公衆衛生） ① 3
総合衛生学実習Ⅲ（食品衛生） ① 3
食肉衛生検査学実習（学外） ① 3 ⑶
畜産物利用学実習 ① 3

生産動物医療学分野
10単位

産業動物臨床学Ａ ② 2
産業動物臨床学Ｂ ② 2
産業動物臨床学Ｃ ② 2
産業動物臨床学実習Ａ ① 3
産業動物臨床学実習Ｂ ① 3
臨床繁殖学Ｂ ② 2

伴侶動物医療学分野
27単位

伴侶動物臨床学総論 ② 2
臨床病理学 ② 2
伴侶動物内科学各論Ａ ② 2
伴侶動物内科学各論Ｂ ② 2
伴侶動物内科学各論Ｃ ② 2
手術学総論 ② 2
馬臨床医学 ② 2
伴侶動物外科学各論Ａ ② 2
伴侶動物外科学各論Ｂ ② 2
獣医臨床腫瘍学 ② 2
医療物理学 ② 2
画像診断学 ② 2
獣医臨床検査学実習 ① 3
伴侶動物臨床学実習Ａ ① 3
伴侶動物臨床学実習Ｂ ① 3

参加型実習
22単位

獣医臨床基礎実習 ① 3
総合病理診断学実習 ② 6 ⑹
食鳥検査学実習 ① 3
参加型伴侶動物臨床実習Ａ（内科） ③ 9 ⑼
参加型伴侶動物臨床実習Ｂ（外科） ③ 9 ⑼
参加型伴侶動物臨床実習Ｃ
（麻酔・画像診断） ③ 9 ⑼

参加型伴侶動物臨床実習D
（検査・馬診療） ③ 9 ⑼

参加型伴侶動物臨床実習E
（学外臨床実習・Shelter） ③ 9 ⑼

参加型産業動物臨床実習
（学内・学外） ③ 9 ⑼
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備考
１ ．単位数の〇数字は必修科目を示す。
２ ‌�．開講年次欄の数字は週当たりの授業時間数を示す。
３．科目区分欄の単位数は修得すべき単位数を示す。
４ ‌�．基盤教育は酪農学園導入教育 ６単位、人文社会科
学教育 ２単位以上、自然科学教育 ６単位以上、保健
体育教育 １単位以上、情報教育 １単位以上、外国語
教育 ８単位以上の合計24単位以上を修得しなければ
ならない。
５ ‌�．「日本語」はⅠを履修中又は修得済みでなければ
Ⅱの履修は認められず、Ⅰが「×」若しくは「D」
の場合、後学期のⅡの履修を認めない（取消とする）。
　�　なお、「日本語Ⅰ ・日本語Ⅱ」は外国人留学生用
の科目である。外国人留学生は、「日本語Ⅰ ・日本
語Ⅱ」の 4単位を修得しなければならないが、日本
語が一定の能力に達していると認められる場合は、

履修を免除することがある。
６ �．専門基礎教育は、学群共通専門基礎科目33単位を
修得しなければならない。
７ �．専門教育は、生体機能学分野22単位、感染 ・病理
学分野17単位、予防獣医学分野17単位、生産動物医
療学分野10単位、伴侶動物医療学分野27単位、参加
型実習22単位、合計115単位を修得しなければなら
ない。
８ �．「参加型伴侶動物臨床実習Ａ（内科）」「参加型伴
侶動物臨床実習Ｂ（外科）」「参加型伴侶動物臨床実
習Ｃ（麻酔 ・画像診断）」「参加型伴侶動物臨床実習
Ｄ（検査 ・馬診療）」「参加型伴侶動物臨床実習Ｅ（学
外臨床実習 ・ Shelter）」「参加型産業動物臨床実習
（学内 ・学外）」は、獣医学共用試験（vetCBT及び
vetOSCE）に合格しないと履修することはできない。
９ �．「食肉衛生検査学実習（学外）」「総合病理診断学

科目区分 授業科目
単
位
数

開　講　年　次
1年 2年 3年 4年 5年 6年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

専
修
教
育
　
17
単
位
以
上

専修教育共通科目
10単位以上

統合獣医学 ⑥ 6
獣医畜産法規 ② 2
中獣医学 2 2
動物理学療法 2 2
研究発表 1 3 ⑶ ⑶ ⑶ ⑶
学外実習A（伴侶動物） 1 3 ⑶ ⑶ ⑶ ⑶
学外実習B（生産動物） 1 3 ⑶ ⑶ ⑶ ⑶
学外実習C（展示・野生動物） 1 3 ⑶ ⑶ ⑶ ⑶
学外実習D（食品衛生） 1 3 ⑶ ⑶ ⑶ ⑶

専
修
教
育
コ
ー
ス
別
科
目
　
7
単
位

生体機能学
専修コース

生体機能学演習Ⅰ 1 2
生体機能学演習Ⅱ 1 2
生体機能学演習Ⅲ 1 2
生体機能学演習Ⅳ 1 2
生体機能学アドバンスドコース 3 9

感染病理学
専修コース

感染病理学演習Ⅰ 1 2
感染病理学演習Ⅱ 1 2
感染病理学演習Ⅲ 1 2
感染病理学演習Ⅳ 1 2
感染病理学アドバンスドコース 3 9

予防獣医学
専修コース

予防獣医学演習Ⅰ 1 2
予防獣医学演習Ⅱ 1 2
予防獣医学演習Ⅲ 1 2
予防獣医学演習Ⅳ 1 2
予防獣医学アドバンスドコース 3 9

生産動物医療学
専修コース

生産動物医療学演習Ⅰ 1 2
生産動物医療学演習Ⅱ 1 2
生産動物医療学演習Ⅲ 1 2
生産動物医療学演習Ⅳ 1 2
生産動物医療学アドバンスドコース 3 9

伴侶動物医療学
専修コース

伴侶動物医療学演習Ⅰ 1 2
伴侶動物医療学演習Ⅱ 1 2
伴侶動物医療学演習Ⅲ 1 2
伴侶動物医療学演習Ⅳ 1 2
伴侶動物医療学アドバンスドコース 3 9

畜産関連科目
4単位以上

学外農場実習 4 12
畜産学総論 ② 2
畜産物利用学 ② 2

自由科目 他学群他学類科目
他大学等互換科目

― 102 ―



実習」「参加型伴侶動物臨床実習Ａ（内科）」「参加
型伴侶動物臨床実習Ｂ（外科）」「参加型伴侶動物臨
床実習Ｃ（麻酔 ・画像診断）」「参加型伴侶動物臨床
実習Ｄ（検査 ・馬診療）」「参加型伴侶動物臨床実習
Ｅ（学外臨床実習 ・ Shelter）」「参加型産業動物臨
床実習（学内 ・学外）」は、指定された履修期間に
履修すること。
10‌�．専門教育及び専修教育の各実習科目については、
年次配当の学期の中で毎週 １回又は隔週、若しくは
一定期集中など、それぞれの方法で開講される場合
がある。

11�．専修教育は、専修教育共通科目10単位以上、専修
教育コース別科目 ７単位、合計17単位以上を修得し
なければならない。

　�　専修教育コース別科目は、 ５コースのうち １コー
スを選択必修とする。

12�．畜産関連科目は、 ４単位以上を修得しなければな
らない。

13�．自由科目は、他学群他学類科目及び他大学等互換
科目とする。

14�．卒業に必要な単位数は193単位以上である。

科目区分 各区分の修得すべき
最低単位数

基盤教育

酪農学園導入教育 6単位
人文社会科学教育 2単位
自然科学教育 6単位
保健体育教育 1単位
情報教育 1単位
外国語教育 8単位

小　　計 24単位

専門基礎
教　　育

学群共通専門基礎教育 33単位
全学共通専門基礎教育

小　　計 33単位

専門教育

生体機能学分野 22単位
感染・病理学分野 17単位
予防獣医学分野 17単位
生産動物医療学分野 10単位
伴侶動物医療学分野 27単位
参加型実習 22単位

小　　計 115単位

専修教育
専修教育共通科目 10単位
専修教育コース別科目 7単位

小　　計 17単位
畜 産 関 連 科 目 4単位
自　 由　 科　 目
総　　　　　　計 193単位

別表Ⅱ　卒業必要単位数
獣医学類
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別表Ⅰ　授業科目履修年次配当表　獣医保健看護学類

科目区分 授　業　科　目
単
位
数

開　講　年　次
1 年 2 年 3 年 4 年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

基
盤
教
育
　
24
単
位
以
上

酪農学園導入教育
6 単位

建学原論 ① 2  
キリスト教学 ② 2  
健土健民・獣医学入門実習 ① 3  
獣医療概論 ② 2  

人文社会科学
教育 2 単位以上

社会学 2 2  
心理学 2 2  

自然科学教育
6 単位以上

統計学Ⅰ 2 2  
統計学Ⅱ ② 2  
生物学 ② 2  
化学 ② 2  

保健体育教育
1 単位以上

運動の科学 2 2  
体育実技Ⅰ ① 2  
体育実技Ⅱ 1 2  

情報教育
1 単位以上

情報科学の基礎 2 2  
情報処理基礎演習 ① 2  

外国語教育
8 単位以上

英語Ⅰ ② 2  
英語Ⅱ ② 2  
Veterinary Topic English（Standard） 2 2  
Veterinary Topic English（Advanced） 2 2  
English for Veterinary Skills ② 2  
日本語Ⅰ 2 2  
日本語Ⅱ 2 2  

専
門
基
礎
教
育
　
33
単
位
以
上

学群共通
専門基礎科目

33単位

獣医組織学A ② 2  
獣医生化学 ② 2  
獣医生理学総論 ② 2  
獣医薬理学A ② 2  
感染と免疫 ② 2  
獣医寄生虫学 ② 2  
獣医病理学総論 ② 2  
実験動物学 ② 2  
動物倫理・動物福祉学 ② 2  
動物行動学 ② 2  
動物栄養管理学 ② 2  
臨床薬理学 ② 2  
動物ハンドリング実習 ① 3  
野生動物学 ② 2  
獣医麻酔疼痛管理学 ② 2  
公衆衛生学総論 ② 2  
臨床繁殖学A ② 2  

全学共通
専門基礎科目

全学共通科目A 2 2
全学共通科目B 2 2
博物館実習 3 9

専
門
教
育
　
41
単
位
以
上

専門教育科目
28単位

家畜解剖学（農食環境学群共通） ② 2  
動物看護学概論 ② 2  
動物人間関係学 ② 2  
伴侶動物学A ② 2  
伴侶動物学B ② 2  
畜産学総論 ② 2  
動物内科看護学 ② 2  
動物外科看護学 ② 2  
動物臨床看護学総論 ② 2  
動物臨床看護学各論A ② 2  
動物臨床看護学各論B ② 2  
動物臨床看護学各論C ② 2  
動物臨床検査学 ② 2  
簿記・会計学概論 ② 2  

― 104 ―



備考
１ ．単位数の〇数字は必修科目を示す。
２．‌�開講年次欄の数字は週当たりの授業時間数を示す。
３．科目区分欄の単位数は修得すべき単位数を示す。
４ �．基盤教育は酪農学園導入教育 ６単位、人文社会科
学教育 ２単位以上、自然科学教育 ６単位以上、保健
体育教育 １単位以上、情報教育 １単位以上、外国語
教育 ８単位以上の合計24単位以上を修得しなければ
ならない。
５ �．「日本語」はⅠを履修中または修得済みでなけれ
ばⅡの履修は認められず、Ⅰが「×」もしくは「D」
の場合、後学期のⅡの履修を認めない（取消とする）。
　�　なお、外国語教育の「日本語Ⅰ ・日本語Ⅱ」は外
国人留学生用の科目である。外国人留学生は、「日

本語Ⅰ・日本語Ⅱ」の ４単位を修得しなければなら
ないが、日本語が一定の能力に達していると認めら
れる場合は履修を免除することがある。
６ �．専門基礎教育は、学群共通専門基礎科目33単位を
修得しなければならない。
７ �．専門教育は、専門教育科目28単位、専門教育実習
科目13単位以上、合計41単位以上を修得しなければ
ならない。
８ �．専門教育の各実習科目については、年次配当の学
期の中で毎週 １回または隔週、あるいは一定期間集
中など、それぞれの方法で開講される場合がある。
９ �．専修教育は、専修教育科目20単位、専修教育プロ
グラム別科目 ６単位、合計26単位を修得しなければ
ならない。

科目区分 授業科目
単
位
数

開　講　年　次
1年 2年 3年 4年

前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期 前学期 後学期

専
門
教
育
　
41
単
位
以
上

専門教育実習科目
13単位以上

動物形態機能学実習 ① 3 
動物看護基礎実習Ⅰ ① 3 
動物看護基礎実習Ⅱ ① 3 
伴侶動物内科看護学実習 ① 3 
Shelter Medicine ① 3 
伴侶動物外科看護学実習 ① 3 
伴侶動物麻酔看護学実習 ① 3 
動物臨床検査学実習Ⅰ ① 3 
動物臨床検査学実習Ⅱ ① 3 
動物看護総合実習Ⅰ（酪小獣） ② 6 
動物看護総合実習Ⅱ ② 6 
学内動物病院実習 2 6 

専
修
教
育
　
26
単
位

専修教育科目
20単位

中獣医学 ② 2 
動物理学療法学 ② 2 
動物行動学実習 ① 3 
グルーミング理論 ② 2 
グルーミング実習 ① 3 
動物環境衛生学 ② 2 
獣医畜産法規 ② 2 
伴侶動物飼養管理学 2 2 
生産動物飼養管理学 2 2 
統合動物看護学 ④ 4 
獣医保健看護学演習 ② 4 

専
修
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
別
科
目
　
6
単
位

基礎動物看護学
アドバンスド
プログラム

基礎動物看護学演習Ⅰ 1 2 
基礎動物看護学演習Ⅱ 1 2 
基礎動物看護学演習Ⅲ 1 2 
基礎動物看護学アドバンスドプログラム 3 9 

応用動物看護学
アドバンスド
プログラム

応用動物看護学演習Ⅰ 1 2 
応用動物看護学演習Ⅱ 1 2 
応用動物看護学演習Ⅲ 1 2 
応用動物看護学アドバンスドプログラム 3 9 

臨床動物看護学
アドバンスド
プログラム

臨床動物看護学演習Ⅰ 1 2 
臨床動物看護学演習Ⅱ 1 2 
臨床動物看護学演習Ⅲ 1 2 
臨床動物看護学アドバンスドプログラム 3 9 

畜産関連科目

学外農場実習 4 12 
家畜育種学 2 2 
家畜管理・栄養学実験 1 3 
家畜育種・繁殖学実験 1 3 

自由科目 他学群他学類科目
他大学等互換科目
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別表Ⅱ　卒業必要単位数
獣医保健看護学類

科目区分 各区分の修得すべき
最低単位数

基盤教育

酪農学園導入教育 6単位
人文社会科学教育 2単位
自然科学教育 6単位
保健体育教育 1単位
情報教育 1単位
外国語教育 8単位

小　　計 24単位

専門基礎
教　　育

学群共通専門基礎科目 33単位
全学共通専門基礎科目

小　　計 33単位

専門教育
専門教育科目 28単位
専門教育実習科目 13単位

小　　計 41単位

専修教育
専修教育科目 20単位
専修教育プログラム別科目 6単位

小　　計 26単位
畜 産 関 連 科 目
自　 由　 科　 目
総　　　　　　計 124単位

　�　専修教育プログラム別科目は、 ３プログラムのう
ち １コースを選択必修とする。
10�．自由科目は、他学群他学類科目および他大学等互

換科目とする。
11．卒業に必要な単位数は124単位以上である。
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（目　　的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学学則（以下「学則」

という。）第４５条第 ４項の規定に基づき、研究
生に関する事項を定める。

（入学資格）
第 ２条　研究生として志願することのできる者は、次

の各号の一に該当する者とする。
⑴　大学を卒業した者
⑵　大学が特に適当と認める者

（出願手続）
第 ３条　研究生を志願する者は、別表 １に定める期間

内に、次の各号に定める書類に入学検定料を添
えて、学群長に願い出なければならない。
⑴　研究生志願書（本学所定）
⑵　最終学校の卒業証明書
２　外国人留学生は、前項の他、次の各号に定め

る書類を提出しなければならない。
⑴　研究生志願調書（本学所定）
⑵　在留資格認定証明書（写）
⑶　身元保証書（本学所定）

（選　　考）
第 ４条　前条の志願者の選考については、教授会の議

を経て、学長が決定する。
（入学手続および許可）
第 ５条　前条の選考に基づき合格の通知を受けた者

は、指定の期日までに所定の書類を提出すると
ともに、入学金および研究料を納付しなければ
ならない。
２　学長は、前項の入学手続きを完了した者につ
いて入学を許可する。

（期　　間）
第 ６条　研究期間は、 １年以内（年度の途中で研究生

（目　　的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学（以下「本学」と

いう。）学則第２７条及び酪農学園大学大学院学
則第２１条に基づき、教育職員免許状の取得及び
教育職員免許状授与の所要資格を得させるため
の授業科目（以下「教職課程に関する科目」と
いう。）に関して必要な事項を定める。

（履修資格）
第 ２条　教職課程に関する科目を履修できる者は、本

学の学生及び大学院生並びに大学学則第４３条及
び大学院学則第２９条に基づき許可された科目等
履修生とする。

（履修の手続き）
第 ３条　教職課程に関する科目を履修しようとする者

は、定められた期間内に教務課へ履修の申し込
みをしなければならない。

（納付金等）
第 ４条　教職課程に関する科目を履修しようとする者

は、次に掲げる納付金等を納めなければならな
い。
⑴　教職課程料
　　（イ）学生　　　３０，０００円（申込時）
　　（ロ）大学院生　１０，０００円（申込時）
⑵　教育実習費は、実費とする。
⑶　科目等履修生は、酪農学園大学科目等履修
生規程による。

２　前項⑴（ロ）は、専修免許状取得希望者に限る。
３　前項のほかに必要な経費は、別途徴収する。
４　納付した教職課程料等は、返還しない。

（開講授業科目及び履修方法）
第 ５条　開講授業科目は学則第２１条及び学則第２７条に

関する科目とし、学則の別表第 １及び別表第 ２
に基づき、定められた必修科目及び選択科目を

履修しなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、教育実習を履修す
る場合は所定の科目、単位を修得していなけれ
ばならない。

（教育職員免許状取得に要する単位数）
第 ６条　教育職員免許状を取得しようとする者は、卒

業に必要な単位数及び定められた教職課程の単
位数を修得しなければならない。

（成績評価及び単位認定）
第 ７条　前条により履修した科目については、所定の

方法により学業成績を評価するとともに、合格
したときは所定の単位を与える。

（単位修得証明書）
第 ８条　本学において教育職員免許状取得に必要な科

目を履修し、所定の単位を修得した者には、単
位修得証明書を発行する。

（所　　管）
第 ９条　この規程に関する事項の事務所管は教務課と

する。
（改　　廃）
第１０条　この規程の改廃は、評議会の議を経て学長が

決定する。

　附　則
この規程は、２００７年（平成１９年） ７月２６日から施行し、
２００７年（平成１９年） ４月 １日から適用とする。但し、
第 ４条は２００７年度入学生から適用とする。
　附　則
この規程は、２０１５年（平成２７年）４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２０１８（平成３０）年１０月 １ 日から施行する。
　附　則
この規程は、２０26年 ４ 月 １ 日から施行する。
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となった者は、その年度末まで）とする。ただ
し、引き続き研究を希望する場合は、教授会の
議を経て、その期間を更新することができる。

（入学検定料・入学金および研究料）
第 ７条　入学検定料 ・入学金および研究料は別表 2の

とおりとする。
２　継続して研究する場合は、入学金を免除する。
３　納付した入学検定料、入学金及び研究料は返
付しない。ただし、第 4条に定める教授会の議
を経る前日までに志願者本人の願いにより出願
を取り止めしたときは入学検定料を、また在留
資格を得られず入国できないため研究生の資格
取消となった外国人には、入学金および研究料
を返付する。

（研究・指導）
第 ８条　研究生は、指導教員の指導を受けて研究する

ものとする。
（研究報告）
第 ９条　研究生は、研究報告書を指導教員を経て、学

群長に提出するものとする。
（諸証明の交付）
第１０条　研究生には、次の各号に定める証明書を交付

する。
⑴　研究生身分証明書
⑵　研究証明書

（研究生の取消）
第１１条　研究生が申し出たとき、または、その本分に

反する行為があった場合は、教授会の議を経て、
学長が研究生としての資格を取消す。

（準用規定）
第１２条　研究生に関し、この規程に定めるもののほか、

本学学則を準用する。
（改　　廃）

第１３条　この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長
が決定する。

　附　則
この規程は、１９６４（昭和３９）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、１９７５（昭和５０）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、１９７８（昭和５３）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、１９８０（昭和５５）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、１９８１（昭和５６）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、１９９０（平成 ２）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、１９９７（平成 ９）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、１９９８（平成１０）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００１（平成１３）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００２（平成１４）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、2015（平成27）年 ４月 １日から施行する。
　附　則（2016年 ４ 月 １ 日改正規程2016－12号）
この規程は、2016（平成28）年 ４月 １日から施行する。
　附　則（2019年 ４ 月 １ 日改正規程2019－ １ 号）
この規程は、2019（平成31）年 ４月 １日から施行する。
　附　則（2020年 ４ 月 １ 日改正規程2020－ １ 号）
この規程は、2020（令和 ２）年 ４月 １日から施行する。
　附　則（2022年 １ 月 ７ 日改正規程2021－211号）
この規程は、2022年 １ 月 ７ 日から施行する。

別表 １（規程第 3条第 1項関係）
１ ）研究生（国内在住者）

出願受付 研　　究　　期　　間
１　　　年 半　　　期

1月 1日～ 2月末日
4月 1日～翌年 3月31日 4 月 1 日～ 9月30日大学院入学試験 2月受験者のみ

合格発表日～ 3日以内（必着）
7 月 1 日～ 8月末日

― 10月 1日～翌年 3月31日大学院入学試験10月入学・
8月受験者のみ

合格発表日～ 3日以内（必着）

別表 ２（規程第 7条第 1項関係）
一　　般 本学卒業生 外国人留学生

入 学 検 定 料  １０，０００ 円  １０，０００ 円 １０，０００ 円
入 学 金  ３０，０００ 円  １５，０００ 円 １５，０００ 円

研 究 科
（獣医学研究科）

半期  ６０，０００ 円
（１２０，０００ 円）

 ４０，０００ 円
 （８０，０００ 円）

４０，０００ 円
（４０，０００ 円）

年間 １００，０００ 円
（２００，０００ 円）

 ７０，０００ 円
（１４０，０００ 円）

７０，０００ 円
（７０，０００ 円）

２ ）外国人留学生研究生

出願受付 研　　究　　期　　間
１　　　年 半　　　期

１２月 １日～ １月末日（国外在住者） ４月 １日～翌年 ３月３１日 ４ 月 １ 日～ ９月３０日１月 １日～ ２月末日（国内在住者）
６月 １日～ ７月末日（国外在住者） ― １０月 １日～翌年 ３月３１日７ 月 １ 日～ ８月末日（国内在住者）
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（目　　的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学学則（以下「学則」

という。）第４３条第 ２項の規定に基づき、科目
等履修生に関する事項を定める。

（資　　格）
第 ２条　科目等履修生として志願することのできる者

は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者
⑵　特別支援学校の高等部又は高等専門学校の
３年次を修了した者

⑶　外国において、学校教育における12年の課
程を修了した者（12年未満の課程の場合は、
さらに、文部科学大臣により指定された準備
教育課程又は研修施設の課程を修了する必要
がある。）
⑷　外国における、12年の課程修了相当の学力
認定試験に合格した18歳以上の者（12年未満
の課程の場合は、さらに、文部科学大臣によ
り指定された準備教育課程又は研修施設の課
程を修了する必要がある。）

⑸　外国において、文部科学大臣により指定さ
れた11年以上の課程を修了したとされるもの
であること等の要件を満たす高等学校に対応
する学校の課程を修了した者

⑹　我が国において、外国の高等学校相当とし
て文部科学大臣により指定された外国人学校
を修了した者（12年未満の課程の場合は、さ
らに、文部科学大臣により指定された準備教
育課程を修了する必要がある。）

⑺　高等学校と同等と文部科学大臣に認定され
た在外教育施設の課程を修了した者

⑻　文部科学大臣により指定された専修学校の
高等課程を修了した者

⑼　高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合
格した者（なお、18歳に達していないときは、
18歳に達した日の翌日から認定試験合格者と
なる。）　

⑽　酪農学園大学（以下「本学」という。）に
おいて個別の入学資格審査により認めた18歳
以上の者

２　教育職員免許状授与の所要資格を得るために
必要な授業科目を履修する科目等履修生を志願
することのできる者は、次の各号のいずれかに
該当する者とする。
⑴　学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条
の大学を卒業した者
⑵　教育職員免許法（昭和24年法律第147号）
附則第 ９項の表の定める基礎資格を有し、教
育職員免許状（農業実習）の取得を希望する
者

（受入れ時期）
第 ３条　科目等履修生の受入れ時期は、 ４月 １日及び

１０月 １ 日とする。

（出願手続）
第 ４条　科目等履修生を志願する者は、次の書類に第

８条に定める検定料を添えて願い出なければな
らない。
⑴　科目等履修生志願書（本学所定）
⑵　履歴書（本学所定）
⑶　最終学校の卒業証明書
⑷　最終学校の成績証明書
⑸　現職証明書
⑹　写真 ２枚（正面上半身脱帽、最近 ３カ月以
内に撮影したもの）

⑺　健康診断書（最近 ３カ月以内に発行された
もの）

２　教職に関する授業科目を履修しようとする者
は、前項各号の書類のほか、学力に関する証明
書（教職課程）を添付すること。

（選　　考）
第 ５条　前条の出願者の選考については、教務委員会

及び教授会の議を経て、学長が決定する。
（手続及び許可）
第 ６条　前条により合格通知を受けた者は、指定の期

日までに次の書類を提出するとともに、第 ８条
に定める入学金及び科目等履修料を納付しなけ
ればならない。
⑴　誓約書
⑵　その他本学の指定する書類
２　学長は、前項の手続きを完了した者について
入学を許可する。

（期　　間）
第 ７条　科目等履修生の履修期間は、年度内の当該授

業科目の開講期間とする。
（検定料、入学金、科目等履修料）
第 ８条　検定料及び入学金、科目等履修料は、次のと

おりとする。
　　　　検定料　１０，０００円
　　　　入学金　３０，０００円‌�（ただし、本学卒業生は免

除とする。外国人留学生は
半額とする。）

科目等履修料
　　　　講　　　義　１０，０００円（ １単位につき）
　　　　演　　　習　１６，０００円（ １単位につき）
　　　　実験 ・実習　２４，０００円（ １単位につき）
　　　　教 育 実 習　３０，０００円

２ 　継続して科目等履修生となる場合は、入学金
を免除する。
３　納付した検定料、入学金、科目等履修料は、
原則として返付しない。
４　他機関との交流協定等により受け入れる際の
検定料、入学金、科目等履修料は、別に定める。

（履修制限）
第 ９条　履修をしようとする科目において、本学学生

の教育に支障をきたす場合には、その履修を制
限することがある。

酪農学園大学科目等履修生規程
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（履修できる単位数）
第１０条　履修できる単位数は、 １年を通して３０単位以

内とする。ただし、 １学期のみの場合は、１５単
位以内とする。

（単位の授与）
第１１条　科目等履修生は、履修した科目の試験を受け

ることができ、試験に合格したときは所定の単
位を与える。
２　前項により単位を認定した場合は、単位修得
証明書を交付する。

（諸証明書の交付）
第１２条　科目等履修生には、身分証明書を交付する。

２　本人の請求により科目等履修生証明書を交付
する。

（科目等履修生身分の取消）
第１３条　科目等履修生が申し出たとき、又はその本分

に反する行為があったときは、教授会の議を経
て、学長が科目等履修生としての身分を取り消
す。

（準用規定）
第１４条　この規程に定めるもののほか、科目等履修生

に関して本学学則を準用する。
（改　　廃）
第１５条　この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長

が決定する。

　附　則（1994年 ４ 月 １ 日規程1994－ １ 号）
この規程は、１９９４（平成 ６）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
１ ‌�　この規程は、１９９６（平成 ８）年 ４月 １日から施行
する。

２ ‌�　この規程の施行により、酪農学園大学聴講生規程
は廃止する。

　附　則
この規程は、１９９７（平成 ９）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、１９９８（平成１０）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００１（平成１３）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００２（平成１４）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００８（平成２０）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００９（平成２１）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２０１２（平成２４）年 ４月 １日から施行する。
　附　則（2015年 ４ 月 １ 日改正規程2015－38号）
この規程は、２０１５（平成２７）年 ４月 １日から施行する。
　附　則（2025年 ８ 月 ５ 日改正規程2025－207号）
この規程は、2025年10月 １ 日から施行する。
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（目　　的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学（以下「本学」と

いう。）学則第４４条第 ２項の規定に基づき、本
学と他の大学又は短期大学（以下「他の大学等」
という。）との協定による特別科目等履修生に
関して必要な事項を定める。

（資　　格）
第 ２条　特別科目等履修生の資格は、本学と単位互換

協定を結んだ他の大学等に在籍する学生とす
る。

（受入れ時期）
第 ３条　特別科目等履修生の受入れ時期は、学年又は

学期の始めとする。
（履修期間）
第 ４条　特別科目等履修生の履修期間は、 １年以内と

する。
（出願手続）
第 ５条　特別科目等履修生を志願する者は、指定の期

日までに当該他の大学等を通じて次の各号に定
める書類を添えて、学長に願い出なければなら
ない。
⑴　願書（本学所定のもの）
⑵　在学証明書
⑶　成績証明書
⑷　当該他の大学等の学長の推薦書
⑸　その他、本学が必要とする書類等

（許　　可）
第 ６条　前条により願い出があった者については、教

務委員会を経て、当該学生が履修しようとする
授業科目の教育課程を置く教授会の議を経て、
学長が特別科目等履修生として受入れを許可す
る。
２　特別科目等履修生は、前項により本学の学群
学類の履修学生とする。

（履修手続）
第 ７条　特別科目等履修生の許可を受けた者は、当該

他の大学等を通じて、本学に授業科目の履修届
を提出する。
２　履修できる単位数は、当該他の大学等との協
議のうえ定めるものとする。

（身分証明書）
第 ８条　特別科目等履修生には、本学所定の身分証明

書を交付する。
（単位の認定）
第 ９条　特別科目等履修生が履修した授業科目につい

ては、試験等により学業成績を評価し、これに
合格した授業科目については、所定の単位を与
える。
２　前項により単位を認定した場合、本人の請求
により単位修得証明書を交付する。
３　授業科目の試験、学業成績評価及び単位認定
の取り扱いは、本学学則による。

（身分の取消）
第１０条　特別科目等履修生がその本分に反する行為を

行ったときは、教授会の議を経て、学長が特別
科目等履修生としての身分を取消す。

（身分の喪失）
第１１条　特別科目等履修生が、当該他の大学等の学生

の身分を失ったときは、本学における特別科目
等履修生の身分も失うものとする。

（履修料等）
第１２条　特別科目等履修生の履修料等については、当

該他の大学等との協議のうえ定めるものとす
る。
２　前項の履修料等のほか、必要な費用について
徴収することがある。

（準用規定）
第１３条　この規程に定めるもののほか、特別科目等履

修生に関して本学学則を準用する。
（所　　管）
第１４条　この規程に関する事務所管は、教務課とする。
（改　　廃）
第１５条　この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長

が決定する。

　附　則
１ ‌�　この規程は、２００１（平成１３）年 ４月 １日から施行
する。

２ ‌�　この規程の施行に伴い、酪農学園大学特別聴講学
生規程は廃止する。

　附　則
この規程は、２００２（平成１４）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００８（平成２０）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２０１５（平成２７）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２０１８（平成３０）年１０月 １ 日から施行する。
附　則
この規程は、２０26年 ４ 月 １ 日から施行する。

酪農学園大学特別科目等履修生規程
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（目　　的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学学則第２０条第 ３項

の規定に基づき、再入学に関する必要な事項を
定める。

（出願資格）
第 ２条　再入学の出願資格を有する者は、次に掲げる

者で、退学または除籍となった年度の ３月３１日
から原則 ３年以内であること及び再入学後成業
の見込みがある者とする。
⑴　酪農学園大学学則第３５条により退学した者
（依願退学者）
⑵　酪農学園大学学則第３６条第 １号により除籍
となった者（授業料等未納による除籍者）

２　再入学の出願資格を有しない者は、次に掲げ
る者とする。
⑴　酪農学園大学学則第４０条により退学した者
（懲戒による退学処分者）
⑵　酪農学園大学学則第３６条第 ２号により除籍
となった者（在学年限を越えた者）

⑶　本規程に基づき再入学した後、退学または
除籍された者

（時　　期）
第 ３条　再入学を希望する者の再入学の時期は、学年

の始めとする。
（所属及び年次）
第 ４条　再入学する学部学科（学群学類）は、原則と

して、再入学を希望する者が退学及び除籍とな
る以前に所属していた学部学科（学群学類）と
する。
２　再入学する年次は、原則として、再入学を希
望する学生が退学となる以前の年次とする。但
し、退学時に当該年次を修了している場合、そ
の再入学の年次は、修了年次の次の年次とする。
また、除籍となった者が再入学する場合の年次
は、除籍の当該年次とする。

（出　　願）
第 ５条　再入学を希望する者は、再入学をしようとす

る前年度の ２月末日までに次の各号に定める書
類に再入学検定料を添えて、学長に願い出なけ
ればならない。
⑴　再入学願（本学所定のもの）
⑵　健康診断書
⑶　再入学検定料　３０，０００円

（選　　考）
第 ６条　選考は評議会の議を経て、学長が決定する。

（手続及び許可）
第 ７条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受け

た者は、指定の期日までに授業料等を納付し、
再入学に必要な手続きをしなければならない。
２　学長は、前項に定める入学手続きを完了した
者に再入学を許可する。
３　許可日は、原則として ４月 １日付けをもって
行う。

（単位の認定）
第 ８条　再入学した者が既に履修した授業科目及び修

得単位数は、再入学した時の「授業科目履修年
次配当表」に照らして読み替え、卒業の要件と
なる単位に含めることができる。但し、既に履
修した科目の全部または一部を再び履修させる
ことがある。
２　前項の認定は、評議会の議を経て、学長が決
定する。

（修業年限）
第 ９条　再入学した者の修業年限は、各学科（各学類）

に定められた修業年限の残りの年限とし、在学
年限は、前在学年数を加えて ８年とする。但し、
獣医学科（獣医学類）は１２年とする。

（改　　廃）
第１０条　この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長

が決定する。

　附　則
この規程は、１９９４（平成 ６）年 ２月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、１９９８（平成１０）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２０００（平成１２）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００１（平成１３）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００２（平成１４）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００８（平成２０）年 ２月２０日から施行する。
　附　則
この規程は、２０１１（平成２３）年 ４月 １日から施行し、
２０１１（平成２３）年 ４月 １日より適用する。
　附　則
この規程は、２０１３（平成２５）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２０１５（平成２７）年 ４月 １日から施行する。

酪農学園大学再入学規程
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（目 的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学学則（以下「学則」

という。）第33条第 ３項の規定に基づき、他学
群又は同一学群の他学類への移籍（以下「転学
類」という。）について、必要な事項を定める
ことを目的とする。

（基 準）
第 ２条　転学類の基準は、次の各号のとおりとする。

⑴　農食環境学群内において他の学類へ転学類
する場合は、以下のとおりとする。

１年次への転学類 ２年次への転学類 ３年次への転学類
転
学
類
先

循環農学類
食と健康学類（管理栄養士コースを除く。）
環境共生学類
農環境情報学類

転
学
類
前
の
学
類
で
の
資
格

１
年
次
か
ら

１ 年次の前学
期・後学期と
もに修学した
こと。（ただ
し、 ２年次へ
の転学類の要
件を満たして
いないこと）

１
年
次
か
ら

１ 年次を前学
期・後学期と
もに修学し、
卒業要件のう
ち31単位以上
を修得済かつ
１年次終了時
点の通算GPA
が 2 . 0 以上で
あること。

１
年
次
か
ら

─

２
年
次
か
ら

─

２
年
次
か
ら

２ 年次を前学
期・後学期と
もに修学し、
卒業要件のう
ち20単位以上
を修得済であ
ること。（た
だし、 ３年次
への転学類の
要件を満たし
て い な い こ
と）

２
年
次
か
ら

２ 年次を前学
期・後学期と
もに修学し、
卒業要件のう
ち62単位以上
を修得済かつ
２年次終了時
点の通算GPA
が 2 . 0 以上で
あること。

３
年
次
か
ら

─

３
年
次
か
ら

─

３
年
次
か
ら

３ 年次を前学
期・後学期と
もに修学した
こと。

そ
の
他

・ ４年次は出願できない。

⑵　農食環境学群の各学類から獣医学群の各学
類へ転学類する場合は、以下のとおりとする。

１年次への転学類

転 学 類 先 獣医学類獣医保健看護学類
転学類前の学
類での資格

１年次終了時において36単位以上修得し
た者

そ の 他 転学類前の学類において １年次終了時以外は転学類できない。

⑶　獣医学群内において他の学類へ転学類する
場合は、以下のとおりとする。

２年次への転学類
転 学 類 先 獣医学類 獣医保健看護学類

転学類前の学
類での資格

ア　�１ 年次終了時にお
いて進級要件を満
たし、かつ専門基
礎教育の必修科目
11単位を修得した
者

イ　�１ 年次終了時に限
る。 

ア　�１ 年次終了時にお
いて進級要件を満
たし、かつ専門基
礎教育の必修科目
11単位を修得した
者

イ　�２ 年次終了時にお
いて獣医保健看護
学類の卒業に必要
な単位数の ２分の
１以上修得した者

ウ　�３ 年次又は ４年次
に在籍し、獣医保
健看護学類の卒業
に必要な単位数の
２分の １以上修得
した者

そ の 他
（転学類先の
１年次開講科
目の履修）

時間割の重複がない
限り、獣医解剖学Ａ、
獣医解剖学Ｂ、獣医
組織学Ｂ及び獣医生
理学各論Ａを履修し
ておくこと。

時間割の重複がない
限り、動物看護学概
論、伴侶動物学Ａ及
び伴侶動物学Ｂを履
修しておくこと。

⑷　獣医学群獣医学類から農食環境学群の各学
類へ転学類する場合は、以下のとおりとする。

２年次への転学類 ３年次への転学類

転 学 類 先
循環農学類
食と健康学類（管理栄養士コースを除く。）
環境共生学類
農環境情報学類

転学類前の学
類での資格

１年次終了時におい
て20単位以上修得し
た者

ア　 ２年次終了時に
おいて転学類先の学
類の卒業に必要な単
位数の ２分の １以上
修得した者
イ　 ３年次又は ４年
次に在籍し、転学類
先の学類の卒業に必
要な単位数の ２分の
１以上修得した者

そ の 他 １年次終了時以外は ２年次への転学類は
できない。

⑸　獣医学群獣医保健看護学類から農食環境学
群の各学類へ転学類する場合は、以下のとお
りとする。

２年次への転学類 ３年次への転学類

転 学 類 先
循環農学類
食と健康学類（管理栄養士コースを除く。）
環境共生学類
農環境情報学類

転学類前の学
類での資格

１年次終了時におい
て20単位以上修得し
た者

２年次終了時におい
て転学類先の学類の
卒業に必要な単位数
の ２分の １以上修得
した者

そ の 他 同一年次及び下級年次への転学類はできない。

２　一度転学類を許可された者及び前年度に遡っ

酪農学園大学転学類規程
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ての資格による転学類はできない。ただし、獣
医学類においては ３年次及び ４年次終了時にお
いて前項第 ３号及び第 ４号に定められた基準を
満たしている者に対しては、それぞれ該当する
年次への転学類を認める。

（時 期）
第 ３条　転学類の時期は、学年の始めとする。
（年 次）
第 ４条　転学類の年次は、 １年次、 ２年次又は ３年次

とする。
（出願手続）
第 ５条　転学類を希望する者は、所定の書類に検定料

を添えて、指定の期日までに学長に願い出なけ
ればならない。

（選 考）
第 ６条　選考は、所定の方法により審査し、教授会の

議を経て、学長が決定する。
（手続及び許可）
第 ７条　選考に合格した者は、指定の期日までに定め

られた転学類に必要な手続きをとらなければな
らない。
２　学長は、前項に定める手続きを完了した者に
転学類を許可する。

（単位の認定）
第 ８条　転学類以前に修得した授業科目及び単位につ

いては、別に定めるところにより振替換算し、
学則第33条第 ２項の規定に基づき、転学類した
学類の授業科目の履修により修得したものとし
て認定する。

（修業年限及び在学年限）
第 ９条　転学類を許可された者の修業年限及び在学年

限は、転学類前の在学期間も含めて学則第13条
及び第14条の規定による。

（改 廃）
第10条　この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長

が決定する。

　附　則（1994年12月 ９ 日規程1994－ ２ 号）
この規程は、1994（平成 ６）年12月 ９ 日から施行する。
　附　則
この規程は、1996（平成 ８）年10月17日から施行する。
　附　則
この規程は、1999（平成11）年10月15日から施行する。

　附　則
この規程は、2001（平成13）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
１　この規程は、2002（平成14）年 ４月 １日から施行
する。

２　規程第 ３条第 １項⑵の食品科学科食品科学専攻に
ついては、2003年度（平成15年度）入学者から適
用する。

　附　則
この規程は、2004（平成16）年10月28日から施行する。
　附　則
この規程は、2005（平成17）年10月13日から施行する。
　附　則
この規程は、2006（平成18）年 ９月 ７日から施行する。
　附　則
１　この規程は、2011（平成23）年 ４月 １日から施行
する。

２　2011年 ３ 月31日以前の酪農学園大学学則適用者に
ついては、従前の規程による。

　附　則
この規程は、2012（平成24）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、2013（平成25）年 ４月 １日から施行する。
　附　則（2015年 ４ 月 １ 日改正規程2015－41号）　
この規程は、2015（平成27）年 ４月 １日から施行する。
　附　則（2021年 ７ 月 １ 日改正規程2021－203号）
この規程は、2021年 ７ 月 １ 日から施行する。
　附　則（2022年 ２ 月17日改正規程2021－212号）
１　この規程は、2022年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　第 ２条の規定は、2022年度入学生から適用し、
2021年度以前の入学生については、なお従前の規
定による。

　附　則（2023年 ６ 月29日改正規程2023－211号）
１　この規程は、2023年 ６ 月29日から施行し、2023年
４ 月 １ 日から適用する。

２　第 ２条の見出しの改正及び第 ２条第 １項各号の
「（見込含む。）」を削る改正は、2021年度以前の入
学生に適用される従前の規程（2021年 ７ 月 １ 日改
正規程2021－203号）にも適用する。

　附　則
１　この規程は、2026年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　この規定は、2026年度入学生から適用し、2025年
度以前の入学生については、なお従前の規程によ
る。
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（目　　的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学学則第25条第 ３項

の規定に基づき、他学群又は同一学群の他学類
（以下「他学類」という。）の授業科目の履修に
ついて、必要な事項を定めることを目的とする。

（履修登録）
第 ２条　他学類の授業科目を履修しようとする者は、

指定の期日までに履修登録しなければならな
い。ただし、第 ６条第 １項により履修制限のあ
る授業科目は、事前に当該授業科目担当教員の
承認を得なければならない。

（履修登録科目）
第 ３条　履修登録できる他学類の授業科目は、酪農学

園大学履修規程（以下「履修規程」という。）
に規定する講義科目とする。
２　食と健康学類管理栄養士コースの授業科目
は、この規程の対象外とし、他学類授業科目と
して履修することができない。

（卒業必要単位数への算入）
第 ４条　他学類の授業科目の単位を修得した場合、自

由科目の授業科目として単位認定する。
２　農食環境学群においては、前項の単位を卒業
必要単位数に算入することができる。なお、算

入できる卒業必要単位数は、履修規程の別表Ⅱ
に定められた単位数とする。

（履修制限）
第 ５条　授業科目によっては、講義計画により履修を

制限する場合がある。
２　履修規程の別表Ⅰに定められた上級年次に開
講される授業科目は履修することができない。

（改　　廃）
第 ６条　この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長

が決定する。

　附　則（2012年 ４ 月 １ 日規程2012－ ５ 号）
この規程は、2012（平成24）年 ４月 １日から施行し、
2011（平成23）年度入学者から適用する。
　附　則（2015年 ４ 月 １ 日改正規程2015－42号）
この規程は、2015（平成27）年 ４月 １日から施行する。
　附　則（2022年 ２ 月17日改正規程2021－213号）
この規程は、2022年 ４ 月 １ 日から施行する。
　附　則
１　この規程は、2026年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　2025年度以前の入学生については、改正前の第 ３
条第 ２項及び第 ３項の規程は、なおその効力を有
する。

酪農学園大学他学類授業科目履修規程

酪農学園大学の他大学等の授業科目の履修に関する規程
（趣　　旨）
第 １条　この規程は、酪農学園大学（以下「本学」と

いう。）学則第２６条第 ４項の規定に基づき、本
学と協定を結んだ他の大学又は短期大学（以下
「他の大学等」という。）の授業科目の履修に関
して必要な事項を定める。

（資　　格）
第 ２条　他の大学等の授業科目を履修しようとする者

は、次の条件を満たしていなければならない。
⑴　本学に １年以上在学している者
⑵　学費等を完納している者

（申　　請）
第 ３条　他の大学等の授業科目を履修しようとする者

は、指定の期日までに、当該他の大学等が定め
る書類を添えて、当該授業科目の履修願を学長
に提出しなければならない。

（選　　考）
第 ４条　選考は、教務委員会を経て、当該学群教授会

において行う。
（許　　可）
第 ５条　授業科目の履修については、当該他の大学等

との協議に従って、学長が許可する。
（単位の認定）
第 ６条　単位認定を受けようとする者は、指定の期日

までに当該他の大学等の発行する単位修得証明
書を添えて、単位認定願を学長に提出しなけれ
ばならない。
２　前項の修得単位は、当該学群教授会の議を経

て、６０単位を限度として本学において修得した
単位とみなすことができる。

（履修の停止）
第 ７条　次の各号のいずれかに該当する者は、当該他

の大学等と協議のうえ、学長が履修を停止させ
ることがある。
⑴　学修の成果が期待できないと認められた者
⑵　学生の本分に反する行為があったと認めら
れた者

（事　　務）
第 ８条　この規程に関する事務は、教務課が担当する。
（改　　廃）
第 ９条　この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長

が決定する。

　附　則
この規程は、２００１（平成１３）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００２（平成１４）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００８（平成２０）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２０１５（平成２７）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２０１８（平成３０）年１０月 １ 日から施行する。
　附　則
この規程は、２０26年 ４ 月 １ 日から施行する。
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（目　　的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学学則第２６条及び第

３４条の規定に基づき、酪農学園大学（以下「本
学」という。）の学生の留学について必要な事
項を定めるものとする。

（定　　義）
第 ２条　この規程に定める留学とは、学群教授会の許

可を得て、外国の大学等で本学における １学期
相当期間又は １年在学し、学修することをいう。
２　留学の種類は、次のとおりとする。
⑴　「協定留学」とは、本学と協定を締結した
大学への留学を言う。

⑵　「認定留学」とは、前号以外の大学への留
学を言う。

⑶　「休学留学」とは、修学等の理由により、
学籍上休学したうえで、第 １号又は第 ２号の
大学へ留学することを言う。

（外国の大学等）
第 ３条　外国の大学等とは、外国における正規の高等

教育機関で学位授与権を有するもの、又はこれ
に相当する教育研究機関をいう。

（留学資格）
第 ４条　留学の資格は、修学状況が良好であり、受入

機関の指定する当該外国語能力の基準等を満た
していなければならない。

（留学に必要な手続き）
第 ５条　留学を希望する者は、所定の留学願を当該学

群の学群長に提出しなければならない。
２　前項の留学願には、原則として、受入機関の
入学又は聴講等の許可書を添えなければならな
い。

（留学許可）
第 ６条　留学の許可は、学群長に願い出て、学長の許

可を得る。
（留学期間等）
第 ７条　留学の期間は、原則として １年以内とする。

２　協定留学並びに認定留学の場合、前項の期間
を修業年限に算入する。

（留学費用）
第 ８条　留学の費用は、すべて学生の負担とする。
（留学期間中の授業料等）
第 ９条　留学期間中の本学の授業料等は、納付しなけ

ればならない。但し、実学充実費は免除する。
２　前項の規定に係らず、学業および人物に優れ
た者の場合、留学期間中の授業料の全額又はそ
の一部を免除することがある。
３　前項の免除に関する必要な事項は、別に定め
る。
４　休学留学については、前 ３項は適用しない。

（留学報告）
第１０条　学生は、次の書類を帰国の日から １か月以内

に学群長に提出するものとする。

⑴　留学に関する報告書
⑵　留学中の学業成績証明書

（単位認定）
第１１条　留学中に修得した授業科目並びに単位の認定

については、学群教授会の議を経て、学長が決
定する。
２　前項により認定された単位数は、６０単位を超
えない範囲で本学において修得したものとす
る。

（卒業の延期）
第１２条　留学期間中に卒業の要件を満たす者が引き続

き在学を希望する場合には、本学における卒業
を １学期間延期することができる。

（留学許可の取消し等）
第１３条　留学先での修学状況が不良若しくは留学を不

適当と認める事由がある場合は、学群教授会の
議を経て、学長が留学を取消す。
２　前項により、留学許可が取り消された場合は、
当該留学期間は修学年限に算入しない。

（雑　　則）
第１４条　この規程に定めるもののほか必要な事項は、

別に定める。
（改　　廃）
第１５条　この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長

が決定する。

　附　則
この規程は、１９８２（昭和５７）年 ５月２０日から施行する。
　附　則
この規程は、１９９０（平成 ２）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、１９９８（平成１０）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００１（平成１３）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００２（平成１４）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００４（平成１６）年 ４月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００５（平成１７）年 ９月 １日から施行する。
　附　則
この規程は、２００７（平成１９）年 ７月 ５日から施行する。
　附　則
１　この規程は、２０１５（平成２７）年 ４月 １日から施行
する。

２　２０１４（平成２６）年度以前の入学生は従前の規程と
する。

　附　則
１　この規程は、２０20年 ４ 月 １ 日から施行する。
２　第 ９条第 １項の規程は、2020年度入学生から適用
し、2019年度以前の入学生については、なお従前
の規程による。

酪農学園大学学生の留学に関する規程
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（目　　的）
第 １ 条　この規程は、酪農学園大学学則第２６条の ２ に

基づき、酪農学園大学（以下「本学」という。）
の学生が行う大学以外の教育施設等における学
修の取扱いに関して必要な事項を定める。

（単位の認定）
第 ２ 条　学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が定める学
修は、本学における授業科目の履修とみなし、
この規程の定めるところにより単位（以下「学
修単位」という。）を与えることができる。

２ 　前項により単位を与えることができる学修、
認定基準、対応する本学の授業科目及び単位数、
評価は、別表のとおりとする。

3 　単位認定の時期は、該当授業科目の履修登録
前を原則として、既履修科目は対象とならない。

（申　　請）
第 ３ 条　本学において学修単位の認定を希望する学生

は、指定された期日までに次の各号の書類を付
して学長に申請しなければならない。
⑴　学修単位認定申請書（別紙様式）
⑵　学修の成果を証明する書類（スコアまたは

級位を含む。）
（単位の認定）
第 ４ 条　単位認定は、各学類が行うものとする。

（事 務 局）
第 ５ 条　申請書の提出や受理等の事務に関する部署

は、教務課とする。
（改　　廃）
第 ６ 条　この規程の改廃は、評議会の議を経て学長が

決定する。

　附　則
この規程は、２０１２（平成２４）年 ４ 月 １ 日から施行する。
　附　則
規程第 ２ 条 ２ 項に定める別表は、２０１３（平成２５）年１１
月２１日に改正し、２０１４（平成２６）年度入学生から適用
する。
　附　則
この規程は、２０１５（平成２７）年 ４ 月 １ 日から施行する。
　附　則
この規程は、２０１８（平成３０）年１０月 １ 日から施行する。
　附　則
1 　この規程は、２０21年 1 月 7 日から施行する。
（経過措置）
2 　改正後の第 ２ 条第 ２ 項の別表は、2021年度入学生

から適用し、それ以外の学生については、なお従
前の例による。

　附　則
この規程は、２０26年 ４ 月 １ 日から施行する。

酪農学園大学大学以外の教育施設等における学修の取扱いに関する規程

［別表］

単位を与えることができる学修 認定基準
対応する本学の授業科目、
単位数

評価

TOEFL（iBT）
（主催：Educational Testing Service（ETS））

４２～ ５１点 英語Ⅰ・Ⅱ（ ４ 単位） Ａ
５２～ ６１点 英語Ⅰ・Ⅱ（ ４ 単位） Ｓ

６２～ ７７点
英語Ⅰ・Ⅱ（ ４ 単位） Ｓ
英語Ⅲ・Ⅳ（ ４ 単位） Ａ

７８～１２０点
英語Ⅰ・Ⅱ（ ４ 単位） Ｓ
英語Ⅲ・Ⅳ（ ４ 単位） Ｓ

TOEICⓇ
（主催：㈶国際ビジネスコミュニケーション協会）

４１６～５１９点 英語Ⅰ・Ⅱ（ ４ 単位） Ａ
５２０～５８３点 英語Ⅰ・Ⅱ（ ４ 単位） Ｓ

５８４～７２９点
英語Ⅰ・Ⅱ（ ４ 単位） Ｓ
英語Ⅲ・Ⅳ（ ４ 単位） Ａ

７３０～９９０点
英語Ⅰ・Ⅱ（ ４ 単位） Ｓ
英語Ⅲ・Ⅳ（ ４ 単位） Ｓ

実用英語技能検定
（主催：㈶日本英語検定協会） 準 １ 級

英語Ⅰ・Ⅱ（ ４ 単位） Ｓ
英語Ⅲ・Ⅳ（ ４ 単位） Ａ

１ 級
英語Ⅰ・Ⅱ（ ４ 単位） Ｓ
英語Ⅲ・Ⅳ（ ４ 単位） Ｓ

獣医学群の「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」は対象外とする。
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（目　　的）
第 １条　この規程は、酪農学園大学学則第26条の ３の

規定に基づき、学生が酪農学園大学（以下「本
学」という。）に入学する前の大学又は短期大
学等における既修得単位に対する単位認定に関
して必要な事項を定めることを目的とする。

（単位認定の申請）
第 ２条　既修得単位の認定を受けようとする者（以下

「申請者」という。）は、入学した年度の所定の
期日までに、次の各号に掲げる書類を教務課に
提出しなければならない。
⑴　入学前の既修得単位認定申請書（別紙様式）
⑵　最終成績証明書
⑶　シラバス又は授業の内容を記載した書類

（単位認定の条件）
第 ３条　既修得単位のうち、本学及び入学する前の大

学又は短期大学等のシラバス等を鑑み、本学の
科目に単位数及び講義内容が見合う科目を60単
位以内で個別に単位認定する。単位認定の対象
となる本学授業科目は別表のとおりとする。
２　入学前に修得した科目の単位数が本学の単位
数と同等若しくはそれ以上の場合に認定する。
３　入学前に修得した ２科目以上を合わせて本学
の １科目に認定することができるものとする。
４　単位認定可能な科目であっても、申請者が本
学での履修を希望する場合は単位認定を行わな
い。
５　単位認定した科目は、履修することができな
い。

（単位の認定）
第 ４条　単位認定は、各学類が行うものとする。

２　単位認定確定後の追加及び変更は、原則とし
て認めない。
３　既修得科目及び単位数は、最終成績証明書に
て教務課が確認する。

（認定の通知）
第 ５条　前条の規定により認定を行ったときは、既修

得単位認定簿の交付により申請者に通知しなけ
ればならない。
２　既修得単位認定簿は、原本を教務課で保管し、
写しを申請者に渡すものとする。
３　単位認定に対する異議申し立ては、既修得単
位認定簿の通知後 ７日以内に教務課にて受け付
ける。

（成績評価の表記）
第 ６条　第 ４条の規定により認定した授業科目の成績

評価は、学則第28条の規定によらず、「認」と
表記する。

（事 務 局）
第 ７条　この規程に関する事務は、教務課が担当する。
（改　　廃）
第 ８条　この規程の改廃は、評議会の議を経て、学長

が決定する。
　附　則（2021年 １ 月 ７ 日規程2020－14号）　
この規程は、2021年 ４ 月 １ 日から施行する。
　附　則
この規程は、2026年 ４ 月 １ 日から施行する。

酪農学園大学入学前の既修得単位の単位認定に関する規程

［別表］（第 ３条第 １項関係）単位認定の対象となる授業科目

　農食環境学群
　　以下の基盤教育科目を除くすべての科目

科 目 区 分 授業科目（単位数）

共 通 教 育
酪農学園導入教育 基礎演習（ １）
キャリア教育 キャリアベーシック（ １）、キャリアデザインⅠ（ １）

学群専門導入教育 健土健民・農食環境学入門実習（ １）、建学の精神と農食環境学概論（ ２）

　ただし、本学に在籍し、かつ、2011年度以降の本学学則適用者については、上記科目を修得している場合、
単位認定する。

　獣医学群
　　基盤教育のうち以下の科目

科 目 区 分 授業科目（単位数）

基 盤 教 育

酪農学園導入教育 キリスト教学（ ２）　
人文社会科学教育 心理学（ ２）、社会学（ ２）

保健体育教育 運動の科学（ ２）、
体育実技Ⅰ（ 1）、体育実技Ⅱ（ 1）

情報教育 情報科学の基礎（ 2）、情報処理基礎演習（ 1）

　ただし、本学に在籍し、かつ、2021年度以降の本学学則適用者については、酪農学園導入教育に配当され
ている科目を修得している場合、単位認定する。また、本学に在籍し、かつ2011年度以降2020年度までの本
学学則適用者については、「建学原論」並びに「獣医療概論」を修得している場合、単位認定する。
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江別市文京台緑町５８２番地

この履修ガイドは2026年度入学生に適用されます。
卒業するまでの必要な事項が記載されているので、
熟読のうえ、大切に保管すること。
また、修正・変更については本学のｅラーニング
【教務課からのお知らせ（学生向け）】にて行います。
URL：https://eee2.rakuno.ac.jp/course/view.php?id=4753

大学の教育研究上の目的

キリスト教の精神によって人間教育を行い、酪農の科学と実際並びに高度の学術を教育・研究し、もって
神を愛し、人を愛し、土を愛する三愛の精神に徹する有為な社会人及び指導者を養成することを目的 
とする。

1．�農食環境学群は、酪農学園創立の基本精神に基づき、生物資源の循環・再生、食料の生産・加工
及び流通・消費並びに食と健康、さらに農業を含めた環境に関する専門分野において、それらが
有機的に関連するよう体系づけられた学群であり、農学とその関連科学の教育・研究によりフード�
システムの持続的発展と自然環境の保全並びに農食文化の進展に貢献することを目的とする。

1 循環農学類は、農業を基礎科学的かつ実践的に探究し、社会における農業の意義を正しく理解し、安全な食料
の持続的供給を可能とする資源循環型農業を実現するための幅広い知識と技術を修得した人材を養成する。

2 食と健康学類は、本学の基本理念である実学教育を通して、食の生産、加工・製造、流通ならびに健康に関す
る幅広い知識と技術を修得するとともに、食と健康に関する総合的な判断力を培い、社会に貢献できる人材を
養成する。

3 環境共生学類は、環境に関する基礎科学の学びと実践的な学びを通して、現象を客観的に解析する技術や知識
を修得するとともに、問題解決に向けた総合的な判断力を培い、自然と人が調和・共生する社会の形成に貢献
できる人材を養成する。

4 農環境情報学類は、地域社会、特に農業分野における労働力不足や環境への配慮といった課題解決のため、農
学・環境学・情報科学といった分野を融合した学びにより、データサイエンス・DX（デジタルトランスフォー
メーション）を活用し、資源の効率的な管理と利用を促進できる人材を養成する。

2．�獣医学群は、酪農学園創立の基本精神に基づき、獣医学、獣医保健看護学とその関連科学の総合
的な教育・研究により、生命・自然を尊ぶ豊かな人間性を育み、人類と動物の福祉及び動物・人・
環境の調和と共存に具体的に貢献するための学群であり、専門知識・技術及び総合的な判断力を
有する人材を養成し、国際的視野に立って動物と人の健康保持と食料の安定供給及び環境保全に
寄与することを目的とする。

1 獣医学類は、獣医学及びその関連分野における高度な知識と技術を修得し、実践的な産業動物、伴侶動物、 
公衆衛生関連獣医師を育成し、わが国の獣医療や食の安全及び動物の福祉ならびに生命科学における先端的 
研究を推進できる人材を養成する。

2 獣医保健看護学類は、獣医学に関する基礎知識と動物看護学に関する専門知識を修得させ、動物栄養、動物 
行動及び動物理学療法に関する高度な教育を行い、幅広い獣医保健看護領域の業務を担える人材を養成する。
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